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本会議開会 
 
開  議 
議  長 
 
 
 
 
 
 
 
町  長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議  長 
 

 平成１７年６月１０日  午前９時１０分 
 おはようございます。 
 定足数に達しておりますので、ただいまから、平成１７年６月飯島町議会定例会を開会

いたします。 
 議員各位には、会期中を通じて慎重なご審議をいただくとともに、円滑な議事運営にご

協力をいただきますようお願いをいたします。 
これより本日の会議を開きます。 
本日の議事日程については、お手元に配布のとおりです。 
開会にあたり、町長からご挨拶をいただきます。 
おはようございます。議会招集にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。平成１７年

５月２３日付け飯島町告示第３４号をもって平成１７年６月議会定例会を招集いたしま

したところ、議員各位には時節柄大変ご多忙中にも関わらず、全員のご出席を賜りまして

誠にありがとうございます。今年は４月以降降雨量が少ないまま梅雨を迎える時期となっ

たわけでございますが、災害のない梅雨であることを願っております。さて、１７年度も

３ヶ月を経過いたしましたが、現在ふるさとづくり計画に基づいた自立し持続可能な町づ

くりに向け、個々具体的な作業を進めております。これら作業の進め方等につきましては、

議会最終日の全員協議会においてご報告を申し上げさせていただきたいと考えておりま

す。 
国の財政制度審議会はこの６日来年度予算編成の基本的な考え方を示す建議を財務大

臣に提出をいたしました。建議では社会保障費の抑制、公務員給与の削減、公共事業の引

続く削減など歳出全般の徹底した削減継続を要請する一方で、歳出削減だけでは財政再建

目標を達成することは不可能ということで消費税の引上げ等歳入面の改革まで踏み込ん

だ建議をしているとことでございます。これらが行われますと住民生活や行政運営に大き

な影響を及ぼすことが考えられます。三位一体の財政改革の最終年度にあたってこの対応

それから夏の概算要求など国の動向を今後十分注意してまいりたいと考えております。 
次に最近の全国的な報道で話題となりました道路のガードレールに鋭利な金属片が相

次いで見つかった件につきまして飯島町内では点検や住民からの連絡によりまして国道

に５箇所５個、町道には４箇所８個発見をされました。現場の様子から事件性はなく自動

車の接触事故によるものと思われます。 
さて、議会改選後初の議会定例会となります本定例会にご提案申し上げます案件につき

ましては、条例案件が４件、補正予算案件が１件、その他案件１件の計６件でございます。

いずれも重要案件でございますので、何卒辛勝なご審議をいただきまして適切なる決定を

賜りますようにお願いを申し上げまして議会招集のご挨拶とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 
日程第１ 会議録の署名議員の指名を行います。 
本定例会の会議録署名議員は、会議規則第 115 条の規定により、５番 森岡一雄議員、
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議会運営

委員長 
 
議  長 
 
 
 
 
議  長 
 
 
事務局長 
議  長 
 
町  長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６番 三浦寿美子議員を指名します。 
日程第２ 会期の決定を議題とします。 
本定例会の会期につきましては、議会運営委員会において協議しておりますので、議会

運営委員長の報告を求めます。 
会期の報告をいたします。去る５月３１日に議会運営委員会を開催し、会期につきまし

ては、案件の内容からいたしまして本日から６月１７日までの８日間と決定いたしました

のでご報告いたします。 
お諮りします。 
ただいまの委員長報告のとおり、本定例会の会期は、本日から６月１７日までの８日間

としたいと思います。 
ご異議ありませんか。 

（異議なしの声多数） 
 異議なしと認めます。したがって会期は本日から６月１７日までの８日間とすることに

決定しました。 
 会期の日程については、事務局長から申し上げます。 
（会期日程説明） 
日程第３ 諸般の報告を行います。 
まず、町長からの報告を求めます。 
それでは私の方から３件につきましてご報告をさせていただきたいと思います。 
まず最初に、平成１６年度の飯島町土地開発公社決算についてをご報告を申し上げま

す。平成１６年度飯島町土地開発公社決算につきましては、去る５月２６日開催の公社理

事会において審議をお願いし、承認いただきましたので地方自治法の規定に基づいてその

概要をご報告申し上げます。平成１６年度の土地開発公社事業は既にご承知のように、長

年の懸案でありました久根平工業団地へ食酢の専門メーカーであります内堀醸造株式会

社が進出をすることになり、約 45,000 ㎡４町５反ほどになりますが、この用地を売却を

いたしました。これにより久根平工業団地はほぼ完売と見込みとなりましたが、原価を割

っての販売であったために実質 1 億 4 千万円余の損失となっております。しかしながら

平成１７年度に販売を開始して以来長期の景気低迷の影響もあり、思うように販売が進ま

ずその間の借入れ利子の累計は 1 億円を超える額となっておりましたことや、今回の契約

企業の経営状況、経営戦略と税収入や今後の雇用の確保等企業の地域の貢献を総合的に考

え、町の将来にとってぜひ得策であるとの判断をしたところでございますので、よろしく

ご理解をいただきたいと思います。なお、一方分譲住宅地の販売につきましては、第２新

田分譲地が２区画の販売で完売となりましたが、赤坂分譲地は２区画の販売に留まり１８

区画が現在残っておりまして、この販売促進が今後の課題でございます。また、１６年度

においては、町の代行事業として東部保育園建設用地を 1 億 4,600 万円余で先行取得をい

たしました。主な収益は久根平工業団地の売却4億7,400万円、分譲住宅地の売却が4,400
万円で本年度収入は 5 億 2,200 万円ほどとなっております。また、借入金の支払利息軽減

のため金利入札を行うなど前年度より800万円ほどの軽減を図ったところでございます。
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以上のことから事業原価及び事業外費用を差し引いた単年度収支では1億4,300万円ほど

の計上損失となりました。詳細につきましては、お手元の事業報告書並びに決算書のとお

りでございますので、ご覧をいただきたいと思います。 
続きまして平成１６年度第２２期の財団法人飯島町振興公社決算についてご報告を申

し上げます。平成１６年度の財団法人飯島町振興公社の事業並びに決算につきましては、

去る５月２６日の理事会において認定をされましたので、地方自治法の規定に基づいてご

報告を申し上げます。現在当公社の事業は千人塚のマレットゴルフ、釣り、オートキャン

プ事業の３事業でございます。収入につきまして当期の実績は前年度に比べて30万5,800
余円の減少となりました。特に釣り事業につきまして鯉ヘルペスの影響で放流を行わなか

った結果、前年比 20 万 5 千円の減少となりました。またマレットゴルフ事業では前年比

４２人増の延べ 12,147 人の利用がございましたが、前年度比 12 万 3,600 円の減少とな

り、ゴルファーの高齢化等による年間登録者の減少が主な要因と考えられております。一

方オートキャンプ事業につきましては、５月の利用者が前年比で倍増をした結果、8 万 9
千円の増加となりました。振興公社が主催した第２０回千人塚世界マレットゴルフ大会

は、延 108 名、うち世界１０カ国１５名の外国籍の方の参加を得て盛大に開催すること

ができました。支出は千人塚マレットゴルフコースの維持管理費をお願いしております。

千人塚マレットゴルフクラブへの委託料、手数料、施設の修繕費等が主な内容でございま

す。細部につきましては、お手元の決算概要のとおりでございますので、ご覧をいただき

たいと思います。 
最後に株式会社エコーシティー駒ケ岳の第１４期決算についてご報告を申し上げます。

株式会社エコシティー駒ケ岳の平成１６年度第１４期の決算につきましては、去る５月

２３日開催の同社株主総会において承認をされておりますので、地方自治法の規定に基づ

いてその概要をご報告いたします。エコーシティー駒ケ岳の平成１６年度事業は中川村の

施設整備に積極的に協力をし、３月末をもって竣工、４月１日開局となりました。これに

より新たに中川村の 1,400 世帯が加入をして伊南４市町村の情報センターとしての基盤

が出来上がりました。また競争の激しい通信事業のスピードアップやＩＰ電話対応のため

に施設の設備の増強を行いました。１６年度中における加入状況はＣＡＴＶが 464 件の

増、インターネットが 416 件の増加となり、当初計画を上回る加入実績となりました。

ＣＡＴＶ事業は地域密着型放送メディアにインターネットでの通信分野を加えて順調に

拡大を続けております。今後は地上波デジタル放送への対応及び４行政や関係機関との連

携によるきめ細かな地域の情報の提供と加入者ニーズに答える運営等が課題となってお

ります。次に経営状況でありますが、ＣＡＴＶ及びインターネット加入者の計画対比増や

経営の合理化に努めた結果、営業収入で 4 億 8,600 万円余となりまして費用を差引いた営

業利益は 9,700 万円余となりました。これにより当期の最終利益は 6,600 万円余の黒字決

算となり、次期繰越利益金として 1 億 1,100 万円ほどを計上することができました。以上

が株式会社エコー－シティー駒ケ岳の平成１６年度第１４期の決算の概要でございます。

詳しくはお手元の資料のとおりでございますので、ご覧をいただきたいと思います。以上

私の方から３件につきましてご報告をさせていただきました。 
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議  長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町  長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総務課長 
議  長 
１１ 番 
 
 
 
 
 

ただいま報告のありました各会計決算につきましては、最終日の全員協議会において質

疑を行います。 
次に議長から申し上げます。 
まず、請願・陳情等の受理について報告します。本日までに受理した請願・陳情等はお

手元の請願・陳情等文書表のとおりであり、会議規則第８９条及び９２条の規定により所

管の常任委員会に審査を付託します。 
本日までにお手元のとおり例月出納検査報告がされております。 
次に本会議に説明員として出席を求めた方は、別紙のとおりであります。以上で諸般の

報告を終わります。 
日程第４ 第１号議案 飯島町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例

の施行の伴う関係条例の整備に関する条例を議題とします。本案について提案理由の説明

を求めます。 
それでは第１号議案 飯島町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。公

の施設の管理に関してましては、地方自治法の一部改正に伴いまして従来の管理委託制度

から出資法人等以外の民間業者を含む事業者を含む町が指定する指定管理者による管理

の代行制度へと移行することに伴いまして、昨年の１２月議会定例会におきまして飯島町

公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例をご議決をいただきましたが、本議

会に提案いたしますのは、公の施設の個別の設置条例の中に規定しております公の施設の

管理を飯島町社会福祉協議会等の公共的団体に委託することができるとしている規定を

削除するために関係条例を一括して整備するものでございます。この改正によりまして公

の施設の管理は町の直営か指定管理者による管理となりますので、施設の管理を公共的な

団体に委任する場合も、従来の施設条例の規定に基づく管理委託から指定管理者の指定の

手続きに基づく管理者の指定となります。指定管理者制度への移行は本条例の議決をいた

だきましたなら、指定管理者制度の目的であります民間の能力、ノウハウを活用してサー

ビスの向上、経費の削減を図ることに最大の配慮をいたしまして各課等で指定管理者の公

募等による指定管理者の候補者の選定等の事務を進めて、議会の議決を経て指定管理者を

定めてまいりたいと考えております。細部につきまして担当課長から説明を申し上げます

ので、慎重にご審議をいただきましてご議決賜りますようお願いを申し上げまして提案理

由の説明といたします。 
（補足説明） 
 これから質疑を行います。 
 お尋ねいたします。ただいま委託先については、付属した資料で説明がありました。こ

れで振興公社それから社会福祉法人、社会福祉協議会等あるわけでありますけれども、ま

た農集排等については実質管理組合等があるわけであります。ですので、条例のこの条項

の整備については、結構なことですけれども、こうした今まで委託していた先についての

それなりの理解を得られているか、あるいは例えば農集排の関係の組合だとか、そうした

ことについてお尋ねいたします。それからこうやって見ますと１２条新しい一括のありま
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助  役 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

すけれども、この町営住宅いわゆる公営住宅の管理条例が１２条の関係ですけれども、他

の １１条までの内容というものは１つの施設の利用だとか、そこを拠りどころとしてい

わゆる住まうかたちじゃなくて利用というかたちになっておって利用料をいただくとい

うようなかたちになるわけじゃないかと思いますけれども、この公営住宅の関係について

はこの家賃の徴収だとかそういうものもということで、今これは外すわけでありますけれ

ども、この関係についてこの家賃という言い方と１１条までのいわゆる一般的な利用料と

いうものについての考えとちょっと若干ニュアンスが違うような感じがいたしますけれ

ども、そこらについての説明をお願いいたします。もう１つ３つ目、１２月の議会で助役

３６ほどのこうした対象公の施設があるということで答弁がありました。それからここで

１２施設の関係した条例の内容の整備の出ております。そうしますとあと２４ほどの施設

ということが先程言われた教育委員会関係それから福祉の保育所関係そういうものとい

うことで理解してよろしいかどうか。その３点についてお伺いいたします。 
 織田議員から３点ほどのご質問をいただいたわけでございますが、第１点と第３点につ

きまして私の方から答弁を申し上げます。なお、２点目につきましては所管の課長の方か

ら申し上げたいと思っております。まず、第１点目でございますけれども、それぞれ今後

この指定管理者制度によりまして現在委託をしておりますそれぞれの公共的団体はとも

あれ、また民間の具体的には株式会社、団体等に委託することが出来るようになるわけで

ございますが、個々の管理の委託等につきましては、今後先程提案説明で申し上げており

ますとおりそれぞれの所管におきまして十分検討いたしまして適切な指定管理者先そう

いうものを検討してまいるわけでございます。なお、またこれは当然それぞれの民間から

のいわゆる申し出があっていわゆる公募ということになりますので、ことが始まってまい

りますので、その前提として指定管理者制度に移行するということは、これは国のひとつ

の方針でありますので、現段階におきます関係のある団体にはそういう制度を逐次説明を

申し上げていく必要があると思いますけれども、決定的なことは今後の検討に委ねるとい

う内容でございますので、現段階におきましてはそれぞれの団体に対する説明了解そうい

うものは取り付けていく段階に至っておりません。今後の事務手順ということになるわけ

でございます。それから３点目のいわゆる公の施設というものに町では３６施設ほどがあ

るとこういう説明を申し上げてきております。これにつきましてはご承知のとおり議会の

議決を経て公の施設の独占的な使用あるいは廃止を決めるとこういう手続きがあるわけ

でございますが、現段階この特に公の施設として町が設置をいたしておりまして特に廃止

に至って議会議決を要する、そういう条例の中に３６施設が一応列挙されておるわけでご

ざいます。この中にはご承知かと思いますけれども、色々な諸般の状況によりましていわ

ゆる地域の自治組織との間の協定によりまして設置をいたしております集会施設等も含

まれておりますけれども、概要今までの町が公の施設として捉えておるのが３６施設とい

うことでございます。その中には小中学校をはじて先ほども話がありましたとおり、教育

委員会等を中心にして町が直接に当然管理をすべきものもあるわけでございますので、そ

ういうものを含めて３６施設、特に現段階でこの指定管理者制度に則って管理をしていく

のが望ましい、あるいはそれに委ねるには条例整備が必要であるというものにつきまして
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の今回の提案をいたしておる施設でございます。そういう点で数につきましては、そこに

ちょっと開きがございますが、そういう趣旨でご理解をいただきたいと思います。以上で

あります。 
 ご質問の２番目の家賃ということですけれども、住宅に関しては家賃という言葉で使用

料を徴収をしているということで、あくまでもこの家賃も使用料あるいは利用料の中と同

格のものあるいは同じものという理解になりますので、町営住宅の管理に関しても今回の

指定管理者制度に載るべき施設のひとつであるということでこの部分について今回削除

していくという内容でありますので、よろしくお願いしたいと思います。 
 わかりました。最初の委託先のことでありますけれども、結局振興公社にしても社協に

してもあるいは農集排の管理組合にしても、これから指定される業者のいわゆるひとつと

そういう考えでよろしいですねということと、それから振興公社にしても社協にしても非

常に大きな馴染みの町民の中に浸透している馴染みの組織でありますので、そうした関係

についてのやっぱり一業者ということになれば申請をし直すとか、あるいは公募に馴染ま

なければ指定するというような、公募によらないものという場合によったらそういうよう

なところへも関係するようなことにもありますけれども、その公募と公募に馴染まないこ

とそこについての考え、あるいは先程申しました一業者というふうに捉えてこれから対応

ということでよろしいかどうかその点についてお伺いいたします。 
 ただいまの件につきましては、織田議員のおっしゃられるとおりでございます。社協で

も振興公社につきましても、指定管理者の公募の資格を有する団体のひとつであるという

ことでありますので、先程から申し上げますように公募に馴染むものと公募になじまない

ものがおそらく出てくるかと思います。その辺の施設の運営の内容につきましては、それ

ぞれ所管課において今後細部について検討し、理事者判断をいただくということになりま

すので、公募に馴染まないということのなれば第５条の規定によります公募によらない候

補者の選定という方法で選定するということになろうかと思いますので、その辺につきま

してはただいま議員の言われました内容等も十分考慮した中で判断されていくというふ

うに理解しておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 
 他に質疑ありませんか。 
 ただいま質問にもお答えいただきましたけれども、今後指定事業者必要とされる施設現

在以上にふるさとづくり計画などでは保育園や学校給食センターなども民間委託という

ことが検討されるように挙がってきていると思うんですけれども、これからそういう状況

になったこれから変更をされていくわけですけれども、そういう中で住民への周知という

ことがすごく重大な問題になってくるのではないかというふうに私は考えております。特

に学校給食センターとか保育園の問題などでは関係者の非常に色々な思いもあったり、こ

れからの子育てなどに対しても大きな問題も抱えていることですので、本当に住民の中で

しっかりと討論されて論議されて指定業者を指名していくのか、直営にするのかというこ

とが検討されていかなければならないと思っていますが、その点についてどのようなお考

えを今後お持ちになっていくのかという点についてお聞きをしたいと思います。 
 色んな施設につきましてのこの制度につきましての方向はこういうことでまいりたい
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と思いますが、施設の内容によってはその手法自体等につきまして十分住民の皆さんとの

コンセンサスを得て実施をしていくものが多いと思いますので、そのように努めてまいり

たいと思っております。 
 他に質疑ありませんか。 
 織田議員とも重複する点もあると思いますが、ただいまの該当する公の施設に対する

３６、去年の１２月に発表ありましたけれども、それで一応１２が今回のひとつのあれに

なっているんですが、町の直営をどのくらいに考えておるかということと、それからやは

りさっき言ったように今度の管理組合方式がもう農集排においてもできているわけであ

りますが、ここらの関係においても大きな修理とかそれから修繕等そういうふうなものの

対処はどのように考えているのか、直営の場合においては設置条例色々なかたちの中で対

応してくと思いますが、それらの辺りのお考えをちょっとお聞きしたいと思います。 
 直営のいわゆる管理方式の範囲をどのように考えておるかとこういうようなご質問か

と思います。公の施設たりともこれはひとつは当然経営という概念にたって今までやって

きておるわけでございます。その中で現在の自治法上の規定では管理委託制度というのが

いわゆる唯一のものであったわけでございます。そこでできるものはこの制度に委ねてき

たというのが現状でございますので、現段階管理委託制度に委ねておる公の施設これにつ

きましては、当然またこれからの指定管理者制度これに当然馴染む施設であると考えてお

ります。ただこういう制度ができたからといって直営であるものをですね、今後いわゆる

新しい人達に乗っかっていく、町の直営から切り離していくそれについては先程三浦議員

からもご質問がありましたように当然十分慎重な検討が必要であるわけであります。当面

は現在の管理委託制度に乗っかっておるものをこの制度に乗っかっていく、合わせてまた

今後の町の新しい方向性としてそういう施設に馴染むものそういうものについては十分

また検討しながら進めてまいりたいとこんなふうに考えております。 
 他に質疑ありませんか。 
（なしの声） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。討論はありませんか。 
 結果は賛成であります。ただそのやり方についてちょっと希望を申し上げます。小さな

政府、行政のスリム化という時流に乗った趣旨に上にこの民活利用ということでこういう

制度が育まれていくものと考えますが、結局本当に究極はこの住民サービスということが

結果の目的になるわけです。その中で行政が本当にその委託をした人に対して、今までも

結局一部に委託があったけれども、結局それは行政がその上に関わって二重の手間が、手

間って言うかことが関わってきたわけですが、今度は委託した経費の面でもまたサービス

の面でも総合的にぜひいい結果が出るように運営運用を期待するということを申し上げ

て賛成意見といたします。 
 他に討論ありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 第 1 号議案 飯島町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例をを採決します。 
 お諮りします。 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
異議なしと認めます。したがって第 1 号議案は原案のとおり可決されました。 
日程第５ 第２号議案 飯島町個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を

議題とします。 
本案について提案理由の説明を求めます。 
第２号議案 飯島町個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例につきまして

提案理由の説明を申し上げます。町では平成１２年３月に飯島町個人情報の保護に関する

条例を公布し、個人情報の保護に努めてまいりましたが、今日のＩＴ社会といわれますよ

うな高度の情報化が急速に進む中で、個人情報の保護に対する住民意識が高まる一方で個

人情報の漏洩による権利の侵害等の危険性や不安も増大をしております。こうした社会情

勢を受けまして平成１５年５月に公布一部施行されております個人情報の保護に関する

法律が本年の４月１日に全面施行されたところでございます。本条例案はこうした状況の

もとに町の個人情報のより適切厳格な取扱いを確保して、個人の権利利益の保護を図り、

また町が保有する個人情報に対する本人の開示また訂正等の請求の権利を明確にするよ

う条例の一部を改正するものであります。なお、町は町民の皆様の膨大な個人情報を収集

管理し、これを基にいたしまして業務を行っておりますが、個人情報の漏洩を未然に防止

し、条例の実効性を確保するためにこの条例案におきましては関係機関とも協議の元に罰

則規定を設けることといたしております。細部につきまして担当課長から説明を申し上げ

ますので、よろしくご審議の上ご議決を賜りますようお願いを申し上げまして提案理由の

説明といたします。 
（補足説明） 
 これから質疑を行います。 
 質問いたします。内容に閲覧から開示ということでこうした内容に積極性を持たせたと

いう説明がありました。なるほど情報公開と個人情報の保護ということは、非常に今日的

な社会にあって相相克するものでありまして、非常に大事な内容かと思います。それで１

点細かいことにつきましては、前段ありましたように委員会付託になっておりますので細

部は申しませんけれども、１つとして諮る機関に飯島町情報公開審査会というふうに記さ

れております。情報公開審査会の今までの開催状況について１点お伺いいたします。それ

から先程第１号でありましてただいま提案説明の中にもありましたいわゆる指定管理者

制度への移行に伴うことでありますけれども、１１条ですか、これ全面的に改まったふう

になっております。第１項が、その中で先程ありました指定管理者に行わせるときは、個

人情報の保護に関し必要な措置を講じさせなきゃならないということで説明の中にそう

した場合にあってしっかりした契約を盛り込んでいきたいというような総務課長今説明

がありました。それでそれは結構でありますけれども、罰則規定というものは指定管理者

にも適用される、この契約先程説明ありました契約に違反した場合に罰則規定を指定管理
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者にもこの適用され過料がなされるのかどうかそこらの点についてお伺いいたします。も

う１点これは罰則が加わった内容でありまして、先程助役の説明で罰則については、関係

機関と協議した上でということでもなっておりますけれども、基本的には一昨年の基本的

な基本法いわゆる個人情報に関する基本的な中での罰則規定にこうした金額的なこと、い

わゆる罰金の金額的な内容も盛られておるかと思いますので、これに準拠したかたちじゃ

なかいと思いますが、一応念のためにそうしたことを関係機関と協議したという準拠はし

たけれども、そうした飯島町としてもこの数字について金額罰則の金額については、一応

吟味したと基本法にはあるけれども、吟味したというそうした解釈でよろしいかというこ

とでございます。そしてこの町長にお聞きしますけれども、いわゆる個人情報の保護とい

うことで取扱う実施機関に町行政ということが入ってきていわゆる公共団体の非常にそ

の内容が盛られているわけでございますけれども、措置の内容が盛られているわけであり

ますけれども、これ職員であったものあるいは職員であるもの云々ということもありま

す。いわゆるそうしたことに携わる、あるいは携わった職員への教育指導についてどんな

ふうにお考えになっているか、どんなふうに対応されていくかということを姿勢の面でお

伺いいたします。これ行政機関としての住民の信用を失ったり、また行政と住民の信頼関

係を構築する上で非常に重要な条例だと思います。今後の内容によっては行政運営に支障

も生じることもあろうかとも推測されるわけでありますけれども、そこらの取扱者への指

導教育についてのお考えをお伺いいたします。以上３点、４点ほどお伺いいたしました。

お願いします。 
 町の役場、行政の立場として非常に多くの膨大な住民の皆さん方のこうした個人の情報

をお預りしての行政運営がなされておるこの行政機関として、これまでもやってまいりま

したけれども、この条例法律の趣旨を十分職員にも徹底をして、更に今後この職員教育、

職員の意識の持ち方について十分ひとつ研修等を通じながら職員教育をしてまいりたい

と考えております。 
 私の方からはこの罰則規定のいわゆる制定に伴いますご質問がございました。それにつ

いてお答えをいたしたいと思います。行政事務条例といういわゆる住民の皆さん方に対し

て一定の義務あるいは規制をかけていく条例がございます。俗に行政事務条例と呼んでお

りますけれども、こういう類については、往々にしてこの実効性を高めるために罰則規定

というものを置くわけでございますが、一旦そういう事例が生じますと罰則をかけていく

については、いわゆる検察の手に委ねることになるわけでございます。つまり司法の手に

委ねて適正な判断のもとにこの条例に基づいた罰則を科していただくとこういう手順に

なってございます。そういうことからこの罰則規定を条例中に設けるには、いわゆる検察

庁への協議を事前に済ますということが用件になっておりまして、それに基づいての検察

庁への協議をいたしておるところでございます。現在この条例が各自治体においてやはり

議会に上程をされておるわけでございます。やはり同じ立場でそういう手順を踏んでおり

まして、金額的もやはりこれは町村の自主性は阻害するもんではありませんが、概ね横並

びの内容をもってひとつ規定をされておるとこのように判断をいたしております。 
 情報公開審査会の開催状況でありますけれども、私の承知している範囲ではこの委員会
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ができてから１回か２回くらい請求要求があって開催されているくらいだというふうに

記憶しております。公開のその審査会の直前までいったけれども、本人の取り下げで必要

がなくなったというようなケースも聞いておりますので、そういったことでそこまで至る

ような難解なケースはなかったということであろうかと思います。それから指定管理者ま

で罰則規定が適用になるのかどうかということでございますが、罰則の規程の１８条の２

の中に実施機関から委託を受けて個人情報を取り扱う事務に従事しているもの、あるいは

退いたものというような謳い方をしてあります。当然指定管理者もこの適用に入ってくる

ということで罰則適用になるということでございます。それから職員への対応の話が出ま

して先程町長の方から答弁がございました。具体的にはこの条例が可決されたのち、全職

員を対象にしてこの条例の趣旨の説明会を開催するように予定をしております。その中で

個人情報の保護の重要性について十分職員には周知をして誤りのない行政運営ができる

ようにやっていきたいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 
 他に質疑ありませんか。 
（なしの声） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 ただいま議題となっております第２号議案 飯島町個人情報の保護に関する条例の一

部を改正する条例につきましては、総務産業委員会へ審査を付託したいと思います。ご異

議ありませんか。 
（異議なしの声） 
異議なしと認めます。したがって第２号議案 飯島町個人情報の保護に関する条例の一

部を改正する条例につきましては、総務産業委員会へ審査を付託することに決定いたしま

した。 
日程第６ 第３号議案 飯島町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を

議題とします。 
本案について提案理由の説明を求めます。 
それでは第３号議案 飯島町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につ

きまして提案理由の説明を申し上げます。本条例案は根拠となります非常勤消防団員等に

係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が本年３月１８日に公布された

ことに伴う条例改正であります。条例改正の内容は、地方公務員災害補償法の規定に準じ

まして、手指の障害及び目の障害の等級の改定を行い、合わせて所要の用語整備を平成

１６年７月１日に遡及し適用するものであります。細部につきましてご質問によりまして

担当課長からお答えを申し上げたいと思います。よろしくご審議の上ご議決を賜りますよ

うお願いを申し上げまして提案理由の説明といたします。 
 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
（なしの声） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。討論はありませんか。 
（なしの声） 
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議  長 
 
 
 
議  長 
 
 
 
助  役 
 
 
 
 
 
 
 
議  長 
２  番 
 
 
 
総務課長 
 
 
 
 
 
 
 
 
議  長 
 
議  長 
 
 
議  長 
 
 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 第３号議案 飯島町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を採決します。 
 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
異議なしと認めます。したがって第３号議案は原案のとおり可決されました。 
日程第７ 第４号議案 飯島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

の一部を改正する条例を議題とします。 
本案について提案理由の説明を求めます。 
第４号議案 飯島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改

正する条例につきまして提案理由の説明を申し上げます。本条例案は消防団員等公務災害

補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が本年３月１８日に公布さ

れ、４月１日から施行されたことに伴います条例改正であります。条例改正の内容は消防

団員の処遇改善を図るために、班長から分団長までの階級の内、勤続年数１０年から２４

年までの退職報償金を一律に 2,000 円引上げるものであります。細部につきましてご質問

によりまして担当課長からお答えを申し上げます。よろしくご審議の上ご議決を賜ります

ようお願いを申し上げまして提案理由の説明といたします。 
 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
 消防団員、今大変に団員自体の確保が難しいというふうに聞いておる中で、趣旨的には

結構なことでございますけれども、社会情勢からして値上げということが非常に懸念され

るところでございます。そういったことからしてこの値上げによる財政負担がどのくらい

想定されるかわかりましたらお願いしたいと思います。 
 財政負担につきましては、その時々の退団者の数、勤続年数、階級によって計算基礎が

違ってまいりますので異なりますけれども、町の条例においては国の基準より各勤続年数

を再分化してございますので、基金の方から退職者の退職報償に見合う金額が来るよりも

だいたい今でも 100 万円以下で済んでいるというふうにちょっと今記憶をしております

ので、各階級 2,000 円ですので財政的にはその基金の方からもその当然その分が増えてま

いりますので、財政に及ぼすほどの金額の負担は一般会計に及ぼすいわゆる一般財源的な

負担はないんじゃないかというふうに考えております。ちょっと数字的に幾らということ

がちょっと出しづらいものでありますからちょっと手元に資料もありませんけれども、そ

んなふうに感じておりますのでお願いします。 
 他に質疑ありませんか。 
（なしの声） 
 質疑なしと認めます。 
 これから討論を行います。討論ありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 第４号議案 飯島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改

正する条例を採決します。 
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議  長 
 
 
町  長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
企画財政課長 
 
議  長 
５  番 
 
 
企画財政

長 
 
 
 

 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
異議なしと認めます。したがって第４号議案は原案のとおり可決されました。 
ここで休憩をとります。再開時刻を１０時４５分といたします。休憩。 
 午前１０時２９分 休憩 
 午前１０時４５分 再開 
休憩を解き、会議を再開します。 
日程第８ 第５号議案 平成１７年度飯島町一般会計補正予算（第１号）を議題としま

す。本案について提案理由の説明を求めます。 
それでは第５号議案 平成１７年度一般会計の補正予算第１号について提案理由の説

明を申し上げます。予算規模につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ 3,918 万 6
千円を追加し、歳入歳出それぞれ 42 億 5,918 万 6 千円とするものでございます。今回の

補正につきましては、農林水産業費の補正が中心でございます。当町がこれまで要望して

まいりました事業が県の新たな補助事業で実施をできる運びとなったために今回補正で

お願いするものでございます。主な歳出面でございますが、まず蕎麦及び大豆の乾燥調整

施設でございます。そばの作付け面積につきましては、近年増加しておりまして地元要望

の多かった施設でございます。また、大豆の乾燥調整施設につきましても、当地域として

設置が望まれてきたものでございます。これらを強い農業づくり総合対策事業の補助によ

り導入を図るものでございまして、また減農薬、減肥料の時代の中にあって蘇れ大地、育

て健やか農産物推進事業によりまして温湯消毒器これお湯でございますけれども、この温

湯消毒器の整備を導入を図ってまいりたいと思います。事業主体は農業協同組合や地区の

営農組合でございまして、いずれも県の補助金をそのまま交付するものでございまして、

町の負担はございません。また、住民の皆さんの利便を図るために役場宛の文書専用の文

書箱を地域ごとに設置するための費用を計上させていただきました。その他は当面の事業

執行に必要な最小限度の補正をすることにお願いしてございます。細部につきましては、

担当課長からそれぞれ説明申し上げます。よろしくご審議をいただきご議決賜りますよう

お願いを申し上げます。 
（補足説明） 
 （以下、保健福祉課長、産業振興課長、補足説明） 
これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 １点お聞きをいたします。８ページの自治振興費の中の先程文書箱の説明がありました

が、もう少し詳しくどこへするのと、それからちょっとこれ５個で 35 万というのは高い

ような気がするんですけれども、その辺の内訳というか内容も説明をお願いいたします。 
 場所につきましては、今のところ想定をいたしておりますのは飯島町地区２箇所という

ことで成人大学センターそれからショッピングセンターのコスモさん、それからあと他の

地区はそれぞれ地域の公民館というように考えております。それからこの構造であります

けれども、鉄製の支柱を立てましてその上に横幅３３縦４０奥行き１８というような箱を

屋根付きの箱をこれは木製でありますけれども、設置するという内容でございます。かな



 - 15 - 

 
 
 
 
議  長 
 
議  長 
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助  役 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議  長 
 
議  長 
 
 
議  長 
 
 
 
議  長 

り厚い木材を使用するというようなこと、それからまた特別仕様でありますので予算見積

りではこのような数字でございますので、ご理解をいただきたいと思っております。なお、

またこれにつきまして財源でありますけれども、町といたしましてコモンズ支援金の方へ

申請をいたしております。以上であります。 
 他に質疑ありませんか。 
（なしの声） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。討論はありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 第５号議案 平成１７年度飯島町一般会計補正予算（第１号）を採決します。 
 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
異議なしと認めます。したがって第５号議案は原案のとおり可決されました。 
日程第９ 第６号議案 長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の増減につい

てを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。 
第６号議案 長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の増減について提案理由

の説明を申し上げます。本年３月２０日付で南佐久郡佐久町及び同郡八千穂村が合併し、

新たに南佐久郡佐久穂町が発足いたしました。また本年４月１日付で佐久市、南佐久郡臼

田町、北佐久郡浅科村及び同郡望月町が合併して、新たに佐久市が発足し、中野市及び下

水内郡豊田村が合併して新たに中野市が発足し、木曽郡楢川村が塩尻市に合併、東筑摩郡

四賀村、南安曇郡、奈川村、同郡安曇村及び同郡梓川村が松本に合併をいたしました。以

上の市町村合併に伴いまして２市３町８村が長野県市町村自治振興組合を脱退し、２市１

町が加入したことにより同組合を組織する市町村数が 112 市町村から 102 市町村に減少

したため、市町村合併の特例に関する法律第９条の３第１項及び地方自治法第 286 条第

１項の規定による協議がありました。この協議について地方自治法第 290 条の規定によ

りまして議会の議決を求めるものでございます。よろしくご審議の上ご議決をいただきま

すようお願いをいたします。 
これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 （なしの声） 
 質疑なしと認めます。質疑を終わります。 
 これから討論を行います。討論ありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 第６号議案 長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の増減について採決しま

す。 
 お諮りします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
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 異議なしと認めます。したがって第６号議案は原案のとおり可決されました。 
以上で本日の日程は全部終了しました。 
本日はこれで散会とします。ご苦労様でした。 
 
 
 
 
  午前１１時７分 散会 
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本会議再開 
 
開  議 
議  長 
 
 
 
 
９  番 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成１７年６月１３日  午前９時１０分 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

議事日程については、お手元に配布のとおりであります。 

日程第１ 一般質問を行います。 

通告順に質問を許します。９番 宮下覚一議員。 

この度の改選後、初の定例会一般質問トップバッターということになりました。それで

は通告によりまして町長のこれからの町づくりに対する考え方をただしていきたいと思

います。その１つとして自立の町づくりに向けた新たな行政の役割について、２つ目、町

の自然環境に対する考え方について、３つ温暖化対策と町の取組みについて、大きく３項

目であります。 

さて、平成１７年度飯島町として自立のスタートが切られました。言うまでもなく町に

とって２月２７日は大きな意味を持つ１日でございました。結果として多くの町民の皆さ

んの意向によりまして自立の選択が決断されまして、そして町はこの４月から新たな気持

ちの上に立ってスタートしたと思いますし、町民の皆さんもこの飯島町はこれからどのよ

うに変わっていくのかと関心を持って見ておられると思っております。自立によりまして

町は行政的にも財政的にも大きな改革が迫られているわけでございまして、町長も平成

１７年度今年度予算的には改革の第２幕と位置付けておられまして、あらゆる面で改革を

考えていると思います。いや、考えているのではなく、新年度がスタートしたわけでござ

いまして早３ヶ月になるわけでございます。改革の実践の日々であるはずだと思いますけ

れどもどうでしょうか。先の３月定例会でもこの自立に向けた町づくりにつきましては、

多くの議員から質問が出されましたけれども、当時の計画段階のときとは違いまして今は

まさにこの計画に沿って一歩一歩実行に移さなければならない現在の状況、また昼夜を問

わず取組んでおられると思うその心境を町長にお聞きしたいと思います。前置きが長くな

りましたけれども、最初の１点目、まずこの自立に向かっていかなければならない中で、

職員の皆さんの意識改革はどのように進めているかということであります。改革とは一口

に言ってしまえば簡単でございますけれども、人間誰しも今の現状また環境を変えるとい

うことは大変なエネルギーがいるわけでございまして、ましてやソフト面を要求されてい

る今の改革に職員の皆さんはどう対応していくのか、いくら町長が理事者があるいは課長

が笛を吹いても踊らずでは困るわけで、この気持ちを考え自立に向かって職員一丸となっ

て変えていこうというそういう意識の持ち方をどのように考え実践しているのかお聞き

したいと思います。２点目、庁舎内の組織機構改革についてでありますけれども、先の町

のふるさとづくり計画に基づく改革計画では本年度確か１０月頃を目途にというように

聞いておったと思いますけれども、その後の計画進行また庁舎内の現況はどのように進ん

でいるのかお聞きいたします。３点目は、これはどうしても避けて通れない黙っておれな

いことでありますし、町民の皆さんも一番関心があるのではないかと思われる職員の皆さ
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んの人件費それから人員削減の問題であります。人として誰でも平等に権利を持ち、そし

て働く場所の確保も認められなければならないそれはわかります。しかし、どうしても民

間との比較の上でまた現在の財政状況、社会情勢そして近隣町村との状況の中で、役場に

対する強い批判のあることはご承知のとおりであります。このことは単純に他町村との比

較だけで片付けられることではありませんけれども、町長はこのことについて町民の意向

をどう考えておられるか、また現在はどのように削減していこうと考えておられるかお答

えください。４つ目、今自立の町づくりに向かっての中期総合計画の素案づくりが進んで

いると思います。先日有線でもこの素案づくりに対する一般町民の皆さんからの公募の募

集がされておりました。その結果はどうであったのか、そしてこのメンバーを含めてこれ

からどのように進めていくのかをお聞きしたいと思います。また、現在ふるさとづくり計

画の素案づくりに大変ご努力されましたふるさとづくり審議会の皆さんがおられるわけ

でありまして、この委員の皆さんはこういった将来計画の素案づくりにこれからどのよう

にタッチされていくのか、この対応もお聞きしたいと思います。５つ目、住民との協働の

町づくりとは何でしょうか。何でしょうかというのも変かもしれませんけれども、この役

割と意義また目的は住民の皆さんに本当に理解されているのでしょうか。今自立を決めた

市町村では、どこでも定番のように住民参加の町づくりと行政と住民との協働の町づくり

を掲げておりまして、そしてこの協働の町づくりを進めるためには職員の意識改革と住民

の皆さんへの徹底した情報提供、そして地域への支援をしていくと言っております。果た

してこれで協働の自立計画はできるのか私はいささか疑問であります。行政と住民町民の

皆さんとの役割分担の範囲と定義をここで再確認をしておきたいと思います。町長の考え

をお聞きいたします。次にコモンズ支援金でございます。これにつきましては、他の議員

からも質問があるようですので大綱だけにしておきますけれども、この財政的に大変厳し

いといわれる中で少しでも支援が受けられる状態になれば望ましいことからして、町とし

てはどのような申請状況であるのか、また今週にも決まるであろうと思いますけれども、

その結果の状況の状態はどうなっているのかお尋ねいたします。県全体では予定額の３

倍、上伊那管内でも約２倍の申し込みがあったというふうに聞いておりますけれども、当

町ではどうでしょうか。次に町ではいよいよ計画に沿って地区耕地別担当職員制度の導入

を始めるということであります。地域住民と行政とのパイプ役として日々の生活の住民サ

ービスの向上を図ることは結構なことであります。それと合わせて本定例会でも議案のひ

とつとして審議されておりますけれども、公の施設における管理者委託の件でありますけ

れども、自立に向かって経費節減を考えれば当然の成り行きであると思いますが、これは

他の市町村でも盛んにこのことが最近言われております。そういったことからして委託業

者の質とそれから数の問題があろうかと思いますので、町としてはいつ頃からどのように

この委託業務をやろうと考えておられるかお尋ねいたします。以上が町づくり関連の質問

といたします。 

大きな２つ目として、我町の自然を取り巻く環境、これは毎日ここに住んでいる人達ま

たこの自然を享受している中にいる間はなかなかその良さが認識できないのかもしれま

せんけれども、何物にも変えがたい素晴らしい環境と自然この恵みには感謝をしなければ
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ならないと思っているところであります。２つのアルプスの見える町、この自然豊かで風

光明媚なこの飯島町をこれからどのようにして活かしていくのか、それが今後に問われて

いると思います。特に西山をバックにした全体の景色風景そこに与田切川の清流その上に

はシオジ平の自然林があるわけでありまして、この自然の財産を町として守りながらも県

外の人達の誘客に活かせないものかと思うのであります。人の力によって作られた観光地

は各地にいくらでもありますけれども、自然を活かした自然そのものの延長線上での活用

を何か考えるべきと思いますけれども、町長の所見をお聞きしたいと思います。次に最近

森林セラピーという言葉が聞かれます。この本来の意味はテクノストレスに代表される現

代のストレス社会において、森林の地形や自然を利用した医療やリハビリまたカウンセリ

ングそういったことを行うことを包括的にいわれているということでございますけれど

も、私はあえて森林の持つ癒し効果これを生かした森林浴、また森林の中でレクレーショ

ンを通じた健康の回復、維持、増進そういった活動にこの美しい森林自然を役立てる方へ

活用できないかと考えるわけであります。全国的に見えれば昨年の春に森林セラピー研究

会これは林野庁が発足させたようでございますけれども、そういった活動も活発化してお

りまして、また国も間接的に支援しているということであります。そこでこういったグル

ープとのタイアップを図りながらウォーキングロードまたはセラピーロードと名付けた

活動はできないかと思いますけれども、合わせて所見をお聞きいたします。次にこの自然

豊かな森林また町の土地面積の大半を占める山林、過去の日本の経済を支えてきた山、樹

木ではありますけれども、今日の社会情勢からしてこれを守っていくことの大変さ、特に

町の林務委員の皆さんはじめ関係者の努力には敬意と感謝を申し上げるところでござい

ますけれども、これだけ自然の森林がありながら親子で安心していけるようなところがな

いように思います。それは私だけでしょうか。先の中川村の落石死亡事故以来、道の管理

が大変難しくなっていると感じます。ところで町には町民の森がありますけれども、これ

は知る人ぞ知るでほとんどの町民の皆さんがどこにあるかも知らないと思われます。その

町民の森とはどういうところなのでしょうか。また、町有林等の後世に繋いでいかなけれ

ばならない森林の保護、管理についてもお聞きいたします。 

大きく３つ目でございますけれども、最近特に話題になっているのが温暖化防止に対す

ることではないかと思います。地球規模の温暖化防止には国際的なルールを決め、本年２

月に発行されました京都議定書がありますけれども、また近年は温暖化と異常気象との関

連も取り沙汰されております。それはご承知のとおりでございますけれども、しかし私は

こんな大きなことは国に任せておいて、もっと身近で我々が温暖化防止のためにこれから

手を付けていかなければならないこと、それを考えなければいけないのではないかと思う

のであります。近頃あちこちから環境省が推進する夏の軽装をいうクールビズが聞かれま

す。当町でも丁度今日からですかね、職員のノーネクタイが始められるわけでございます

けれども、こういったことを手始めとしてこれから行政と町民の皆さんとが協力し合いな

がら、そしてタイアップしてやっていくべきことは何なのかをお聞きいたします。次に温

暖化防止のために二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を削減するための色々な研究

がされております。そうした中で地球資源を使わないエコエネルギーの開発におけるこの
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地への誘導促進のための施策を考えたらどうかと思いますけれどもどうでしょうか。特に

この地方にとっては、風を利用した風力発電等が考えられます。これは勿論これを行政で

やったらというのではありません。民活との共同によるそういった土壌づくりを推進する

という活動それを言うのでありまして、これが間接的に町の利益になればよいというふう

に思うのであります。町長の所見をお聞きしたいと思います。以上１回目の質問といたし

ます。 

それでは今議会一般質問の最初の質問者である宮下議員から自立の町づくりに向けた

新たな行政の役割、２番目には町の自然環境に対する考え方について、３番目に温暖化対

策の町の取組みについてと、この３つの質問をいただきました。大変多岐にわたってのご

質問をいただいたわけでありますけれども、少し時間をいただきながら順次お答えをして

まいりたいと思います。 

まず、自立の町づくりに向けた新たな行政の役割について、色んな点についてご質問い

ただきました。基本的には現在飯島町の行財政改革につきましては、飯島町のふるさとづ

くり計画これに基づいて進めておるわけでございます。飯島町ふるさとづくり計画は、飯

島町が今後地方分権時代に対応し、自己決定自己責任のもとに国に依存しなくても自立し

うる持続可能なこの自治体経営を構築するために定められた基本的な計画であることは

ご承知のとおりでございます。この計画の内容につきましては、素々案の段階から町議会

をはじめ耕地別の懇談会、ふるさとづくり審議会など多くの議論を経て昨年の９月１日に

計画決定をしたところでございます。地方分権の時代を迎えた今日、私共地方自治体はま

ず行財政体制の整備を行い、それから財源の確保、住民との協働による町づくり、それか

ら職員の意識改革などが求められているところでございます。当町ではこうした問題にあ

るいは課題に対処するために様々な改革を実施をしていかなければならないと考えてお

るわけでありまして、内容につきましては既に町民の皆さんにお示しをしてありますとお

り、行政経費の節減削減、住民サービスの削減、住民負担の増加、住民協働によってこの

ことを克服していくというそれぞれの行財政運営を行ってまいらなければならないとい

うふうに考えております。既にその一部につきましては、自立の本年度第１年度として、

また行革の第２幕として１７年度予算をもってスタートしたわけでございます。今後更に

その内容を加速をしていかなければならないというふうに考えております。こうした中で

ご質問にございました職員の意識改革について考えると、まずこの分権時代を迎えた今日

職員が求められているもの、これは何かという点について申し上げますと、まず１つには

政策目標を企画立案してそれを遂行しうる政策形成の能力の向上、あるいは法務能力の向

上がどうしても求められるわけであります。また、住民の皆さんとともに地域社会の問題

を共に考えて地域住民の視点に立った仕事の取組みが求められてまいります。また、町に

勤める職業人としてあらゆる面で不断の自己啓発を行いながらこの努力が求められてい

くということかと思います。まだまだ色々あるわけでございますけれども、職員がこうし

たニーズに対応すべき努力を今まで以上に行っていかなければなりません。また、職員を

取り巻く環境も大変大きく変わろうとしておりまして、ご質問にもございました今まさに

そのことが問われておるわけでございます。能力、職責、業績を反映させた人事評価の制
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度の導入、更にこれをもとにした新給与の制度の導入、それから地方公務員制度改革が進

められているところでございまして、今後色んな取組みの中でこのことを実践に向けて検

討していくということになるわけでございます。当町においても来客に対する接遇や電話

の対応厳守など勿論小さいことから勿論でありますけれども、今後は人事評価制度の導

入、更に新給与制度の導入、そして職務遂行能力の向上に関する研修、そして耕地担当制

度の導入などを通じまして職員の資質の向上に向けた研修や実践を行って職員の意識改

革を進めてまいりたいというふうに考えております。次に庁舎内の機構改革、庁内の機構

改革の進行と現状についてでございます。この組織機構改革につきましては、ふるさとづ

くり計画の一課題として改革を進めてまいります。改革にあたっては、過去の様々な課題

の克服と今後の行政課題への対応を目指した次の事柄を基本的な方針として進めてまい

りたいと考えております。まず、住民意向の把握と的確な反映を重視をしていきたいと、

また住民を顧客と位置付けた行政サービスの向上を図ること、そして政策主導型に変化対

応できうる効率的で柔軟な組織機構を目指していくということ、更には住民ニーズを先取

りした情報開示など行財政運営に関する高い透明性の確保を図っていくこと、それから組

織の膠着化による弊害を防ぐために具体的な項目を設定して対応できるシステムの構築

を図っていくことなどなどでございます。これらを基本に現在具体的な改革案の策定作業

を今現在行っております。中間的なご報告ができるのは９月頃を他のふるさとづくりの実

践計画に合わせてご報告を申し上げていけるかと思いますが、この具体的な実施につきま

しては色々検討してまいりましたけれども、特に事務室の配置替えの一部を変更しなきゃ

ならないという事情もございますし、それから人事面との関係もございまして平成１８年

の４月１日新年度のスタートとともに、このことを実践していくと現在計画して進めてお

るところでございますので、是非ご理解をいただきたいと思っております。次に職員の人

員削減に対する考え方でございます。職員の人員削減につきましては、ふるさとづくり計

画でお示しもしてございますけれども、常勤の一般職の職員を計画では１０年後に 100

人体制とするということを基本として約２５％の削減を図る目標を立ててございますが、

これも退職者等との関連も色々ございます。しかしながらできる限り早期にこのことを実

現して対応して図ってまいりたいというふうに考えております。また、嘱託職員や臨時職

員につきましても必要最小限度の範囲での雇用の対応ということでやってまいりたいと

いうふうに思っております。既に町民の皆さんにお示しをした内容を基本的に改革を進め

ておりますけれども、今後の行政は住民ニーズが多種多様化するとともに、複雑化、細分

化していくことが予想されます。その中での人員削減でありますので、今後行政サービス

の推進や質をこの今までどおり維持していくには、住民との協働が欠かせない手法と考え

ております。飯島町の身の丈に合った行財政運営を基本として進めてまいりますので、ご

理解とご協力をいただきたいと思っております。私以下職員に対する色んな住民の皆さん

方の風当たりと申しますかそうしたものは十分私共心に受け止めておるわけでございま

して、何よりもそのことは職員自身が受け止めておるわけでございます。今後そうした視

点に立ってできる限りの努力をしてまいりたいというふうに思っております。続きまして

中期総合計画のふるさとづくり計画これとの位置付け関連についてのご質問でございま
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した。お答えをいたします。飯島町では平成２２年度を目標とした第４次長期構想を平成

１３年度からスタートをさせました。同時に策定したその前段である前期５ヵ年の中期総

合計画これは平成１３年度から今年度までの５年間になっておりますけれども、これによ

って具体的な事業を推進をしてまいりました。本年度において１８年度から２２年までの

残り後期５年間の中期総合計画を策定をする計画で今進めております。この中期総合計画

は、基本構想１０年間の基本構想の実現のために取組むべき施策を具体化体系化した町づ

くりの基本計画でございます。また一方で昨年策定をいたしましたこのふるさとづくり計

画先程来出ておりますこの計画は基本構想及び中期総合計画に沿った持続可能な町づく

りを目指したこの行財政改革中心の計画でございまして、計画の目標年度はいずれも平成

２２年度までということで一致をしておるわけでございますけれども、考え方基本的には

中期総合計画が上位計画であるという位置付けは変わるわけではございません。ただし、

ふるさとづくり計画はふるさとづくり審議会を設けて耕地単位の住民懇談会を開催する

など十分な検討の末に作成された計画でありますので、今回中期総合計画を作成する上に

もこのふるさとづくり計画を基本とすることが非常に合理的であり、効率的であるという

ふうに考えております。したがって今回の中期総合計画では、ふるさとづくり計画で審議

された事項については極力重複審議を避けまして、重点的に絞って審議をしていただきた

いというふうに考えております。具体的には特にこれからの自立して持続可能なこの飯島

町の町づくりにどうしても必要である協働の町づくりということ、それから人口増の対策

の問題、それから地域振興活性化対策この３点がどうしても必要な重要な事項でございま

すので、この３つの審議の検討が中心になろうかというふうに考えております。そこで中

期総合計画の策定に当りましては、素案づくりの段階から住民参加を基本に考えていきた

いと思っております。住民参加の方策といたしましては、住民の意識調査これは今までも

色んな意識調査やってまいりましたけれども、特に今後自立していく上でのこの町づくり

に対する住民の皆さんの意識この厳しいふるさとづくり計画も踏まえた上での意識とい

うものをぜひ掌握して反映していきたいと、これ既に抽出でもって実施をいたしまして現

在まとめ中でございますけれどもそうしたこと、それから素案策定委員の募集これも現在

行いまして参画をいただきたいということでございます。それから意見や提言の募集それ

から地区単位の住民懇談会などを計画して素案段階からひとつ広くご意見を聞いてまい

りたいというふうに思っております。またこの内部的な策定体制につきましては、素案づ

くりのワーキンググループとして７つの分科会を設置して進めてまいりたいと思ってお

ります。この内に協働の町づくり分科会と人口増活性化対策分科会の２つの分科会につき

ましては、公募等による住民による素案策定委員の皆さん、それと基本構想の審議会の委

員の皆さんそれから職員も含めてこの三者で重点課題について素案づくりを進めていた

だく計画で現在進めております。最終的には素案をもって基本構想審議会に諮りまして諮

問をして答申をしていただくよう予定しております。平成１８年年明けの２月までにはこ

の計画が策定し、次期中期総合計画のスタートができるように進めてまいりたいと思って

おります。こうした審議を経て中期総合計画を策定いたしますが、最終的には新たに策定

したこの中期総合計画と今現在ありますふるさとづくり計画は整合性がとれるよう配慮
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して策定をしてまいるというふうになるわけでございます。次に住民との協働の町づくり

の範囲ということでございますが、住民と行政の協働による町づくりの基本はふるさとづ

くり計画でもお示ししてあるとおり、自助それから共助、公助とこの３つの考え方による

役割分担の明確化にあるわけであります。まず住民一人一人が自分でできることは自分で

行うとやっていただくということ、それから住民一人一人でできないことを地域やその取

り巻く団体がこれを補ってそれでもできない事柄を行政町が担うというこの役割分担と

いうかたちでございます。したがいまして町全体の基盤整備や行政運営上の共通のルール

や制度の整備、あるいは自助、共助では解決できない課題等については行政が担当いたし

ます。これ以外の住民や地域団体の皆さんでできる事柄はそれぞれ分担していただくこと

になるわけでございます。また、協働による町づくりを推進するためには、住民と行政は

対等協力関係のよきパートナーとしての相互の認識がどうしても不可欠であるというこ

とになります。このことから行政は情報の公開や提供とともに、地域や団体の活動の支援

という役割を担っておるわけでございまして、５月から住民の皆さんから直接ご意見を伺

うために町長とのホット懇談会を開催をしているところでございますし、８月からは先程

もお話に触れましたが職員の耕地担当制度につきまして各耕地の自主的な活動を尊重し

ながら耕地担当の職員が情報の収集や提供を通じまして地域活動を側面から支援して協

働による町づくりの土壌づくりというものを少しでもお手伝いして図っていきたいとい

うふうに考えております。このふるさとづくり細部につきましては、具体的には更に実践

計画の中で詰めてまたご報告を申し上げてまいりたいというふうに考えております。続き

まして県のコモンズ支援金の基本的な考え方でございます。地方公共団体や公共的団体が

行うこの地域の特色を活かした取り組みということでございまして、地域の課題解決に向

けた取り組みを支援することにより、いわゆるコモンズ地域をかたちづくりこの人間的な

横のつながりに軸足を置いた社会を目指そうということでございまして、従来県の地域づ

くり総合支援事業というものがございましたけれども、これを発展改称して統合した新た

な事業として県が本年度から創設スタートしたものでございます。この制度の交付対象は

特別枠といわゆる特別分と一般分この２つに分かれておるわけでございまして、特別分は

先刻的なモデル性が大変高くて他の地域への普及が期待される事業等が対象でございま

す。これは県に直接本庁で県庁本庁で設置される選定委員会の審査を経て事業採択される

という仕組みでございますが、一方で一般分につきましてはこの特別分に該当しない事業

が対象と比較的きめ細かい部分というかたちになろうかと思いますけれども、それぞれの

地方事務所、上伊那地方事務所で設置される選定委員会の審査を経て事業採択されるとい

う仕組みになっておるわけでございます。支援金の交付額はハードの事業が３分の２以

内、ソフトの事業に対しては１０分の１０以内という補助対象交付対象でございまして、

そこでこの飯島町にかかる申請状況はどうかというお尋ねでございました。その１つ特別

分として現在町が申請しておりますのが、営農センター町の営農センターが1,000ヘクタ

ール自然共生農場づくりという事業を既に着手をして色んな事業取り組みを進めておる

わけでございますけれども、これについてのぜひ交付申請をお願いしたいということで現

在申請してございます。この事業は観光評価のための仕法生物の設定や自然共生農場基本
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計画これらの策定などを盛り込んだソフト事業が中心でございます。これにかかる必要な

経費をお願いしておるところでございます。それからまた一般分といたしましては、職員

の耕地担当制度の関連しての文書ポストの設置事業であると、それから町民の健康づくり

運動の充実事業、また協働による花づくりの充実事業今年度はこの３事業を申請しておる

わけでございまして、総申請額合わせて468万という現在お願いしておるところで県にお

いて審査中ではございます。今後近々に審査が進んで交付決定の方向が出されるというふ

うに聞いておりますけれども、細部についてはまったく現在のところ承知できる段階では

ございません。なお、この事業では区や耕地などの自治組織それから町づくりの関係する

団体などが行う地域づくり事業にも申請ができることとなっております。ただ、制度が固

まってからご承知のように時間もあんまり経てないというようなこと、それから県や町と

しても十分な周知のできる時間も少なかったというようなことでございまして、今回はそ

うした団体や地元からの申請ございませんでしたけれども、今年度は本年後半にも２次補

正があるかもしれないというようなことも言われております。来年以降も制度は継続され

るものと思われますので、町としてはぜひこの制度をきめ細かく有効に利用して町の公共

的団体に対しても制度を十分ＰＲして有効活動を促進していきたいというふうに考えて

おります。それから自立に向けた最後の公共施設の管理委託についての考え方のご質問が

ございました。一般的な考え方を申し上げますと、このふるさとづくり計画では各公共施

設の委託管理委託についてもふれておりまして、その方法としては民間委託それから民営

化、利用者の管理、利用者による自らの管理、それから公設民営方式と色々導入の様々な

方法があるわけで提案をしておるわけでございますが、いずれにいたしましても結果的に

は住民負担となるべきものがございます。単純に委託してしまえばよいというわけにはな

かなかいかないものもあるわけでございまして、町内の数多くの公共施設それぞれ１件１

件を詳細に検討すると同時に、ある程度大括りで委託することも選択肢のひとつであると

いうふうに考えます。この施設管理委託の問題につきましては、今までも様々な検討を重

ねて改革を重ねながら今日の結果の方法に至っておるわけでございますけれども、先般も

議会初日の日に新たな指定管理者制度の条例創設ができましたので、これも含めて今年度

中に方向を定めてよりよい方向を模索をしてまいりたいというふうに考えております。 

次に質問でございますこの町の自然環境に対する考え方の中で幾つか質問をいただき

ました。我町の自然環境を観光と結びつける考え方でございますが、自立に向けた町づく

りの中では調和のとれた地域産業の振興による活力ある町づくりが主要な課題でなって

おります。ご質問いただきました我町の優れた自然環境を大切な地域の資源としてこれを

位置付けまして、観光振興に結びつけることができないかとのお考えは大切なご提言とし

て同感でございます。シオジ平自然園につきましては、ご承知のとおりアプローチとなる

林道横根山線において現在大きな崩落が生じておるわけでございます。その沿線では常に

落石の痕跡が多くて、過日中川村にも発生したようにこの落石等の死亡事故を考えますと

来ていただく皆さん方の安全の確保という点で大きな課題があるというふうに考えてお

ります。しかしながら与田切川流域の渓谷及び沿線の水辺の環境や里山をはじめとしまし

て安全の確保が容易で優れた自然環境の豊かな場所は多いものというふうに思っており
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ます。とともにこの一方で町の観光協会ともタイアップして現在昨年度からこの里山トレ

ッキングや野鳥観察等いわゆる自然体験のメニューとして１３コース区分からなる体験

メニューづくりを具体的に進めてまいりました。現在もそのことを都会に向けたりして今

応募を募って進めておるところでございます。こうした事業を農業体験等も組み合わせた

上でのグリーンツーリズムと言いますか、この事業化を進めてまいりたいというふうに考

えて今後進めてまいりたいというふうに考えております。ただ非常に安全面の確保それか

ら費用対効果等の問題もなかなか現実の問題として課題があるわけでございますが、その

ことはどうしても避けて通れないということを考えながら課題として研究をしてまいり

たいというふうに思っております。それから次が森林セラピーへの参画の考え方はどうか

ということでございます。ご承知言われましたようにセラピーとは治療や治療方法をさす

この言葉として使われて久しいわけでございます。一般的になじみの深いものとして動物

との触れ合いなど動物を介在させた療法としてのアニマルセラピーなどが知られておる

わけでございますけれども、この森林の持つ多面的機能のひとつとして心身の健康に好ま

しい影響を与えているということは以前から知られておるわけでございます。国が森林浴

という言葉を昭和５７年に提唱して以来上松町の赤沢の自然休養林をはじめとして癒し

効果のある健康増進とそして観光とが一体となったブームが全国的に起こりました。森林

を資源とした観光地が各地に誕生をしております。最近では３月に産学官この三者が連携

して設立をいたしました森林セラピー研究会というのがございまして、森林を活用した心

身の健康に関する治療効果が医学的に検証をされつつあるということでございまして、現

在林野庁においては全国に３１箇所の森林セラピー基地候補として選定をされて関係自

治体がネットワークを構築しながら森林の機能を科学的に明らかにするための整備実験

を今行おうとしておるということでございます。県内では南箕輪村や駒ヶ根市など８市町

村が候補として選定をされました。このプロジェクトに参画をしておるところでございま

す。面積の約７割の森林を有するこの当町におきましてもこのプロジェクトは地域資源を

活用して都市部からの観光客誘致が期待できる興味深いプロジェクトとして認識をいた

しておりますけれども、その一方で先程も申し上げました候補地には森林の植生やそれか

ら立地の問題、それから施設整備も含めた交通等の総合的な条件が整備が求められてまい

ります。したがいまして現段階での参画はすぐにはなかなか難しいというふうに認識をい

たしておりまして、今後の検討課題ということにさせていただきたいと思っております。

続いて町民の森のＰＲと保護の推進を図るべきであるというお話もいただきました。町民

の森は通称池の平と言われる地籍内にございまして、林道の辰巳ヶ沢入り線という林道が

ございます。与田切川左岸の入口になりますけれども、この林道を２キロほど入った林道

沿いにあるわけでございまして、標高は約1,060ｍ面積 5.8ｈａの一段のなだらかな地形

にある樹齢８０年の檜の美林であるわけでございます。この池の平はいわゆる前の役場の

跡地にもございました床福寺の修験道場があったという言い伝えがあるわけでございま

して、大正の末期当時の小林音吉村長さんが衆議を結集しながら自ら陣頭に立って公有林

の造林事業を敢行しました。村の基本財産の造成に努めてその後代々これを継承して現在

は郡きっての檜の美林素晴らしい檜の林になっておるわけでございます。こうした功績を

 - 12 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

讃えて後世に繋げていくために飯島町の合併２０周年これは昭和５２年の３月でござい

ました。この地を町民の森を定めて記念碑を設置してございます。町民のＰＲこの森のＰ

Ｒにつきましては、これまでも行ってまいりましたが、更に機会を捉えて町の広報等で紹

介をして町民の皆さん方にぜひひとつ目のあたりにしていただきたいわけでありますけ

れども、なかなか道路等の問題も条件整備しなきゃならないなど課題も多いわけでござい

ます。今後できるだけの努力をしてまいりたいというふうに思ってまいります。この町民

の森の保護を推進を図るべきであるというご質問でございました。この町有林の森の基幹

的な保育作業としてこれまでも枝打ちや除伐間伐等の手入れを何回となく行って保護に

努めてきておるわけでございますが、最近ではこの役場庁舎の建設時におきましてこの檜

を択抜によって間伐をしてございます。全体で 200ｍ３ほどの用材を利用をしたわけでご

ざいます。この後ろにございます現在の役場の議場の檜の素晴らしい柱もそうでございま

す。庁舎内の至るところにあります腰板もすべてこの町民の森の檜材を使用しておるとい

うことになります。なお、本年度はこの池の平周辺の町民の森の間伐約２ｈａを計画して

おりまして、この町民の森については今後とも必要な保護と町民へのＰＲに努めてまいり

たいというふうに思っております。 

最後のご質問でございます地球温暖化の町の取組みについてでございまして、２つほど

質問いただきました。まず温暖化防止対策について行政としてできること、それからまた

町民がやるべきことそれぞれでございます。ご承知のように本年２月１６日に京都議定書

の交付がございました。これが効力が発行いたしました。これにより2012 年までに日本

も温室効果ガスを1990 年に比べて６％削減をしなければならないという義務を背負った

わけでございます。長野県においても温暖化防止条例の制定が検討されておりまして、上

伊那広域連合においても循環型社会の実現を基本理念にいたしましてごみ処理基本計画

が見直されるなど温暖化防止に向けた動きが現在活発化してきております。当町といたし

ましても職員の夏季の軽装での執務を今日から始まるところでございますが、あるいは庁

舎をはじめとする公共施設の冷暖房温度の調整、昼休みの消灯、ＯＡ機器の主電源をこま

めに切ること、それからコピー用紙の両面使用、リサイクル古紙分別回収のボックスの設

置、ノー残業デイの設定などなどでございます。当然といえば当然のきめ細かい内容でご

ざいますけれども、このことが町民の皆さんに模範となるような温暖化防止運動を実施し

てまいりましたし、今後とも一層推進して努力してまいりたいと思います。またここ数年

家庭から出るＣＯ２の量も増加傾向にあることから広報、有線テレビ、出前講座等を通じ

まして家庭でできる身近な省エネ運動として冷暖房温度の調整や節電の問題それから節

水、不要なアイドリングストップの問題、自動車利用の自粛、買い物の際のマイバック運

動などの温暖化防止に向けての町民の皆さんの意識がぜひひとつ高揚が大事でございま

すので、そうしたことを取り入れていただくようなＰＲを図ってまいりたいと考えており

ます。色々ございますけれども、温暖化防止という対策につきましては、何よりも国民一

人一人の自覚と実践、そしてこれに対する行政の取り組みの一体化なくしてできるもので

はございませんので、住民の皆さんの一層のご理解とご協力をお願いしたいと思っており

ます。それから最後にエコエネルギーこれは風力発電等も含めての活用はどうかというこ
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とでございます。現在石油に代わるエネルギーとして太陽エネルギーや風力、水力などを

はじめとする再生可能な自然エネルギーが考えられております。当町においても七久保の

道の駅の風力発電、学校へのペレットストーブの導入などが行われておりますけれども、

道の駅の風力発電につきましては、休憩所の電力を自らその場で賄うということに留まっ

ておりまして、ペレットストーブにつきましても燃料を消費する割にはこの熱効率がそれ

ほど上がらないというようなこともございまして、今後改良の余地があろうかと思いま

す。ただし、技術的な問題及び経済性から本格的な実用にはまだまだ時間を要すると思い

ますけれども、こうしたいわゆる温暖化現象に寄与するためのひとつの方策としての町内

にも民間レベルで色々と研究をしていただいておる方もおいでになりますけれども、将来

に向けた自然エネルギーの活用を検討していくことはぜひ必要であるというふうに私は

考えております。以上第１回の質問に対するお答えとさせていただきました。よろしくお

願いいたします。 

ご答弁をいただきました。町づくりに対する色々な思いがありましたので、項目が多く

なってしまいましたけれども、項目を絞って２回目の質問をいたします。それぞれ答弁を

いただいた中でございますけれども、はっきり言って町長の本心と言いますかこれからや

っていこうというその気持ちがどうも伝わってこないんですね。何といっても飯島町はこ

れから自立のスタートを切ったわけですので、これからどうやってやっていったらいいか

ということでございます。持続可能な町となるかということは、これからどうやっていく

か町民の皆さんもその自立のための覚悟はしてくれていると思いますけれども、しかしそ

の思いはあってもやはり町行政に対する風あたりはものすごいものがあるわけでありま

す。今までの長い間に出来上がってきたこの行政の体質、職員の皆さんの町民に対する対

応や態度、勤務状態等々これはこれから自立に向かって変わっていかなければならないと

いうことでございますけれども、町民の皆さんは全然変わってないと実に冷ややかにまた

非常に関心を持って見ておられます。町民の血税の使われ方、そして使い方、これを今ま

でとは違った見地から見ております。あれだけ住民説明会、耕地説明会を経た今日でござ

いますけれども、町民の皆さんの気持ちはまったく変わっていない、不満をもっておりま

す。それが総合的に今答弁いただいた職員の意識改革に対応であり庁舎内の機構改革、こ

れは来年４月からということでございますけれども、それから職員の人員削減の問題でご

ざいます。やはり行政は役場は民間とは違うというそれは今はもう許されません。民間の

厳しさを苦しさをわかってもらいたい、それが町民の切なる願いであろうと思うわけであ

ります。そのことが理解されて町民の皆さんの気持ちの整理ができなければ今掲げており

ます住民との協働の町づくりは到底実現は難しいであろうと私は思うのであります。改革

とは抵抗と痛みが伴うわけでありますけれども、これは１日にしてできないのがわかりま

す。しかし、極々近い日の問題として人員削減にいたしましても１０年の計画ではなくて

近い近い日の問題として早急な対応を求めたいと思います。普通に言いますと定年による

自然的な減それから勧奨制度による減ということでございます。もう１つプラスアルファ

は何か、ここが問題でございます。この人員削減引いては人件費削減、経費節減に対する

この町長の真の心をもう一度お聞きしたいと思います。特にこの問題については、政府で
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も来年度予算に反映させるように国も地方も公務員の基本方針として純減目標を策定す

るよう首相の骨太の方針が出されているわけであります。住民の関心もかなりあると思い

ますので、再度質問をさせていただきます。協働の町づくりについては、これから自立に

向かって大きな柱となるわけでございます。しかし、この協働の策定の段階においてどう

しても行政主導のかたちにならざるを得なかった。一般の住民の皆さんの意見が聞けなか

ったという、かたちの上では町民の皆さんにとってみれば押し付けの感じがあるわけでご

ざいます。頭でわかっていても身が動かないということがあろうかと思います。したがっ

て耕地担当職員等を通じていかにこれから理解をしてもらえるかが今後の町政にかかっ

ていると思います。この点についても町長の所見をお伺いいたします。 

町の自然環境でございますが、私が何でこんなことを言うかと言いますと、先に内堀醸

造さんが久根平に進出する運びとなりました。とかく企業は全国的な知名度からして何郡

何町よりも何々市の方が聞こえがいいために、町村というところはなかなか敬遠されやす

いのでありますけれども、それを超えてこの飯島町に決まって本当によかったなと思いま

す。この内堀さんはご承知のように伊那谷をはじめとして全国的に都市というか工場建設

地を探したというふうに聞いております。近くは駒ヶ根市がむしろ誘致したようでようで

ございますけれども養命酒の付近、そして中川村にもかなり足を運んだというふうに聞い

ております。そうした中でこの飯島町にあの久根平に決めたのかということは何かという

ことでございますけれども、内堀会長の奥さんいわく「私達があの土地を見に行ったとき、

たまたま天気のよいときであって、あの土地から見える残雪に抱かれた素晴らしい山の景

色まさに両方にアルプスの見える町飯島があったから」だそうでございます。「もしあの

ときに曇っていてあの素晴らしい自然が景色が見えなかったら、他のところへ決めていた

かもしれませんね。」と言っておりました。そしてこの一体を歩いた山好きの人でさえこ

の辺の山の景色が一番美しいと言って住みついた人もあります。農業も産業も大切なこと

は変わりありませんけれども、こうした素晴らしい自然財産を生かして町外の人たちへの

ＰＲとともに、町の活性化に繋がればと思うのであります。グリーンツーリズムの話もご

ざいました。自然の財産を残してどのようにして利用していくか、むしろ山林と言います

か山を基本にした住環境そういったことも考えていくのが今後の方向かなというふうに

思います。その辺につきまして町長の考えがありましたらもう一度お尋ねいたします。町

民の森の件でございますが、町民の森とは２つの２通りの考えがあるなというふうに思い

ました。町民の皆さんのための森と人々がみんなで森林という空間を楽しめるという森、

その２つが論理じゃないかなというふうに今思いました。町では緑の少年団の皆さんも活

躍されております。私はせっかく森林を子供達のためにも森林の持つ楽しさ良さを、そし

て木の大切さを知ってもらいたい、そして家族で安心して過ごせる場所そんな町民の森を

望むわけであります。それは安全面からしても与田切川沿線が適当なとこかなと思います

けれども、そんなとこが考えられるかどうか町長の考えをお聞きしたいと思います。 

温暖化防止につきましては、答弁にございました。やはり住民の皆さんの環境問題に対

する意識の高揚これが一番重要であると私も思います。行政と町民と事業者とこの３つが

タイアップして、そして行動計画のもとにやっていくことが必要であると私は考えます。
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県では本年度信州省エネパトロール隊も発足したようでございます。そういったことで各

地でこの温暖化防止についてはですね、考えておられるようでございます。町としてもＰ

Ｒしていくという今答弁ございましたので、なお一層のこれに対する取り組みをお願いを

したいと思いますが、町長のそれに対する考えもう一度お聞きしたいと思います。以上２

回目といたします。 

それでは２回目のご質問に順次お答えをいたしてまいりたいと思いますが、まずこの自

立をして自立可能な町づくりの方向を何としても整えていかなければならないというこ

との中で、色んな行財政改革を伴っての方向が示されて考えておるわけでありますけれど

も、特にこの中で経常経費である人件費の問題非常に大きなウエートを占めておると、決

して現在あまり余った職員で無駄をしておるということではございませんけれども、そこ

にひとつの色んな機構改革やら効率的な行政運営という噛み合わせの中で少しでもこの

人員削減をし、人件費を減らしていくということは至上命令でございます。これまでもで

きる中での精一杯の職員の給与削減、人員等もつきましても退職者不採用というようなこ

とも含めてやってまいりましたけれども、まだまだ到底これは目標には達していない状況

でございますので、今後基本的なこのふるさとづくり計画に沿って進めていかなきゃなり

ませんけれども、１０年という長いスパンではなかなかその効果が目に見えてこないとい

うかたちでございますので、こうしたことは色んな考え方の中でできるだけそのことを早

めてやっていきたいということでございまして、既にこの新年度におきましても新しい退

職の勧奨制度というものも具体的な内容を更に加えてですね、職員に今現在あたってきて

今やっておるところでございますので、そうした方向を見ながら精一杯のこの人件費の削

減、職員の方向の中での削減、数の削減というものは引続いて精一杯取組んでいくという

ことでございますけれども、それにはやはり行政のどうしても今までと同じようなことの

職員体制はできませんので、そこに住民との協働との色んな行政の手法を取り入れたかた

ちでないとどうしてもそのことが効果として出てこないというかたちになりますので、今

後実践づくりの中でそのことを具体的に詰めてまいりたいというふうに努力をしてまい

りたいと思っています。それから協働の町づくりのひとつの考え方の中での職員の耕地担

当制度につきましてもお話を申し上げました。そこに今までにない地域を思う地域との関

わりを持つ職員の意識というものが一層この植え付けられて、そのことが行政運営、職員

の意識改革の中で必ず身を結んで出てくるであろうというふうに考えております。したが

ってこれは色々試行錯誤でやってみて色々あろうかと思いますけれども、常に改善改革を

しながらこのことはどうしても定着をしていきたいというふうに考えておりますので、少

し時間をいただいて見守っていただきたいというふうに思います。 

それから自然環境を生かした町の活性化、町民の森を含めて多くの町外の皆さんに来て

いただいてこの素晴らしい自然環境に馴染んでいただきながら、またここで生活の基盤を

求めてというような施策のお話ございました。そのとおりでありますけれども、これまで

も色々とこの交流体験やそして現実問題としてこの景観を好んでいただいてここに定住

していただいておる方も多いわけでありますけれども、今度の内堀醸造さんの進出につけ

てもお話もございました。一層これを町のかけがえのない財産としてのことを定住促進そ
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れから若者の住む、この誇りの持てる景観での地域活性化というものに結び付けていきた

いということでございますが、なかなかこのインフラ整備的な部分も課題が多くあるわけ

でございますので、その辺は今後の町づくりの中期総合計画の中で色々と民間の皆さん方

からの募集の中でご意見をいただく機会を設けてございます。ぜひひとつその実現に向け

て努力をしていきたいというふうにございます。また与田切川公園等に着きましても、そ

の沿線が直轄の砂防林整備等が進んでまいりました。概ね終盤を迎えておるわけでござい

ますが、大変景観も一変して素晴らしい親水的な地域になってまいりましたので、この辺

も道路の整備インフラ整備等課題も多いわけでございますけれども、ぜひひとつ身近な町

民の皆さんの親しめるこの水辺としての位置付けも考えいきたいというふうに思ってお

ります。 

温暖化の取り組みにつきましては、もう再三申し上げてお話にあったとおりでございま

す。いつにこれは国民住民の意識の問題でございますので、その意識の高揚を図るための

各自の実践に向けての考え方をどういうふうに行政は助長してＰＲしていくかというこ

とにかかっておるわけでございます。精一杯の努力をさせていただきたいと思っておりま

す。以上でございます。 

県内のある市長お隣じゃないですけれども、市長になってカルチャーショックを受けた

というふうに聞きました。１つは行政は予算主義であるということであります。予算編成

のときには一生懸命考えるけれども、決算ではこれを有効に活用したかという議論は殆ど

しない、つまり費用対効果がないという結論がないということを、もう１つはスピード感

覚の欠如であると、例えば今いい意見が出たとしても次年度でないとできないというこれ

が行政としての欠点でございます。これから行政のやり方これが自立に向かっていく行政

のやり方、この辺も改革できることなら変えてもらいたいそんな思いでございますけれど

も、自立の町づくりに対する町長の意気込みを聞いて終わりたいと思います。よろしくお

願いします。 

行政のひとつの弊害として結果を重んじなくてその段取りだけで終わってしまうとい

うようなこと、それからスピード感に乏しいということは従来からも言われてきておりま

して、この辺のところは私もぜひできるだけの改革をしてそれに向けていきたいというふ

うに思っております。したがって今後新しい町づくりの中での大きな要素として行政の評

価制度というものは当然導入として考えてまいる計画でおりますし、このスピードの問題

につきまして思いつきですぐほいっとなかなかいかない部分もあるわけでございます。じ

っくり検討して費用対効果を見極めながら、あとあと禍根の残すような手法はとることも

なかなかできませんので、問題になります。したがって熟慮の上でやはりそうは言っても

スピード化というものはこの時代の要請であるということは十分認識しておりますので、

そのことも含めて行政運営に対応してまいりたいというふうに考えております。よろしく

お願いします。 

質問を終わります。 

７番 竹澤秀幸議員。 

私は地元柏木耕地並びに七久保地区の多くの支援をいただき、加えて飯島町全体の皆様
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方のご支援をいただきこの議席を確保することができまして、この場で一般質問をできま

すことを改めて心から感謝を申し上げるところでございます。 

そこでまず地元要望の強い課題について質問と提言を申し上げたいというふうに存じ

ます。私達の飯島町は七久保村と飯島町が合併して平成１８年度には新町発足５０周年を

迎えるところでございます。何と言いましても町の地形的特性であります田切地形、即ち

この与田切川の垣根を越えて飯島町の町の一体性を確保するということが以前からの重

要な課題であるわけでございます。通称広域農道町道広域２号線は南北にこの我飯島町を

走る主要な幹線道路であるわけでありまして、当時長野県の農政部サイドの補助事業によ

り開設をされ完成後飯島町に移管された町が管理している道路であるわけであります。こ

のご案内のように町道広域２号線与田切川右岸は幅員が７ｍ、道路延長 660ｍ、勾配が

１１％と急勾配の大変冬期間には融雪と凍結によりまして危険な箇所でございまして、町

内の方は危険な場所ということで安全に注意して通過するわけですけれども、現実県外車

などを中心にして事故の起きているという場所であると思うわけであります。高坂町長さ

んは合併論議の際に、合併特例債を活用して一直線のこの与田切橋構想というものを打ち

立てたわけであります。しかしながらこれは飯島町一般会計の予算規模に匹敵するほどの

巨額な費用規模を要すわけでありまして、当時合併特例債の枠には含まれなかったという

ことで町長さんも残念かと思いますけれども、夢の夢の架け橋ということになったのでは

ないかというふうに思っているところでございます。そこで町民の皆さんのご判断により

まして我飯島町は自立の町づくりを今進めているところでございます。自立してもやらな

ければならない課題は税金を有効に活用し、いわゆるインフラ整備をする必要があるとい

うふうに思うわけであります。具体的には町道広域２号線与田切右岸の凍結防止対策につ

きまして現状の対応策はともかくとして、一定の費用を投じて町民の皆様もとより県外車

を含む安全で安心して通過のできるロードヒーティング対策を新町発足５０周年に合わ

せまして講じる必要があるのではないかということを思うわけであります。そこで何点か

現状について質問をいたします。第一に町道広域２号線与田切右岸の除雪凍結防止対策の

費用はどのくらいかかっているのかをお尋ねをいたします。２つ目交通量でございますけ

れども、現状は皆さんご承知のようにこの広域農道それから七久保のバイパスの先線であ

ります飯田市の大門工事区間が通れるようになりました。そのことによりまして交通量が

増えているわけであります。概ね１日１万台以上は越えているのではないかというふうに

思うわけでありますけれども、現状の町道広域２号線及び県道飯島飯田線の七久保バイパ

スなどの１日当りの交通量はどのくらいあるのかをお尋ねをいたします。３つ目でござい

ますが、この当該地に関わる交通事故の発生件数そんなにはないかと思いますけれども、

年間どのくらいあるのかについてお尋ねをいたします。第４にこの間に凍結によるスリッ

プ事故防止のためにアスファルトの舗装に溝を入れる方法ですとか、あるいは現在実施を

しております融雪剤の散布、それから２基設置してあります融雪剤の自動散布機も一定の

効果はあると思いますけれども、凍結防止対策を町としても検討しておるのではないかと

いうふうに思うわけでありまして、例えばスノージェットですとかロックジェットあるい

は地下水ですとか井戸水など使った工法ですとか、あるいはニクロム線引いた施工などの
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工法など色々な方法があるかと思いますけれども、これらについて研究している結果、あ

るいは施工費用あるいはランニングコストなどについてもしわかる範囲でありましたら

お答えをいただきたいと思います。第５に町道広域２号線の与田切右岸のみならず、そう

いった広域農道現在市町村道であるわけでありまして、各市町村とも歩道を含めまして維

持管理費がかかるわけでありまして、舗装の修繕とか色々含めまして市町村負担になって

いるわけであります。主要幹線道路として交通量が増えているこの現状、市町村が維持管

理していく現状を判断すると長野県の道すなわち県道への格上げということが必要では

ないかというふうに思うわけでありまして、そうした取組みについて取組んできた経緯が

あるのかどうかについてお尋ねをいたしたいと思います。以上につきましてそれぞれ担当

の課長さんまた総論で町長さんの見解がありましたらご答弁をいただきたいと思います。

次に２項目目の質問事項でございます。飯島町ふるさとづくり計画の中におきます循環

バス運行事業の前倒しの実施についてをお願いをいたしたいというふうに思います。既に

飯島町は自立して持続可能な町づくりということを現在進めているわけでありまして、こ

れはイメージとしては自立するということはですね、町民の皆さんからみるとやっぱし我

慢、我慢をしなきゃいかんそういう町づくりというイメージがあるかに思います。前段宮

下議員さんの質問にもありましたけれども、町当局のおかれましては可能な限り町当局が

率先して人件費削減を行って、その後に町民の皆さんの負担増をいただくようなのが道筋

ではないかというふうに思うわけであります。特にこの飯島町ふるさとづくり計画の中で

は平成１８年度から住民税他の増税というものが計画されているように思うわけですけ

れども、これは何も長野県下で先駆けてですね、増税を我飯島町が率先してやる必要は私

はないと思います。これは特に慎重に取り扱っていただきたいということをちょっと付け

加えさせていただきたいんですが、そういうことでなくてですね、三位一体改革の中で当

面この平成１９年度以降更に地方交付税減ってくるというのが情勢の中でありますけれ

ども、町民の皆さんが期待する事業につきましては、今のうちにやっぱし前倒しをして自

立しても元気のある夢のある町づくりを、また個性豊かな町づくりを私の言葉で言います

と自立してきらり輝く飯島町を町民の皆さんとともに進めていかなければならないとい

うふうに思うわけであります。昨今の飯島町はともかくとしてですね、近隣の市町村含め

まして色んなことが起こっておりまして、将来何が起こるかわからないわけであります。

町長さんは町民の目線に立ちまして具体的な事業について事業選択をやっていくことが

今求められているのではないかというふうに思うわけであります。そこでお伺いをいたし

たいわけでありますが、飯島町ふるさとづくり計画の第４章これからの町づくり第２節自

立の町づくりというところに、交流の時代の新しい基盤整備を進める町づくりというのが

ございまして、この中に道路交通の重点施策③といたしまして、住民の移動手段確保策及

び地域振興策としての庁内循環バス運行事業というのがあるわけでございます。近隣の中

川村や駒ヶ根市では既に実施をしておるわけでありまして、またこれは全国的に見まして

も自立しても合併してもいわゆるこのその市町村内を循環する循環バスすなわちコミュ

ニティーバスとも俗称言いますけれども、これは多く各市町村で実施をされておりまして

地元の公共交通としてまた地域振興策として大変好評を博している実態にあるわけであ
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ります。我飯島町ではまた視点を変えますと、町内の送迎福祉バスというのが運行されて

おりまして平成１６年度実績では乗車人数4,995人、月に416人の方が１日当り２０人の

方が利用されておりまして運行日数で年間239日稼動しているわけであります。こうした

実績もあって別の意味で好評を博しているわけでありますけれども、町内循環バス運行事

業につきましては、市町村合併の耕地説明会の折にも自立しても合併してもやるんだよと

いうことは申し上げてきて町民の皆さんの要望も期待感もあるわけであります。この町内

循環バス運行事業につきましてふるさとづくり計画の中では平成２０年度実施というこ

とになっておりますけれども、先程から申し上げてきた幾つかの自立の町づくりの視点及

び必要性からいたしまして前倒しをいたしまして平成１８年度から新町発足５０周年の

冠事業として実施するため町長さんの勇断をもって実施をしていただくご見解をお尋ね

をいたしたいと思います。それぞれにつきまして明解なご答弁をいただければ２回目の質

問の中で詳細につきまして私の具体的な思案を提案させていただきたいと思います。１回

目の質問は以上でございます。 

竹澤議員からは町道の広域２号線これ与田切川の右岸の部分特に絞っての凍結防止対

策の問題、それからふるさとづくり計画の中の位置付けられております循環バスの運行事

業前倒しができないか取組めないかというご質問でございますのでお答えをいたします。

まずこの町道広域２号の特に与田切川右岸の凍結防止対策に関して、除雪、凍結防止の

費用の問題であるとか、それから交通事故の発生件数等のご質問がございました。ご承知

のようにこの町道広域２号線の与田切川右岸につきましては、建設当初より急カーブそれ

から急勾配である非常に交通事故の心配を当初からしておったところでございまして、特

に冬の降雪時は非常に神経を使いながらこれまでもこの事故防止のためにあらゆる手段

を尽くして精一杯道路の維持をしてまいってきておるところでございます。除雪凍結防止

にかかる費用ということでありますが、特にこの場所に限っての費用の積算は特に算出は

しておりませんけれども、概算で考えますと年間130万ぐらいはかかっておるというふう

に考えております。全体として町全体の冬期の凍結防止除雪等の費用が570万ぐらいござ

いますので、その内約２３％ぐらいの費用をここで費やしておるという現況になるという

ことになります。交通量につきましては、お話にございましたように平成１６年度の調査

が出ておりますが、１日約12,000 台ということでここ最近非常に台数が多くなってまい

りまして下の153に匹敵するくらいの交通量が毎日みられるところでございまして、色ん

な課題も出てきておるわけでございます。また一方交通事故の発生件数につきましては、

これは駒ヶ根署の数字の調べによりますけれども、平成１６年度昨年度１年間における七

久保地区全体での発生件数は人身、物損合わせて５７件ございました。その内その与田切

のこの今のこの地域での発生件数が４件というふうになっておりまして、また今年にはい

りましてこの１月から５月までの七久保地区全体では３６件出ておる交通事故がござい

ますが、その内既にやはり当該地区での発生件数は４件色んなちょっとひとつ間違うと死

亡事故につながったというようなこともひやりとするような事故も含めてございました。

一応今年も既に昨年並みの４件出ておるわけでございます。色々対策を今までも講じてま

いりましてすぐに橋を架けてというひとつの夢も持ったわけでありますけれども、今のこ
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の状況ではとても適わぬ課題となりました。今後抜本的にどういうふうに検討していくか

ということを今までもやってまいりましたけれども、またそれらの状況につきましては担

当課長の方からご説明をさせていただきますが、いずれにしてもこの今のルートである限

りその根本的な解決には至らないというのが結論でございまして、ひたすら維持運営費を

中心に相当の予算を割きながら安全対策を講じていかざるを得ないということもござい

ます。スノージェットやヒーティングの問題で温水等をあれしてというようなちょっとお

話も触れて今お話がございましたけれども、ちょっと踏み込んだまだ具体的な試算をする

までに至っておりませんけれども、そうとうな莫大なお金がかかるということもございま

して、この自立の町づくりの方向の中では今すぐというわけには到底まいらないひたすら

これは十分気をつけて町もできるだけの手を尽くしますけれども、運転者、歩行者のひと

つのマナーに問う以外やむを得ないのかなというふうに実感としては思っております。次

にこの道路全体を県道への格上げについての検討することに対する見解についてという

ことでご質問いただきました。この通称広域農道でございますが、この道路につきまして

は、長野県農政部が国庫補助、農林水産省の補助金を受けて担当としては上伊那地方事務

所の土地改良課が当時建設をいたしました。伊那中部広域営農団地農道というのが正式名

称かと思いますけれども、通称広域農道これが完成後に町がこれを譲与を受けまして現在

広域２号線として、あるいはまた広域１号線に一部かかりますし、高尾本線としてもかか

っております。これらを総称して町道として管理をしておるところでございます。１日

12,000 台もこの通過する道路のために今申し上げましたように非常に維持補修に多額の

費用を費やするというようなことから以前からこの県道昇格について精力的に伊那建設

事務所や地方事務所の土地改良課を通じて県庁本課まで上げまして色々とお願いをした

り検討をしていただいてまいりました。これが現在の県道飯島飯田が日陰坂を中心に飯田

まで行っておるわけでございますが、非常に七曲の県道ということ、それからまだ地震対

応色々その他のことで紆余曲折したこの県道というものの存在が非常に難しい面がござ

いまして、できればこの国道の梅戸神社の入口から上の原幹線を経てそれから広域農道を

経て与田切公園の上を通って柏木の信号機の県道飯島飯田に繋ぐという県道昇格の構想

であるわけでございましたけれども、色々とやってまいりました。非常に少し明るい面も

見えたこともございましすけれども、最終的にはこれはやはり国の補助金適正化という法

律の問題の隘路がございまして、目的がこの営農振興農業振興を中心に考えた企画であ

り、その目的であるこの広域農道というものが一般県道であるこの県道昇格ということに

ついては、やはりそのどうしてもそこに突き当たってしまうという問題がございまして、

最終的に現段階ではこれが望み薄というかたちになってしまいました。ただ再三申し上げ

ておりますように、非常に駒ヶ根と松川のインター間、更にそれが今県道飯島飯田は伊賀

良の飯田インターの方までつなぐ構想で今現在工事が最終段階に入っておりますけれど

も、そうした全線開通によるところのこの地域への通行量が更に伸びる予定も想像されま

すし、それからこのインター間のアクセスとして153にはない近距離的な結ぶということ

のメリットもございまして、それからかつての中央道の大雪のときの迂回の問題それから

東海地震に対するまた代替道路としての位置付けというのも色々県道昇格には私共も考
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えて非常にこれは主要幹線である縦断路線で伊那の南部を通過する道路であるという認

識を持っておりますので、なかなか厳しいわけでありますけれども、できるだけ粘り強く

このことを何とか方向も見える努力をさせていただく以外今のところないかなというふ

うに考えておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

それから次に循環バスの前倒しできないかと町の５０周年の記念事業に併せてひとつ

英断をというお話でございますけれども、かつて飯島町のバス路線定期路線が廃止されま

してから当町における交通公共機関としては、ＪＲ東海飯田線が主体になっておるわけで

あります。現在身体障害者の方それから６５歳以上の高齢者ご自分でバスに乗降できる方

を対象として社会福祉協議会があるバスを有効利用する中で実施しておるこの福祉バス

これが運行されておるわけでございますが、この福祉バスも含めて飯島町における移動困

難な方や交通の不便者の輸送の確保を総合的に検討をして誰でもが利用できる交通手段

として色々議論をいたしましたけれども、ふるさとづくり計画においては循環バス運行を

平成２０年の実施の目標でもって位置付けてございます。実施にあたっては安全の確保及

び利用者の利便性の確保等にかかる方策を協議するための運営協議会の設置をはじめと

いたしまして、運行経費それから運行方法、道路運送法等の法的な手続きを検討して経て

いかなければならないわけであります。それからまたその通過する路線及び停留所の位

置、それから運行時間等につきましても利用される町民の皆さんの意向も十分考慮する中

で広く検討をしていかなければならないと思っております。今の福祉バスが必ずしも利便

性を満足しておるものとは言えませんので、色々課題はございますけれども、平成２０年

の目標を置きながらもこれらの色んな課題を解決する中でできる限り早く来年の５０周

年に間に合うかどうかということはちょっと明言できませんけれども、できるだけ早く実

施に踏み切っていく方法を考えたいというふうに思っております。以上２点についてのご

質問にお答えをいたしました。 

それでは凍結防止、融雪対策につきまして方法検討したかということでございますけれ

ども、今竹澤議員さんから申しましたように幾つかの方法があるわけでございまして、３

つの方法につきまして検討をいたしました。１つには今従来の融雪剤を散布してやってい

くという方法でございますけれども、事業費につきましては先程町長が申しましたように

130万ほどの事業費がかかるということでございます。もう１つには今道路ヒーターとい

うことでコイルを路面に埋め込めましてその路面を暖めて融雪をすると、もう１つには地

熱を利用しまして路面を暖めてやる方法この２つの方法でございます。もう１つには今ス

ノージェット、トンネル道路を覆う方法この方法で検討をしましたけれども、今事業費的

にはこの後半の部分につきまして3億ほどの事業費がかかるということでございます。ま

た維持管理の面につきましても通常の数倍ぐらいの維持管理を有するということでござ

いますので、今後どのようの検討していくかということでおりますので、そんなふうでお

願いをしたいと思います。以上でございます。 

それでは現状についてご答弁をいただき、またバスにつきましては実施時期はともかく

としてできるだけ早くやりたいというようなご答弁をいただいて大変ありがとうござい

ました。そこでまず凍結防止対策いわゆるロードヒーティングに関わる私の意見と提案を
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申し上げたいというふうに思うわけでありますけれども、現在の雪が降った場合の融雪剤

の散布それから２基設置してあります融雪剤の自動散布機今したら 130 万円くらいかか

るということでありますので、これも当面継続しておやりになることが必要じゃないかな

ということをまず思います。それから２つ目にスノージェットですとかロックジェットな

どのように構造物の施工ですけれども、これはもっと豪雪地帯の方へ行きますとこういう

施設があるわけですけれども、我町の場合は雪の量もですね、少ないものですからその必

要性はないかと思いますし、ただいま説明ありましたように門方のものですとかアーチ型

のものはトンネルのような施設でありまして、先程の宮下議員さんの質問にありましたよ

うに我町は中央アルプスが映える与田切公園周辺素晴らしいところでありますので、そう

した構造物を作ることによって環境を損なうということがありますので、この方法も私好

ましくないというふうに思います。次に地下水、井戸水ですとか温水パイプなどの施工は

これは温水要するに水を温めてやるわけですので、ボイラーですとかそれから燃料こうい

うものが当然必要になるわけでして、それに伴う維持費が必要になってくるということが

考えられます。それから埋設用のニクロム線ヒーターの施工ですが、これも初期投資もか

かりますが電気料などもかかるということでございます。それから新しい発想でいけば太

陽熱なんかを利用してですね、ソーラー発電ですとか前段の質問ご答弁にもありましたよ

うに風力発電などの新エネルギーもいいんですけれども、これも初期投資に莫大な費用が

かかってしまうということと、その必要な電力は供給するのに大きな施設を作らないとこ

の間に合わないとこういう問題点があるわけであります。そこで私が研究したところの中

では、我が国の中で新しい凍結防止対策として横文字で申しますとロードヒーティングで

ありますけれども、従来の埋設用のニクロム線ヒーター施工ではなくて、遠赤外線を使用

したロードヒーティングがいいんじゃないかとかというふうに思うわけであります。既に

北海道の札幌市、恵庭市などで実施をしております。これは工法といたしましては、遠赤

外線を発生する特殊カーボンを路面の舗装材としてケーブルに混ぜることによりまして

省エネ低コストで雪や氷を溶かしてしまうという方法でありまして、地球環境に優しく公

害のない方法であるわけであります。どの方法にしてもまだ初期の投資が一定の額が必要

であるということが若干の問題点があるわけでありますけれども、いずれにいたしまして

も初期投資と後の維持管理いわゆるランニングコストも含めまして今申し上げた遠赤外

線の工法は新しい方法でありまして研究をしていただきたいというふうに思っておりま

す。それからこの世界的にみますとまだ未実施ですけれどもイギリスではですね、高速道

路のロードヒーティングの対策として現在大型の放熱管を通しまして不凍液をこの循環

させるという工法ですね、これは今研究して試験を開始しております。色んな我が国もそ

うですし、世界的にも色んな方法でそうした冬場の対策というものに色んな知恵を出して

おるわけでありまして、今申し上げましたような遠赤外線を使用したロードヒーティング

というのは新しい手法でありますので、それ導入する場合の財源措置でありますけれど

も、長野県のコモンズ支援金の対象にも当然なるというふうに思いますので、財源確保の

方策としても研究してみてはどうかというふうに思うわけであります。町民の皆様はもと

より県外車を含む安全で安心して通過できることの凍結防止対策というのはやっぱ必要
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でありますので、重複して恐縮ですが、新町発足５０周年に合わせて節目節目で新しい事

業を起こしていくということが私は大事じゃないかと思います。駒ヶ根市や箕輪や辰野で

も５０周年イベントやっておりますけれども、記念式典も結構でございますけれども、そ

うしたものは質素にしてその節目に新しい事業を起こして町づくりをしていくとそうい

う物の考え方、姿勢というのが必要ではないかということを協調しておきたいと思いま

す。それから次に町道広域２号線の県道への昇格と言うか格上げの必要性につきまして、

町長さんの方から縷々経緯とその必要性についてご説明がありましたが、若干重複する点

もあるかと思いますけれども、この必要性についてまた町長さんがこの課題について関係

する皆さんをひとまとめにしてそのリーダーとして取組んで欲しいという意味のことで

申し上げたいというふうに思います。町道広域２号線の県道への格上げの必要性について

でありますけれども、先程ご答弁をいただいたとおりでございますけれども、通称広域農

道は現在町道であるわけでありますけれども、歩道も含めて維持管理費がかかっておるわ

けでありまして、農政サイドの補助事業であるということと補助金適正化法のこともあり

ますけれども、また加えて現田中県政の中での困難性ということもあるのではないかとい

うふうにも思いますけれども、そういうことも承知しつつも現在の田中さんにこのことを

訴えていくことが必要じゃないかというふうに思うわけであります。先程もお話ありまし

たが将来飯田インターへ通じるところの飯田市における都市計画道路羽場大瀬木線が開

通いたしますと、いわゆる伊那谷を南北に走る大動脈としての道路とした位置付けの道路

となるわけでありまして、更に飯島地域の中も交通量が増えるということが想定するわけ

であります。当面この上伊那の沿線市町村は現状舗装の修繕ですとか、融雪対策も含めま

して維持管理費がかかっているという現況があります。それでちょっと違った視点からみ

ますとですね、車に乗りましてカーナビゲーションを使って例えば飯島町の七久保駅へ来

たいという場合に画面ではどういうふうに表示されてくるかと言いますと、国道ですとか

県道が優先されて表示されるわけです。したがって例えば極端な話が日曽利の方ね、あっ

ちの方県道伊那生田飯田線の方へ間違って行っちゃうとかというのは、そのカーナビと出

ちゃうわけですね、そういう県道でないためにそういう問題点もあります。それからこの

中央アルプスが映える我飯島町に定住したいという方も結構いまして、そういうお客さん

とは私も直接最近接触しておりますけれども、やはり広域農道の急勾配な部分これに対す

る不安というのも聞いておりますので、やっぱ何らかの対策という部分で県道に昇格する

ことによってのアフターケアということが必要かなというふうに思います。また、国道バ

イパスとは違いますので通過交通という部分とは違いまして、生活に密着した道路という

意味でこの通称広域農道の機能は重要であるというふうに思うわけでありますし、また通

称日陰坂の部分は県道でありますけれども事実上交通量が少ないという現状がありまし

て、その先程町長のお話がありました県道昇格への組替の路線として運動していく必要も

あるかというふうに思います。また、現在の中川村の方では七久保の駅から行きます北林

線ですけれども、中川西小学校の南の部分について現在工事が行われておりまして、いわ

ゆるあそこは通称長坂というふうに言われている地域でありますけれども、あそこの道路

整備が行われるようになりましして完成しますと中川地域からのまた七久保を経由して
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の交通量というのも増えていくということで、いわゆる中川村さんとの連携ということも

当然必要になってくるのではないかというふうに思うわけであります。そこでここはひと

つ町長さんが近隣の市町村長さんや関係する方に呼び掛けをしていただいて、上伊那の沿

線の市町村への働きかけによりまして長野県の道すなわち県道への格上げの運動を展開

するようぜひお願いをしたいというふうに思います。改めて町長さんの決意をお伺いした

いと思います。それから当面の措置としてですね、これ簡単にできることなので、町単独

でできることについて提案をしたいと思います。これは誘導交通標識の設置であります。

例えばですね、急カーブの道路へ行きますと「この先危ないよ」っていうようなね、そう

いう言葉で書いてあるとか、矢印でたったったとね、カーブのところに標識があるとかそ

ういう場所が他の地域にはあると思いますけれども、例えばそのようなものをですね、設

置してやることによって地元でないドライバーの方はここを通るときに予告、予告のその

標識をしてやることによって心を準備をして運転していただけるということで、これは町

単の格安な事業費でできるんじゃないかと思いまして、これを町長さんすぐおやりになる

と「すぐやる町長さんですよ」というふうに言われるかというふうに思いまして評価され

ると思いますので、当面の対策として町長さんの見解もお願いをしたいと思います。 

続いて循環バスの事業についてでございます。できるだけ早くやるということでありま

すので、最後にそれじゃいつまでにやるのかということを答弁いただきたいわけでありま

すけれども、実施にあたっての幾つかの案についてご提案申し上げたいというふうに思い

ます。色々方法がありますが、まず事業主体の問題でありますけれども、町内のタクシー

会社ですとか、観光バスなどの関連の会社２社ほどあると思いますけれども、含めて３社

かな、これまず委託する方法というのがひとつ考えられます。それから中川みたいに新た

なＮＰＯ法人を立ち上げて行うという方法があります。いずれにしても事業主体をどうす

るかということがひとつの課題になると思います。それから早めに事業していくためにも

陸運局の許可申請が必要でありまして、そのためにも早めにこの事業主体を早く立ち上げ

るということが必要になるかと思います。それからバスの購入の関係ですけれども、先程

申し上げた民間の会社が直接買うという方法もありますけれども、例えば中川村の例でよ

れば過疎債によってバスを準備してそれをリースするというような形態をとっておりま

すのでそういう考え方に立ちますとバスを購入する場合は、国土交通省の町づくり交付金

というのが補助対象になるはずであります。県下でも希望市町村合併あるためにこれは早

く手を上げないと補助対象から外れちゃうということに、あるいは額が少なくなっちゃう

ということになりますので、やっぱ早くやるべきだということを強調するわけでありまし

て、購入後は事業主体へのリースということがいいかと思います。それから事業主体への

運営補助やっぱし中川村さんもそうですけれども、立ち上がりの段階はその収支のバラン

スから言いますと不安な部分はあると思いますので、状況を見ながら運営補助というよう

なことも検討しなければいけないというふうに思います。それから路線の問題で幾つか提

案したいんですけれども、その前に実施にあたってはですね、まず町長もおっしゃってい

るように町民の皆さんからの路線の問題コースね、それから停車場所、通行時間、原案で

は100円というふうになっていますが料金100円でいいかどうかということなどを事前に
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町民の皆さんに意見を十分に把握してからやるということがひとつ大事なことと、最初の

例えば３ヶ月を６ヶ月ね、試行で運転をしてその中で路線だとか色々不自由な点を町民の

皆さんから意見を反映してもらって、それで最終的にコースを固めて本格実施するという

のが中川でおやりになっていましたが、それらの試行運転を繰り返して本格稼動するとい

うふうな手法はいかがかというふうに思っておりますので、蛇足ですが申し上げます。路

線の問題でですが、せっかくやるについて町内を循環するだけではあんまり意味がないの

で、住民要望の高い昭和伊南病院への飯島町からの乗り入れる路線というのがどうしても

私は必要であるというふうに考えます。これは地方自治法の規定によりまして駒ヶ根市さ

んの議会が同意が必要であることはご案内のとおりであります。加えてですね、もうちょ

っと突っ込んで考えると飯島町発で昭和伊南病院を確立した場合にお隣の中川村のこと

を考えてみると、現在中川村では中川村のバスが飯島町の駅まで来ます。そこから病院に

行きたい人は電車に乗って駒ヶ根の駅へ行ってそれからまたバスかタクシーか何かでま

た病院に行くとこういうことになるんですけれども、いわゆる中継所としての機能を持た

せるという考え方を導入したらどうかということです。そうしますと中川の方がね、今申

し上げましたように飯島まで来て飯島から飯島で運営する循環バスで昭和病院まで行け

ば、現在中川の方がご負担していただいている飯島の駅から昭和病院までの色んな費用と

時間がね、圧縮できて便利になるわけです。そうするとですね、これは飯島の町長さんは

いいことをしてくれたと言って、中川村の皆さんに喜んでいただけるとこういうことにな

るわけでありまして、加えて別に料金をいただきますので経営的にも収入が増えるとこう

いうことになるわけであります。そういうことをご検討いただきたいと思います。それか

ら本郷地区では飯島中学校への電車通学の要望もありますので、こういうのをスクール運

行と合わせてやるのもお父さんお母さんの心配がなくなるのではないかというふうに思

います。それから福祉バスについては廃止という案がありますが、これは実施の段階第一

に社協との協議が必要なものではないかというふうに思います。それから細かいことに東

京都ではバスに公告を付けまして宣伝料を取っておりますが、そういう方法もいいでしょ

うし、南箕輪でやっているような時刻表を携帯電話サイズのものを時刻表を作って利用を

図るとか色々あると思いますので、色々の面で検討していただいていると思いますが、要

は子供からお年寄りまでの皆さんが町民の皆さんが喜んでいただき、地域の振興に役立つ

町民の皆さんにやってよかっというふうに喜ばれるような循環バスをぜひ実施するため

に十分町民の皆さんの意見を反映した段階でのこの制度化と事業の導入ということをお

願いしたいと思います。冒頭申しましたが、できるだけ早くやりたいということが、いつ

おやりになるかご答弁をいただきたいと思います。以上です。 

２つの質問につきましてそれぞれご提案を含めていただきました。まず広域農道のあそ

この七久保の右岸の地籍の問題でございます。新しい提案としてのこのロードヒーティン

グの問題、不凍液を使った問題それぞれご提案いただいました。またどのくらいそのこと

に対しての初期投資それからランニングコスト等がかかるのかっていうことは、また十分

にまた先進地の例もあるようでありますのでお聞きしながら研究をして、最低限度今の維

持管理状態を続けていかなきゃなりませんけれども、この自立をした中の財政状況の中で
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はそう億単位のような大きな投資というものはちょっと当面のところ不可能でございま

すので、できるだけそうした費用対効果の方も含めながら研究をさせていただくというこ

とでご提言をいただきましたので研究させていただきたいと思います。当面できる看板等

の注意を喚起するようなことについては、即対応をしてまいりたいと思っております。そ

れから巡回バスの関係でございます。結論的にいつまでにやるのかという確答をというこ

とでございますが、今申し上げたように色々クリアーして研究をする要素が課題が多いわ

けでありますので、早急にこのことは研究自体を立ち上げて、明言はできませんけれども、

最大２０年ということを少しでも前倒しできるようなかたちの中で鋭意積極的に研究を

してまいりたいと思います。バスの購入の問題それからその運行委託にかかる費用等の問

題、それから中川との連携、拠点中継施設にするのがいいのか、許されるならば総合乗り

入れがいいのか、また病院の方まで延長するというようなこともございました。色々ある

かと思います。また、最近のこの通学路上での色んな問題もございますので、その辺も含

めた通学園児童等への拡大した対応ができるのかどうかというようなこと、色々あるかと

思いますけれども、いずれにしても今のこの福祉バスに変わるもう少し多面的な広角的な

バスの運行ということでの位置付けをしながら、住民の皆様に喜んでいただけるようなこ

とを十分ご意見を聞いて実現の方向に向けて準備をしてまいりたいというふうに考えて

おりますのでよろしくお願いします。 

それぞれのご答弁いただいてありがとうございましたが、２回目の質問の中で申し上げ

ております県道の昇格についての運動の経緯は最初ご答弁ありましたけれども、私が申し

上げたことを含まして今後中川村もございますし、上伊那全体をですね、飯島町長さんが

音頭取りになってまとめてこの運動を盛り上げていくということのリーダーとしてやっ

てほしいということを申し上げているわけでありますので、それに対する決意ご見解を求

めます。 

落としてしまいましたけれども、この問題につきましても長期的にはぜひこのことを県

の幹線道路網的な位置付けとして昇格を考えていただきということは、私も今も願望を持

っております。大変強い願望でございまして、今までもやってまいりました。リーダーと

いうかこの周辺の道路事情それから今後のこうした車の通行する状況もだいぶ変わって

まいります。まさにこれは県道に相応しい道路というふうに私も思っておりますので、機

をひとつ長く持って粘り強く近隣の関係の市町村長の皆さんとも相談しながら、できれば

知事の胸を叩いてというようなことも含めてお願いをしてまいりたいと思っております。

以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。 

ここで休憩をとります。 

再開時刻は、１１時２０分といたします。休憩。 

 午前１１時 ８分 休憩 

 午前１１時２０分 再開 

休憩を解き、会議を再開します。 

一般質問を続けます。５番 森岡一雄議員。 

それでは一般質問を始めます。さて、飯島町では住民意向調査の結果、財政難と少子高
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齢化の中で自立の道を歩むことになりました。しかし、自立の決定で自立が可能になった

わけではございません。財政難と少子高齢化の人口問題を抱えての船出でございます。ま

ずこのことを理解することが大切であるとこのように思うわけであります。そこでただ今

ふるさとづくり計画に基づいて住民との協働の町づくりを中心に持続可能な自立のため

の実践計画を作成すると伺っております。今議会は自立に向けての初の議会でありますの

で、改めて自立への課題について何点か確認をしておきたいと思います。まずはじめにこ

のふるさとづくり計画の中で自立の町づくりの方向性として協働の町づくりを上げてお

ります。この協働の町づくりのためには、区や耕地など地域の活動が大きな鍵と考えます。

しかし、現在ある耕地や区ともに、行政とともに協働の町づくりをしていく体制にはなっ

ておりません。特に区においては、他の市町村にみるような行政的な区政ではありません。

任意の組織として区の財産、水利の管理、水の確保などを行ない時代の経過の中で道路行

政などの一部も行うようになってきたと認識をいたしております。ふるさとづくり計画の

中でこの４区への地域づくり委員会を設置して、計画と施策の実施をするとありますが、

現在の区会等との関わりはどうなるのでしょうか。行政と区の関わり、また行政として４

区と町内に４２耕地あるこの二重構造をどのように捉えているのでしょうかお伺いをい

たします。このことは新しい協働の町村づくりをしていく上で、基本的なこととして再確

認をしておきたいと思うわけでございます。次に職員の区耕地担当制と地区公民館への派

遣についてお聞きをいたします。現在ある４区と公民館はそれぞれ地域の事情も違う運営

をし、内容的にも異差があります。そして各地区でそれぞれ自主的に自覚をもって運営を

しております。そこへいきなり職員の派遣はあまりにも唐突ではないでしょうか。しかも

職員の任務内容も明確ではありません。派遣された方でも戸惑うのは当然と思いますがい

かがでしょうか。地域支援を行う考え方は賛同いたしますが、方策として何か行き違いが

あるような気がいたします。このことについては、現場からも意見が出ていると聞いてお

りますがいかがでしょうか。また、次に職員の地域耕地担当制について協働の意識改革と

ありますが、目的と役割を具体的に説明をお願いいたします。 

第２点といたしまして行政改革と業務の受け皿についてをお伺いいたします。自立のた

めに厳しい財政事情への対応として行政全般にわたって改めて見直しを行い簡素で効率

的な行財政運営を行うために、行財政改革が行われております。しかし、行財政改革に伴

うものとしてサービスの低下や業務の縮小などという弊害は免れません。特に人員の削減

においては、その可能性は大きいものがあります。そこでこの弊害を少しでも少なくする

必要があり、その受け皿として民間活力の活用などが言われております。そこでふるさと

づくり計画にも上げられておりますが、飯島町の振興公社についてお伺いをいたします。

振興公社については、計画書の中で説明されておりますように将来の観光立町を想定して

設立されましたが、その後の諸情勢の中で事業内容も縮小されました。今では真に振興公

社の機能が発揮されておりません。振興公社も目的、事業内容からして産業振興公社、農

業振興公社、文化スポーツ振興公社、コミュニティー振興公社、観光振興基本公社、施設

利用振興公社など全国には多様な公社があって、それぞれ住民の福利に寄与しておりま

す。例えば真田町振興公社では地域の活性化、地域振興と特産物の販売、都市交流、都市
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への直産配達、直売所、観光施設管理受託など多彩にわたって手を広げ実績を上げている

ところもございます。計画書でも行政改革の受け皿として検討すると上げられておりま

す。また、公社の解散も検討の対象となっておりますが、県下でも振興公社を持ってる町

村は数少ないと聞いております。振興公社の特徴を生かして自立のための機構改革への活

用はどうでしょうか町長の所見をお伺いいたします。次に公設民営委託あるいは公設民営

化などによる行政改革の手法も多くあります。その中で保育園については、賛否両論であ

り実施しているところ反対のため白紙に戻ったところ等ありますが、私立の保育園もあり

一概に良し悪しは決めがたいと思いますが、このことについてどのように考えております

かお聞きをいたしたいと思います。最後に厳しい財政運営の中で経費の削減や合理化は結

構でございますが、改革も行き過ぎますと行政本来の使命や機能が作動しなくなることが

懸念されます。行政改革の推進と産業振興や地域の活性化など振興施策とのバランスにつ

いてどのように考えておりますかお伺いをいたします。以上質問いたします。 

それでは森岡議員の質問にお答えをいたします。森岡議員からは自立への課題というこ

とで、自立のための条件整備の問題とそれから行政改革と業務の受け皿の問題について幾

つかのケースを出していただいてご質問いただきました。まず住民との協働の町づくりの

推進にあたって行政と区の関わり、区と耕地の二重構造の行政をどう捉えていくかという

ことについてでございます。住民と行政の協働による町づくりはふるさとづくり計画の中

での基本的な考え方であります。また、計画の実践には共助の部分を担ういわゆる自治組

織によるコミュニティー活動の活性化は非常に重要なウエートを占めるものであるとい

うふうに思っております。現在の４つの区とそれから４２からなる各耕地は、それぞれに

歴史的な経過を経て築き上げられて、それぞれが自治組織として機能を現在しておるわけ

でございまして、この点ふるさとづくり計画におきましても区や耕地に対しまして自治組

織としての自分達の地域を自分達の力で更によくしていこうとこういう地域づくり活動

の一層の推進を期待しておるというところから位置付けられておるわけでございまして、

ご質問のその区との関わりそれから耕地と区の二重構造との考え方につきましては、やは

りこの現在こうした自立を選択した町の方向の中で考えるならばですね、この現在定着を

しております住民から耕地、それから耕地から区、区から町と言うか役場というひとつの

流れをこれ尊重しながら協働の町づくりを推進をしていくことが必要ではないかと、そう

あるべきだというふうに思っております。また協働という土壌が醸成をされていく中非常

にこれなかなか今お話にございましたように時間のかかる問題でございます。なかなか一

朝一夕というわけにはまいりませんけれども、このことを将来の方向付けの大変重要な考

え方として位置付けましてですね、この協働という土壌が醸成をされていく中で住民の皆

さんが現在のこの区や耕地の状況を色んな面で時代の転換とともに変えていく必要があ

るという議論の末の判断が至った場合にもしあるとすれならば、これはやはりこれを重く

受け止めて考えてその対応は行政としてもしていくべきであろうというふうに考えてお

ります。続きましてこの職員の耕地担当制と区へのあるいは公民館の含めてであります

が、職員派遣の問題でございます。やはりふるさとづくり計画では地域や自治組織の活性

化による協働の町づくりの推進のために、区及び地区公民館への人的な支援として４区へ
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の職員配置と、それから全職員が自治組織と関わるための職員の区耕地担当制度の導入を

お示ししておるわけであります。はじめにこの４区への職員配置につきましては、配置す

る職員の任務といたしまして地区公民館主事の業務これと地域づくり支援員としての区

の事務処理を想定をしておるわけでありますが、この提案に関して現在地区ごとそれぞれ

に公民館主事の選任の方法が定着しておる状況のもとで、本当に職員の、町の職員の派遣

の必要性、それから計画にある中央公民館の廃止や職員の派遣期間等について色々懸念も

されておりますし、地区ごとに若干その受け入れ等の考え方についても温度差があること

は事実でございまして、今後十分に更に時間をかけてこの受け皿である区や地区の公民館

の関係者等話し合いを持ちながらよりよい方向を見い出して考えていきたいと、現在も館

長主事会あるいは区長さんも入っていただいたこの構成の中でこうした問題も合併の議

論も含めてですけれども、最近もこうした地域の地元の皆さんとの話し合いを重ねておる

ところでございましてまだ結論出ておりませんけれども、一応ふるさとづくり計画ではそ

うしたことを提案申し上げておりますので、若干温度差もあるわけでございますが、ひと

つ更なる検討をして詰めてまいりたいというふうでございますので、ぜひひとつまたそれ

ぞれの地域のお考えをまたまとめてお願いしていきたいなというふうに思っております。

次に職員の耕地担当制度についての件でございますが、職員が各耕地を担当することによ

りまして住民の皆さんと行政がよりよきパートナーとしての住民協働の町づくりを推進

をすること、そして魅力あるこの集落づくりを支援するということ、更に職員のこの地域

に対する意識の醸成、あるいはまた職員の資質向上などを図ることを主な目的といたしま

して、本年８月からこの職員の耕地担当制度をスタートをさせてみたいと今考えて準備を

進めておるところでございます。具体的には課長以下全員職員がいずれの耕地を担当いた

しまして、いずれかの耕地を担当して地域と行政とのつなぎ役の問題、そして自治活動の

支援や情報の提供等にあたっていくということになります。耕地の事情はそれぞれ異なっ

ておりますので、総代さんをはじめ地元の皆さんとよく相談をして調整を図りながら行動

に移してまいりたいというふうに思っておりますが、したがってまずは耕地総代さんを中

心にして地元の受入れ態勢を相談をいただきまして８月からは担当職員が一緒になって

耕地の自主性を尊重する中で細部の調整を行って、調整の整ったものから順次実施をして

いきたいと考えておりますのでご理解ご協力をお願い申し上げる次第であります。なお、

このことはついこの６月の１５日議会の会期中になりますが、区長総代会をもって細部の

説明を申し上げながら懇談をするように会議を予定しておりますし、議会の皆さんには議

会最終日の全員協議会ではこの考え方の問題について現在のところの説明をお話を申し

上げてご理解をいただくように予定しております。よろしくお願いをしたいと思います。

それから行政改革と業務のその受け皿についての問題で３つほどの、３点についてのお話

ご質問いただきました。まず振興公社の活用、町の行政の受け皿としての活用の検討とい

うことも含めてのご質問でございます。これらのそれぞれ保育園の問題それから地域の振

興施策との総合性色々あるわけでございますが、いずれもご質問いただきました内容はふ

るさとづくり計画の中で検討項目に掲げてある事項ばかりでございます。最初のこの振興

公社のあり方につきましては、昨年事務レベルでは検討をいたしました。たたき台をまと
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めてこれらをもとに更に結論に向けた検討や議論を進めております。現在も組織機構の改

善の中にも含めてですね、このことを一緒に取組んでやってまいりますけれども、考え方

といたしましては大きく分けて２つあるわけでありますが、その１つは色々な施設の管理

委託先としての経営というかたちがあるわけでございます。この場合には経営として成り

立つのかどうか、それから町の負担が今までより大きくならないのかどうか、また新規事

業どのくらい見込めるのか、またその体制の中身をどういうふうにしていったらいいのか

という色んな課題があるわけでございます。それからもう１つの方はちょっとお話にも触

れられましたが、極論になるかもしれませんけれども、振興公社を廃止していく選択肢も

あると効率面から考えていう部分もあるわけでございますが、この直営自ら行政が整理を

して直営の方が機能的で経費がかからないということも現にあるものによってはあると

いうこともありますので、いずれにいたしましてもこの他にも様々な課題がございます。

これらを含めてまた新しい指定管理者制度というものも条例作って、またスタートをいた

しますので、振興公社の役職員の皆さんのご意見も聞きながらまた組織機構の中身とも関

連して慎重にひとつ検討をこれからしておるところでございますので、もう少し時間をい

ただきたいと思っております。それから保育園の運営につきましても、ふるさとづくり計

画の中では民間参入や社会福祉協議会への運営委託というような一応メニューとしては

掲げられて提案されておるわけでございます。これ現在５つの保育園が順調にいけば今年

度来年度で３園に再編整備をして新しい保育園体制ができるわけでございまして、いずれ

も町営でというかたちで今進んでまいりましたけれども、新しい民間導入新しい委託とい

うものも自立の中で経営効率的な面を含めるならば検討していくことになるわけでござ

いますけれども、今後少子化が進む中で子育て支援をどういうふうにするのかと、経費の

削減がどういうふうに図られるのか、それから住民の理解をどう得るのかという問題もご

ざいますし、色んな様々な角度からこの社会福祉協議会へのひとつの考え方も含めた委託

というものも計画の中に位置付けられておりますので、これが本当に慎重審議をして、一

旦これ歩みだしますとなかなかこれは大きな町の子育てに対するひとつの考え方の問題

が変わってまいりますから、ぜひひとつこれは費用対効果のみならずでは解決できない問

題もあるんではないかというふうに思っておりますから慎重な上にも慎重にもう少し時

間をかけてまいりいたいというふうに思っております。次に行政改革と振興施策の課題で

ございます。今後飯島町の発展のためには人口増の対策や活性化対策などが最重要課題で

ある、自立をして節減をしてそして行政改革を先行してやる、ただそのことのみで町の存

在感と言いますか、閉塞感のあるただ町が存在するのみでは到底これは許されるべき問題

ではござませんし、もう地方自治体としても存立価値すらないことになります。厳しい中

にもこれはやはり活力を出して、前向きな町づくりをしていくそれに住民の皆さん方の協

働の手をお借りしながらともに作っていくという気概がないとやっぱりこの町の振興と

いうものは実現できませんので、そうした観点に立って厳しい中にも活力を出していこう

という基本的な考え方であります。これらの課題につきましては、先程の宮下議員のご質

問にも関連しておるわけでありますけれども、そのときにお答えしましたように中期総合

計画の後期編を策定をいたします。その分科会には公募による委員の方も積極的に参加を
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いただいて色んな意見を通じてこの人口増対策あるいはまた活力活性化対策というもの

も中心に進めてですね、十分議論をしていただいて今後の施策を講じてまいりたいという

ことで考えております。したがってふるさとづくり計画では主に大規模な行財政改革をや

るのが大綱的な考え方になっておりますけれども、この行財政改革を据えながらも町の活

性化対策には積極的に取組んで活力を出していく町づくりを進めていかなきゃならない

というふうに思っておるところでございます。以上１回目のご質問に対するお答えでござ

います。 

ただいま答弁をいただきましたが、区に関する質問の中で私の思いと町長が受け止めた

ことと若干違うような気がいたします。これからは自立の町づくり協働の町づくりをして

いく中では、区というもの一つの単位が非常に重要性を増してくるんと思うんです。地域

でことを考えて地域でことを起こしていくと、そのときの区の性格っていうものが非常に

大事になってくるわけです。例えばこれからは具体的に言うと区で何かしようと、耕地総

代を集めて区長が指揮をとっていけれるかと、実はそういう構造にはなっていないわけで

す。２列制になっておると、特に弊害が出ておるのは防災訓練あたりを見ますと非常にそ

こがちぐはぐしたような内容でこう運営されているということを常々思っております。そ

ういしたことがこれから実際に町づくりの中へいったときに大きな弊害になるのではな

いかということで質問をいたわけでございます。例えば地域の中でやるに、区長がいちい

ち耕地総代を招集してことを運んでいくというような構造にはなっていないと思います。

町長なら区長も呼べるし、耕地総代も呼んでも素直に出れるという体制にはなってますけ

れども、その辺が先程も申し上げましたように他の市町村と違うところです。行政的な区

政にいはなっておりません。財産区ではありませんけれども、財産管理区的な任意的なそ

ういう組織の中から盛り上がってきて、それで歴史的経過の中で色々と都合よく仕事をし

ておるというようなことで、私はこの際そのところをひとつ１回きちっと線を引いて町民

あるいは区民合意の中でこういう体制でこれから進みましょうということを行わないと、

今までの習慣の中で乗かってやっていくと、大きな弊害が出るとこういうことを感じて質

問をしたわけでございます。例えば区長総代会と年幾回か気安く呼んで招集しています。

これは全然違うものです。区長の立場と総代の立場と、町としてもこう見ているに区長さ

んを呼んだだけであって区会自体のその任務をもってきて呼んだわけじゃない、そんなよ

うな内容になっているような気がいたします。非常に変な構造になってそれを使ってきて

おるというように私はみておりますが、その辺についての考えはどうかということであり

ます。その辺について考え方をお聞きしたいと思います。それから職員の地区、区への派

遣であります。これについても地元でも受け入れについて色々考えているというか苦慮し

ているっていうか理解ができなくているということですが、先程も申し上げましたように

各区ではそれぞれ自発的に自覚を持ってやっております。主任制度にしてもそれぞれ自分

達で選んで、何故そこへもう一回主任を持っていくのかと私はいらないのかと、その辺の

問題も起こってくるわけで、これは先程も何か方策が間違っているんじゃないかというこ

と申し上げたわけですけれども、こうした地域への支援に対しては人的資源ばっかではな

くて地域の自主性を主体性を生み出すようなそうした施策、お金の使い方ってものが大切
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ではないかなと、相手のあることであります。人さえ送ればいいとか、物さえ送ればいい

とかじゃないなくて、そうしたことは特に地域の事情との関わりを理解する中でことを進

めていくことが大切ではないかなとこんなふうに思います。よく地域と話し合う中で円満

な進め方をしていただきたいなとこんなふうに思いますが、その辺の見解について現場の

課長としてはどんなふうに考えておるのか、町長の見解、現場の見解等お聞かせいただき

たいと思います。それから行政改革の受け皿でございます。この公社というものは非常に

これ使い方によってはものすごく有効なものであります。飯島町においては、段々事業を

縮小してきてかえって重荷かなというような位置付けになっておりますけれど、この活用

によってはものすごい大きな事業もできるし、それなりの人員の活用もできるということ

もあります。また民間的な感覚の中で進めていけれるとこうしたことがあり、計画書の中

では提案はされております。しっかりと検討していただきたいなとこう思うわけでありま

す。以上２回目の質問といたしますので、お答えをお願いいたします。 

最初に区の位置付け、性格の問題でございます。先程も申し上げましたようにこの自立

の町のつくりをしていく上に区耕地は、これはどうしてもいわゆるそれぞれの責任分野の

中での共助という部分で地元の地域の自治組織として大変この中核を担っていただくと

いう位置付けには変わりないわけでありまして、私もそのように思っております。それぞ

れ歴史の中で区というもの、それから耕地というものが形成をされてそれなりきに順応を

して現在に至ってきておるわけであります。これはあくまでも行政主導というよりも地域

の皆さんがそれなりきに考えてここまでのこの礎を築いてきた母体でございますので、区

にしろ耕地にしろ今後自立の町づくりの計画の中でその性格位置付けを行政主導の中で、

こういう位置付けにしてくださいというようなこと、一歩踏み込んだ介入までしていくべ

きがいいのかどうかということはちょっと疑問があるかと思います。あくまでもこれは自

主的な共助の部分での自治組織の位置付けということを前提にして住民の皆さんが一番

時代のかたちに合ったような言い方を考えていただくのがまず大事であるというふうに

私は思っております。ただそうは言ってもばらばらなかたちの中で共助自治組織といって

も何でございますので、更に今後地域のこの自治組織と位置付けである区耕地というもの

は実践計画の中でも十分また、また将来の中期総合計画の中でも色々考え方のひとつとし

て議論をしていただくということは当然必要でございますので、そのようにぜひお願いを

してまいりたいと、あくまでもこれは自発的なひとつの運営というものを自ら地元で考え

ていただくのがこの自治組織のあり方というふうに繰り返して申し上げておきたいと思

っております。それからこの職員の区なり公民館への派遣の問題で色々のご意見もあると

いうことは百も承知しておりますし、ご意見のとおりであります。これは基本的にはかつ

て数年前に社会教育委員会の方から公民館のあり方の問題の中で提起されたひとつの答

申の中にあるわけでございまして、具体的には中央公民館を廃止して地区館を独立して充

実していくと、その手法として町からの職員を配置してその支援をして地区館の独立館と

しての位置付けをしていくことが必要であるんだというその方向を出していただきまし

た。これもそれぞれの立場の皆さん方十分に議論をいただいた結果でございますので、そ

れを受け止めてこの合併議論の中でもまた自立の町づくりの中でもこうした考え方を出
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しておるわけでありますけれども、現実の問題としてやっぱり地域によっては規模により

ますけれども、色んな考え方があることは今お話のとおりであります。十分にこのことは

ですね、地域が名実ともに自立をして自分達のこの地域としての方向付けという観点の中

でこの職員の派遣についてももう一遍考えてご意見を聞いてまいりたいということで現

在進行中でございますので、もう少しこれは時間を貸していただきたいというふうに思っ

ております。行政の受け皿としてのひとつの効率的な運営の中で振興公社の問題があるわ

けでございまして、これも２つの方法あるわけでございますが、やはり考え方としてはこ

れを有効に最大限この直営でいくよりも相当なメリットを持ったかたちの中での振興公

社ということのあり方の方向として今捉えておると、色々議論の末にこの公設民営化や

色々あるわけでございますけれども、その中でじゃあ、やっぱり直営した方が結果的には

スリムで効率がいいんじゃないかという結論も中にはあるかもしれません。したがってそ

ういう方向で公社の有効利用、効率化というものを町全体のこの事業特に委託の部分なん

かの事業大変あるわけでありますから、その辺を整理できるものはしてその公社にそのこ

とを委ねることによってうんと活力と効率が出されるならばこれもひとつの前向きな方

法であるなというふうに従来考えてまいりましたので、そうした線に沿いながらも両面で

ひとつ検討していきたいというふうに考えております。 

公民館の関係でございまして、私の方から答弁をさせていただきたいと思います。基本

的には今町長が申し上げたとおりでございますが、このいわゆる公民館の基本的な活動計

画を作るにあたりましてひとつ住民の皆さんからアンケートをいただいたわけでござい

ます。その折のひとつの方向としては、地域の皆さんより身近なところで活動したいとい

うそういった希望が多かったわけでございまして、そういった部分の意見を取り入れた結

果、地区の公民館を充実させていく方向が今後の公民館活動のあり方としてはいいんじゃ

ないかとこういったのがそのときの結論でございました。したがって基本的にはその作業

を生かすべく基本計画を策定をされたわけでございます。また一方現実の問題としては地

区の主事さん方その地域から出ておりまして人と人との繋がりそういったものを生かし

て行っていく公民館活動としては、人と人との繋がりが非常に大切でございましてそうい

った利点も現在持っているわけでございます。したがいましてそういったところを今後の

中で十分今の地区公民館の皆さんそういった方々とお話し合いをさせていただきまして、

今後の公民館のあり方そういったものを探る中からよりよい方向を見つけ出していきた

いとこんなふうに考えております。 

協働の町づくりをしていくには地域の連帯、かたまりが大切だということで、こうした

場で区の性格について話をしたわけでございますが、確かに町長の言うとおりそれは地域

の問題であって、行政がどうこうという指示をする問題ではないとは思いますが、ひとつ

のそうしたものの考え方の機会になるように提案をするわけであります。折に触れてそう

したことを地域で話し合っていい方向へ進めていただければ幸いかなとこんなふうにも

思うわけであります。そんな中でひとつ先程から協働の町づくりというこの計画書を見た

り、こうただいまの一般質問話を聞いていても非常に言葉だけが動いておってなかなかイ

メージすることが難しい、協働の町づくりって具体的にはどういうことだろう「自助、共
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助、公助だ」「こういうことはこういうことだ」非常になかなか言葉だけでは理解がイメ

ージが出てこないっていうのがこのことであります。一般町民にしても行政不信というよ

うな言葉の中に非常に議会でしゃべっておることが理解できないと、難しいことを言って

おるとこんなような話も出ております。具体的なことでわかりやすい事例でことが進んで

いくことがいいかなとこんなふうに思うわけであります。これは余談になりましたけれど

も、もう１つ参考というかただいま言いましたようなことの中で、協働というような中で

考えてみたいと思うんですけれども、今飯島町の農業では担い手不足と高齢化の中で農業

への明日の発展のために各地区営農組合を中心に担い手法人、いわゆる地域農業の担い手

となる会社を作っております。ご案内かと思います。この経過の中では農家自らがすべて

を自分達の手で行い、地域の合意も取り付け自己決定、自己責任の上に立って立ち上げら

れてまいりました。特に七久保地区、田切地区ではその成果をみて立ち上げたとこういう

経過でございます。このように農業の面では自立ということをもう行政より一歩先に進ん

で行っていると、ぜひこうした地域の主体性盛り上がりができるようなことを参考にして

地域づくりをしていっていただきたいなとこんなふうに思うわけであります。最後になり

ますけれども、自立のための協働の町づくりの実現のためには、自助、共助、公助の働く

体制づくりとそれを支援する施策が必要になってくるとそのことを強く思うわけであり

ます。町民の主体性を引き出すような金を使い方、これが非常に大事なってくる、これが

今までの手法と変わっていくところではないかなとここらが非常に大きな問題になると

私は思っております。そんなことを申し上げまして質問を終わりたいと思います。私の今

申し上げたことに対しまして町長の所見がございましたらお聞きをいたしたいと思いま

す。 

協働の町の手法と中身、言葉だけでなくて具体的にどういう部分で自助、共助、公助と

いうこのことをしていくか、先程も質問にもございました。色々地元に対する事業との共

同体性があるわけでありますが、これ具体的な面につきましてはもう少し整理をしてです

ね、実践計画の中でひとつつまびらかにしていくべきだということでございますので、も

う少し時間を貸していただいて今研究中でございます。それから農業の担い手法人化に見

られるような地域から盛り上がりとその自らの取組む実践するその姿勢これを町全体の

ひとつの考え方としてこの協働の町づくりを目指すべきであるという考え方ごもっとも

であると思います。またそこに対するその予算の充当というものもひとつ重きを持ちなが

らそういう面をできるだけ助長するような方向の中で予算執行というものは考えていく

べきだというふうに私も思いますので、今後努力させていただきたいと思っております。

以上であります。 

以上で終わります。 

ここで昼食のため休憩をとります。再開時刻は午後１時２０分といたします。休憩。 

 午後１２時 １分 休憩 

 午後 １時２０分 再開 

会議を再開します。 

休憩前に引き続き一般質問を行います。８番 坂本紀子議員。 
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議員になる以前こちらの議会を傍聴させて頂いたとき、どの方々も専門用語が多い質問

及び答弁でしたので、できるだけ皆様方簡単な言葉を使い今日傍聴にこられた方々、後か

らＣＡＴＶを見られる方々にもわかりますよう少しゆっくりお話いただきたいと思いま

す。 

では、一般質問に入ります。公共工事における発注、入札、契約についてお尋ねしたい

と思います。町民の方々の中には公共工事と言いますと建設水道課だけがやっていると思

われる方もいらっしゃいますけれども、実際はそういうことではなくて千人塚公園トイレ

建設は産業振興課が担当、本郷コミュニケーション消防センター建設は総務課が担当、公

共下水道公共枡設置工事は建設水道課が担当というように各課にわたり振り分けられて

おるのが現状でございます。それらすべてにおける補修工事及び改築工事を含んだすべて

の工事についてお尋ねしたいと思います。飯島町の設計及び建設会社の数をおっしゃって

いただき一般的にどういった方法で発注、入札に至り一般競争入札及び指名競争入札とは

どういうものなのか、また町内の業者をランクごとに分けるという基準はどこにあるの

か、どういった方々の決定により業者が決められているのか、また落札の決定基準はどう

なっているのかお話いただきたいと思います。過去１０年間での大きな公共工事での平均

落札率は何％になるのでしょうか。また１６年度のすべての公共工事の総額はお幾らにな

るでしょうか。そして、それは歳出のどの位のパーセンテージを占めるのかお答えいただ

きたいと思います。 

それでは坂本議員のご質問にお答えをいたします。公共事業特に土木事業における入札

の方法と契約という全般にわたって具体的な数字を含めてのご質問でございますので、お

答えを申し上げ、また細部につきましては助役担当課長の方から補足をさせていただきた

いと思います。まず、工事等の入札におけるこの一般入札あるいは指名競争入札の基準に

ついてのご質問ございました。ご承知のようにこの契約の原則は、誰にでも入札参加の機

会が与えられるこの一般競争入札というふうに称しておりますけれども、この方法がござ

います。しかしながらこの一般競争入札の場合はその手続きが非常に複雑であり、また広

範囲におよぶと時間もかかるということでございまして、そういう面から経費も必然的に

嵩むこととなるために地方自治体で実際に今行われているのは非常に少ないという状況

にあります。町では飯島町一般競争入札実施要領によりまして、対象となる工事について

予定金額に応じて定めておるわけであります。土木事業工事でも申し上げますとこれが

10 億円以上の予定金額の言ってみれば大規模工事について適用をするということになっ

ておりますが、指名競争入札など一般競争入札以外の方法による入札につきましては、こ

の地方の自治法の政令あるいは町の財務規則に基づいて実施をしておるわけでございま

す。それで平成１６年度の建設費の総額についてでありますけれども、これは予算上では

工事請負費という節の項目の中で捉えている部分になろうかと思いますけれども、土木農

林その他色々ございます。今お話のとおりでございますけれども、この工事契約について

みますと全会計１６年度になりますが、9億8,900万円という数字には上ります。内訳で

まいりますと一般会計で所管をしておるこの工事契約これが3億7,300万円、それから今

盛んに額も大きく伴って事業進めております公共下水道事業これを所管しておる特別会
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計でございますが、これが4億1,300万円ほど、それから工事は殆ど終わりましたけれど

も、農業集落排水事業の特別会計で300万円、それから水道事業会計というのがございま

す上水道の関係でございますが、これが2億円ということで合計約9億8,900万円こうい

うことになってございます。それから落札率という入札率ですかでございますが、平成元

年からとのご質問でありますけれども、当時はこの率について算定した経過がございませ

ん。はっきりお示しできる資料はございませんけれども、公共工事のこの入札及び契約の

適正化に関する法律というのが色んな社会的な背景から反省の上から更にこの入札制度

というものを公正明大適正な方法で実施をしていくという大きなこの考え方の転換期が

ございまして、これが公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律と、できるだけ難し

い言葉を避けてということでございますけれども、これは一応法律の名称でございますの

でこういう法律が平成１３年の４月１日から施行されて以来、透明性誰が見てもこのはっ

きり内容がわかるこの透明性というものの確保の観点から入札契約にかかる情報の公表

が義務付けられてまいりました。そしてその１３年度からの落札率というものも一応公表

をされるということになってまいりました。したがって１３年度以降では年度別の平均の

落札率これについて申し上げますと、単純平均で平成１４年度が 98.7％、平成１５年度

が97.7％、それから平成１６年度が96.6％というふうになってございます。それ以前の

１４年度以前も概ねこうした落札率で推移していたものというふうに思われます。なお、

また町内業者等のことにつきましては、助役の方からお答えをさせていただきたいと思い

ます。第１回の質問に対しては以上でございます。 

それではご質問にお答えをしてまいりたいと思います。町内のいわゆる業者の数という

ご質問でございます。ご承知と思いますけれども、業者の内には色んな業種を手掛けてお

るいわゆる総合建設業に等しいような業者も大勢あるわけでございます。件数ということ

になりますと、各業種別にうちの方ではいわゆるリストアップしてございますので、業者

の数ということから言いますと若干重複するかと思いますけれども、建築あるいは土木工

事等の業種別にちょっと数を申し上げてみたいと思います。なお、またこれはあくまでも

町の方で２カ年間の期間を区切りまして、町の中に業者の資格審査委員会という制度がご

ざいまして、そこに登録をしていわゆる登録された業者ということでご理解をいただきた

いと思っております。なお、またご承知と思いますが、町内に町外からですね、支店営業

所等を設置されておる業者もございます。したがいましてその辺を除きまして純粋に町内

のいわゆる業者とこういうことでご理解をいただきたいと思います。土木一式工事という

ことで町内業者が１４社ございます。それから建築一式ということで１０社、電気通信と

いうことで１社、管工事これはいわゆる水道管というような管ですね、管と書きますけれ

ども、管工事で１０社ですね、それから舗装工事におきましては７社ということで登録を

してございます。したがいましてこの中からいわゆる業者のいわゆる入札に参加をされる

業者を指名してまいるとこういう内容でございます。なお、またいわゆる指名業者等のい

わゆる何て言うんですかね、どういう方法でというご質問でございますが、これにつきま

しては、業者につきましては大小大きな規模小さな規模等ございますので、それぞれ発注

のいわゆる事業の規模によりまして業者の選定ということになるわけでございますが、実
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質的には作業の効率と言いますか公平性と言いますかそういう手順もございまして、庁内

の中でいわゆる点数をもとにいたしまして、この点数というのはなかなか多種多様な業者

のですね、。内容についての審査項目がございます。庁内ではなかなかそこまでのノウハ

ウを持ち合わせておりませんので、県の制度に準拠をいたしまして県の経営審査点数等を

用いておりますが、それによりまして格付けを行っております。具体的にはＡ級、Ｂ級、

Ｃ級、Ｄ級とこういう呼び方をしておりますが、そういうランク付けをいたしまして工事

の規模によりまして発注のいわゆる枠取りをするとこういう内容で庁内の選定委員会等

に諮った上で決定をさせていただくとこういう内容で進めさせていただいております。 

今、落札の決定基準に関してはお話になかったようです。先程私の答弁の中に落札の決

定基準をお聞きしたのですけれども、お答えがなかったのですが。 

答弁漏れがあったかと思います。失礼いたしました。落札の決定基準ということでござ

いますが、町長から先程いわゆる落札に関わる率等の答弁がございましたけれども、当然

のことでございますけれども、入札の結果ですね、最低価格の入札者が落札ということに

なるわけでございます。その落札の決定基準といえばそういうことになろうかと思いま

す。 

ありがとうございました。高森町で担当の課の方にお話をお聞きしたところによります

と、高森町では現在設計会社が３社、建設が１６社で大きな工事以外は殆ど現在飯島町と

同じような指名競争入札ということでございました。落札率は約９０％ぐらいということ

で、これは工事の内容により先程助役がおっしゃった例えば管工事を直接トップの企業の

方にお願いしないで直接管のやってらっしゃる会社にお願いするともっと落札率は低く

なるということでお答えいただいていました。それ宮田村でのお聞きした話によります

と、設計の数が３社、建設が８社ということでやはり指名競争入札ということで飯島町と

同じような状況での入札の形態でございました。落札率においては、すぐには出せないと

いうことのお話でした。高森町での業者選定委員会のメンバーはお聞きしたところにより

ますと、助役をトップに各課の課長を工事担当の課の係長と一緒になってその中で決定さ

れているということで、宮田村ではトップが助役で同じく各課の課長と議会事務局、教育

次長ということで、その中で業者を決定されるということですが、飯島町ではどういう状

況でこの業者選定委員会のメンバーという方々が決められているのかお聞きしたいと思

います。今助役がおっしゃいましたように決定基準というのは、指定業者の中で入札金額

の一番低いところに決めるということでございましたけれども、町の税金を町内の業者さ

んに支払うということで町内業者の発展を図りつつ、その収益の中から税金を納めていた

だくというそういう考え方で飯島町も行っているとは思いますけれども、そういう点では

宮田村の課長の方もそれから高森の課長の方も同じようなことをおっしゃっておりまし

て、私共の飯島町でも同じようだということを理解できますけれども、いつも町内業者の

中での発注というものはいかがなものかと感じております。ときにはその工事内容の大き

さにより色々かとは思いますけれども、町外の業者の方も入れて入札することが必要だと

考えます。業者の方々はある程度の売上は役場の工事で賄えるということになると、業者

としての独自の発展を考えるという企業人としての積極的行為を失わせることにもなり
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かねないと思います。役場の担当の方々も現在の町の財政について企業の方々に情報公開

し、また入金設定での金額のコストダウンに努めていただけるよう業者の方々に要請する

必要があるかと思います。いかがでしょうか。そういう点は飯島町の方ではやっておられ

るのでしょうか。予定価格の算出方法ですけれども、それぞれの基準の中からあるいはそ

れは県とか国の補助の出る事業においてはそれなりに基準が決められていることとは思

いますけれども、決定された数字だとは思いますが、その中で今一度考え日々の業務に流

されることなく、これが本当によいかどうか厳しい目で決定していただきたいと思いま

す。例えば先程町長が答弁された中で、１４年度が98.7％、１５年度97.7％、１６年度

96.6％とおっしゃいましたけれども、高森に聞きましたところ 90％ということである程

度その開きがあるわけで、そこには明らかにパーセンテージの差が出てきております。少

しでも落札率をですね、例えば3億円の工事ですと落札率が1％低くなれば単純に言うと

300万円安くできるということになります。そして9億円ということでしたけれども、そ

うすると900万ということになります。そうすると900万のお金を浮いた分がですね、例

えば福祉ふるさとまちづくりの中での計画の策定の中では、福祉とか教育の部分である程

度カットされている部分があると思いますが、そういうところに少しでもその節減できた

経費が廻わせられれば随分町民の方たちにとっても違ったものになってくると思います。

長野県は田中知事になられ郵便入札をし、現在 83.1％の落札率です。県の工事は大型工

事が多く一応一般入札ということが殆どだとは思いますけれども、全体として130億円余

りの節約になったと新聞報道にもありました。県の財政と町の財政は簡単に比べることが

できませんけれども、これだけ多くの工事がある現在品質を落とすことはなくお互いの努

力により少しでも節約できればそのお金を福祉教育に廻すことができるのではないでし

ょうか。業者選定委員会のメンバーがどういう方たちがなっているか、それとともに業者

選定委員会は定期的に開かれているのでしょうか。また、それとも不定期で開かれている

のでしょうか。場所はどこで開かれているのでしょうか。それについてお尋ねしたいと思

います。 

入札の指名業者選定からふれて具体的な落札に至る経過の中で経費を費用をできるだ

け節減して他の福祉等に廻すべきであるということのご意見かと思います。言ってみれば

これは当然のことでありまして、この入札によって事業を建設事業等を実施をして住民の

皆さん方の福祉の向上に繋げていくということで色んな土木をはじめ公共事業やってお

るわけでございますが、この業者に対する考え方の問題がひとつあると思いますが、今お

話にもございましたこの経費の競争性の原理から言えばできるだけ町内外を含めたこの

競争の原理を働かせてできるだけこの競争性の中でその経費を節減していくべきだとい

うことは当然かと思います。ただお考えいただきたいのは一方ではこの非常に今現在こう

した長引く不況の中、それから公共事業のマイナスシーリング化というようなことで国も

県も町も大変事業量が従来から少なくなってまいっているわけです。補助金も三位一体の

改革等から交付金化あるいは削減廃止というような色んな手立ての中で公共事業という

ものは削減されてきております。したがってこの町内での事業の皆さんにもその限られた

事業量の中で生き残りをかけて大変な面もあるということもご承知かと思います。で、そ
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れらの点を総合的に判断をして限られた予算の中でいい仕事をしていただくと、そしてま

た財源もできるだけいい仕事を安くというようなことの考え方はどなたも誰しも共通の

考え方でございますので、今その辺につきましては事業の規模によって町内にお願いする

部分とそれから町外も含めた競争性の中でお願いする規模の部分と色々かみ合わせの中

で事業を発注しておるというのが現状でございます。その他指名業者選定委員会のメンバ

ーそれから落札率の他の町村と比べて差があるようにではないかということも含めて助

役の方から答弁いたしますけれども、これ捉える基準がちょっとどういう基準で捉えてお

聞きになっているかわかりませんけれども、捉える考え方色々ありますので、ちょっとこ

ちらの考え方の例を申し上げてご理解をいただきたいと思います。 

それでは私の方から業者選定の委員会等につきましてのご質問がございました。先程の

初回の町長の答弁にもあったかと思いますが、極めて公正性を求められる契約事務でござ

います。従前から当町におきましても建設工事等の請負業者等選定要領というものがあり

まして、これに基づきまして一連の事務手続きを行っております。そこでこの業者選定委

員会のメンバーでありますけれども、当町の場合もやはり助役が一応何て言うのでしょう

か中心になりまして、それから総務課長、企画財政課長、産業振興課長、建設水道課長、

企画財政課長ここがいわゆる契約事務の所管の事務部局にあたります。総務課はいわゆる

町内の行政の全般的なものを一応考えるという立場で参画いたしておりまして、基本的に

はいわゆる請負業者、請負工事等が非常に多い所管が中心になったメンバーとなっており

ます。それで開催の回数でございますけれども、これは原則といたしまして現在のところ

は毎週１回をセットいたしております。だいたいが月曜日の朝というのが今までの平常で

ございます。これは当然のことでありますけれども、業者の選定をする必要が生じた都度

とこういうことでございます。それから場所でございますが、これは庁内この庁舎内の会

議室を用いております。それからもう１点落札率についてご質問がございました。落札率

につきましては、よくこういう場面におきまして色々と論議をいただいておるところでご

ざいますけれども、非常に入札制度の中では一番目に付きやすい数字でございます。基本

的に落札率と言いますのは、いわゆる予定価格に対する入札額の率とこういうことで捉え

ておりますけれども、若干考え方によれば設計額と予定価格との開きも若干は場合によれ

ばあるわけでございますので、設計額を基本にすれば落札率は若干落ちてまいります。そ

ういうことで何を基本に置くかということをしっかり統一して比較対照する必要があろ

うかと思っております。入札の原則的に手法につきましては、２回までの一応入札が認め

られておりますので、落札率がどの辺までいわゆる予定価格に近づいていくかっていうよ

うなことは昨今の状況では非常に落札率が高くなって、特別業者の方の中にですね、いわ

ゆる基準を外れたような設計単価というものを出してくればでありますけれども、そうい

うことが殆どありませんので、全般的な傾向として落札率は非常に高くなっておるとこう

いう現状かと思っております。それから町内の業者への発注というようなことにふれての

ご質問がございましたけれども、議員今ご指摘のありましたとおりですね、町内業者と町

外から参画をされる業者これを相互に相乗りをかけることによっていい工事が安くでき

るとこういうご指摘があったわけでございますが、当町におきましても当然のことであり
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ますけれども、入札の機会の公平性それから競争原理の活用という点からですね、町内に

営業所を設けておる、あるいは支店を設けておる業者につきましても町の方の選定委員会

の中で一応厳密に審査をいたしまして入札の機会は等しく町内業者と同じ立場で与えて

おるところでございます。町内企業の振興策あるいはまた町内企業の育成策という点から

若干の疑問も投げ掛けられておりますけれども、やはり地域の振興あるいは町内の町のい

わゆる財政面における貢献度というものあるわけでございますので、極力現在のこの時流

に乗っかった競争性の原理を働かせるという意味合いからそういう考えで町は進めてお

ります。以上でございます。 

今、お話がありました業者選定委員会のメンバーに関しては、よくわかりました。ひと

つ提案なのですけれども、業者選定委員会のメンバーは役場の方々がなっていらっしゃい

ますけれども、その中にやはり透明性のあるという決定において町民から選ばれた方で知

識のある方２名ほど期間を決めて選定委員会のメンバーに入れられたらどうかと思いま

す。それは知識のある方でないとこの工事の内容及びチェックするということにおいて

は、難しいかと思いますけれども、そういう目で見ると非常に厳しいチェックも出てくる

と思いますので、今後ともこういう方法もあるかと思いますので考えていただきたいと思

います。次に他町と度々比較して申し訳ないのですが、取材に行きました高森町及び宮田

村も工事に対する方法に関しては飯島町とだいたい同じような状況なのでしたけれども、

大きな工事に関しては住民全体の合意が叶えられるまでよくよく話し合いをするという

ことをお聞きしました。特に高森におきましては、先程森岡議員が町長に説明を伺ったん

ですけれども、耕地担当制に関してですが、これに関しては高森は非常に進んでおりまし

て町内を２２の単位に分け、それをまた７つの区に分け２２の小単位にそれぞれ役場の職

員を派遣しましてその中から要求がありました順に優先順位を付けまして区の方に持ち

上げてまいります。そして区の中でまた順番をつけて７人が集まります。そのとき役場の

職員とともに７人でそれぞれの要望のあった現場を見学にまいります。そのとき例えばひ

とつの区の方で道路工事の補修のここをやって欲しいという要望を出していたのに、その

別の区に行きますとそこの区の方がもっとひどい状況だったりしますと、それを見かね

て、では私の区ではその順位をおたくに譲るのでお宅の方から先にやってくれというそう

いうような話にもなると役場の方おっしゃっておりました。そういうわけで自分の区の要

望だけを性急に求めるようなこともなく、お互いその区がどういう状況なのかを区の方々

が皆それぞれの区を見ながらわかるというそういうことが非常に町政の中でうまく行わ

れているように感じました。それとともに道路のこともひとつの箇所をやるときに道路だ

けではなく、その下にある下水道工事とかその横の側溝なんかに関しても一応調査しまし

てそれを総合的に考えて１ヶ所その道路の表面だけを補修するということはなく、やると

きにはそこ全体を考えてやるという集中的な工事方法もとっていると聞きました。そうい

う点で非常に経費の節減ということを合理的に考えてやるように心掛けているというこ

とをおっしゃっておりました。これはとても大切なことで役場の方々が考えている行政の

あり方ということと各それぞれの町の方達が思っていることが非常にいい具合にドッキ

ングして、それが町政にうまく跳ねかえってその間には非常に合理的な考え方が含められ
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ております。今後耕地担当制を飯島がやる場合に率先してやっている高森町を見学に行か

れるというのはどうでしょうか。非常に参考になることがたくさんあると思います。また、

２２の耕地に派遣される役場の方々というのはすべての職員の方々で末端の調理員の方

もいらっしゃるということを伺いました。職員の方達はそれぞれ自分の仕事を持ってらっ

しゃいますけれども、その仕事以外に地域が現在どういう状態になっているのか、またそ

の地域にとって今何が必要なのかということを町民の目から考えることができるという

ことをその仕事の中で学んでいくという状況が既にできているということは、やはりとて

もいいことだと思います。現在の飯島町が行政システムのあり方がどこかでスムーズに働

いていないからこそ町民と役場職員との溝が深まっている現在、お互いもどかしい思いを

しているのは現状かと思われます。ふるさとづくり計画の中で地区担当制を導入するとい

うことですが、ぜひ高森のシステムを学び、そしてその中である問題も抱えているかと思

いますので、更なる改良を加え８月から実施されるということですが、ぜひ飯島にそのよ

い部分を取り入れて早急に開始して欲しいものだと思います。公共事業は今後益々経費削

減していかなければ自立の道は厳しいものと思われます。今一度それぞれの事業に対して

再確認をし、本当に必要なのか町民に尋ねてもらいたいと思います。また、一つ一つの事

業に対して同じ場所を何度も掘ったり埋めたりするような不合理な工事をしないために

も、計画的な方法と手腕をしてもらいたいと思います。その点については町長どうお考え

でしょうか。 

公共事業の捉え方、特に地元との職員との仕事の繋がり的なことで高森町の例でお話が

ございました。ご承知かと思いますけれども、飯島町におきましてはこの各地元の色んな

公共事業土木、農林、土地改良その他の事業を含めて区あるいは耕地それから水利組合と

いうふうに色んな関係団体が関わってまいります。色んな要望またおびただしい数の要望

をいただいておるわけでございまして、また一方で大きな公共事業の推進も住民の皆さん

のご意見を聞いて図っていく、で、非常今その辺高森町においてはこのひとつの事業をす

る段階で徹底した住民議論を経て公共事業というものをやっていくということでお聞き

しましたけれども、決してこれは飯島町もまったく同じことでやっております。ひとつの

大型事業するにつきましてかつて道の駅もそうでございます。学校の改築、保育園の統廃

合、公園事業、河川事業すべてでございますけれども、すべてこれはまず先に地元に下ろ

した色んなご意見をお聞きして、そして全体の合意形成の中でそれを確実に中期総合計画

の位置付けの中から実施計画に移して、で、予算の補助金あるいは交付金の動向等も取り

付けながら議会に諮って議決をいただいて予算化してやっていくという手法を踏んでお

るわけでございまして、決して飯島町が高森町に比べてそうした面で劣っておるというふ

うには思っておりません。同時にまたいわゆるきめ細かいこの地元の事業の採択にあたり

ましても色んな要望が出てまいります。耕地は区に対して、区は行政に対してというふう

な段階を経て上がってまいりますけれども、これもどこの耕地あるいは区の言葉はあれで

すけれども、事業の取り合いっこというようなことは決してございません。町としまして

はあくまでも現地調査を十分担当職員助役以下やりまして、そして予てからの優先度それ

から緊急度というものを常に現場に合わせて念頭におきながらその位置付けをもう組み
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立ててきておる中での事業実施でございまして、その実施の段階では更にまた地元へ下ろ

して色々とご協力いただき、また地元負担等の問題についてもご理解をいただいて優先度

順序だった事業の採択をしてまいっておりますので、決して飯島町が今までのこの手法が

間違っておるということではございませんし、高森町も飯島町も同様な考え方の中でこの

地域の地元の事業というものは取組んできておるつもりでございますので、ぜひご理解い

ただきたい。この今度始めようとしておりますこの耕地担当制度の職員との問題そのこと

だけをもって耕地担当を設けて考え方ではございませんけれども、もっともっと広く地域

の住民の皆さんとのコンセンサスを得ながら職員の意識としてこれを醸成していくとい

う大きな目的の中に色々とまた情報もいただくことになろうかと思いま。そのことも含め

て確かにこれは耕地担当制度というものは、地元のそうした要望の状況も把握することも

ひとつの任務であろうかと思いますので、そのことの任務も含めて、含めてですね、この

耕地担当制度が実の上がるような方向でやってまいりたいというふうに考えております。

この業者選定委員会の中に部外と申しますか第三者機関の委員を入れたらどうかという、

確かに一見そうした客観的な面もあろうかと思いますけれども、これはひとつの町長から

の諮問的な機関として現在内部の職員でありますけれども、独立した責任のあるこの業者

選定委員会ということで構成しておりまして、したがってこの選定にあたっては非常に慎

重な上にも慎重、それから大局的な状況を把握して同時にその選定を仕様とする事業等に

つきましては、十分今までも行政が歩んできた経過の中での仕事の位置付けというものを

念頭にないとなかなかそれ単独でじゃあ業者だけどうするというような外から意見だけ

というわけにはなかなかまいりませんので、そうした面も含めて本当にそれじゃ外部の方

が入るとすればそのメリットは何かということも徹底的にこう求めながらやはりやって

いく必要もあるということでございますので、これは今後の検討材料でございますけれど

も、現在のこの選定委員会の状況の中で機能は十分果たされておるというふうに私は思っ

ておりますのでご理解をいただきたいと思います。以上です。 

これで質疑を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

４番 平澤議員。 

それではただいまより通告にしたがいまして以下大きく３点について質問してまいり

ます。１つには自立の町づくりに対応する長中期構想について、２つ目としてこの田中県

政コモンズ支援金の評価とこれに取り込む町の対応について、それから３つ目として自立

に向けた農村地域の振興対策について質問を続けてまいりたいと思います。 

最初に飯島町ふるさとづくり計画についてお尋ねいたします。自立の町づくりは今町の

最重要課題であります。本日前任の同僚議員が質問しておりますが、この飯島町の将来を

思う気持ちはそれぞれみんな同じであります。重複しても率直なご答弁をお願いしておき

ます。平成７年に地方分権推進法が制定されて、平成１２年には地方分権一括法が施行さ

れ、国と地方のあり方が大きく変わり、地方自治体は国に依存しなくても自立しうる自治

体を確立することが現在求められております。国が進めているこの三位一体の改革はこの

人口規模が小さくこの税収の少ないこの飯島町にとっては、この行政面にしても財政面に

してもこの大きな影響があるのは確かであります。当町では平成２２年を目標とする長期
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構想及び１７年度を目標とする中期総合計画を定め、現在この計画に基づいてただいまの

町づくりを進めていることは承知しておりますが、この自立の道を選択した昨今、この飯

島町この第４次総合計画はただいまの現状にこれは果たしてマッチしたものなのか、具体

的野件につきましては先程来細部にわたり答弁がありましたので、私はその方向性とこの

位な付けについて町長の総合的な所見をまずお聞きしたいと思います。今年度のこの予算

を見ましてもこの総合的計画的な町づくりの指針はこれは理解ができますが、今後の財政

見通しから見て今までどおりのこの行政サービスを提供していくと、大幅なこの財源不足

を生じ財政は破綻状態にこれは陥るのは確実でございます。住民要望の多い事業、緊急性

の高い事業これを優先的また重点的に実施しながら長期構想に掲げるこの町の将来像の

達成を目指したこの持続可能な町づくりを進めていかなければなりません。この自立のた

めには財政収支の均衡を実現し、この地方分権に対応できる行財政基盤を確立する必要が

ありますし、この住民も行政も今までの意識を大幅に変えなければと思いますが、その手

法についていかがお考えかこれも合わせてお伺いいたします。次に新行政改革大綱がこの

目指す行財政運営についてお伺いいたします。この飯島町新行財政改革大綱はこれは平成

１７年からこの３年間を目標年次として実施し、この３年目に見直しをするものとお聞き

しております。国、都道府県それから市町村の関係が現在上下主従関係から対等関係へと

移行し、この自己決定、自己責任による自立しうるこの自治体が求められているところで

ございます。このような背景のもとでこの当町の目指す行財政運営指針は住民との協働に

よる町づくり先程来出ておるこの公正の確保と透明性の向上、それから厳しい財政運営の

対応、執行体制の見直しとここに掲載しておるわけですが、町政はこれ全町民のためのも

のでありますから町民各層からの意見を吸収する必要があると思います。住民の福祉の増

進とこの能率性、それから組織及び運営の合理化、行政規模の適正化等の地方公共団体の

この努力義務をこの地方分権型社会へこのどのように反映する方針なのか町長の方針を

お尋ねしたいと思います。 

次に田中県政のコモンズ支援金の評価とこれに取り込む町の対応についてお伺いいた

します。県では６月県議会に向けてただいま市町村支援のこのコモンズ支援金の選定作業

が急ピッチで行われております。コモンズ支援金これは信州ルネッサンス革命推進事業の

この趣旨は、未来への提言コモンズから始まる信州ルネッサンス革命のこの具現化を図る

ために地域の軸足を置いた施策や共同して行う創意工夫ある取り組み等この提言の理念

に基づき市町村や公共的団体等が行う事業に対して必要な経費を支援するものとありま

す。これは先程町長答弁にございました。支援金の内容は支援対象団体としては、市町村

それから広域連合、一部事務組合それから公共的団体等これは県内に事務所を有する公共

的活動や地域づくり活動を行うＮＰＯや協議会として、この支援対象事業としては特別と

してはひとつに先駆的でモデル性が高くて且つ他の地域の普及が期待される事業、それか

ら２つ目として事業効果が広域市町村圏を越えて広範に及ぶものと認められる事業、３つ

目として県が実施する事業とこの同等の目的を有する事業で当該目的の推進に資するも

のとありまして、１２の事業区分に分かれております。その内訳は安心安全な暮しの支援、

それから地域交通の確保、それから県教地域等の活性化、やさしい町づくり、健康な暮し
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の応援、それで美しい町づくり、これ魅力ある観光の創出、コモンズビジネス支援、豊か

な新人づくり、協働型の村づくり、特色ある学校づくり、その他地域の活性化の事業区分

に分かれてソフト事業が主体の多岐にわたる交付対象事業がはっきりと明記されておる

わけでございます。先程申しておりますが、この一般枠は予算額が7億円に対して先程言

ってあれですが件数が612件で金額としては20億8千万円余それから特別分が総額3億

円に対して151件で12億 2千万円というようなこの莫大なこの申請がでているのが現状

でございます。支援内容の交付金については、先程町長申しましたこのやはりソフト事業

が１０分の１０以内、ハード事業が３分の２以内とこのように謳ってあります。この県の

あらゆる事業のこのただいま補助金の削減が考える中で、このやはり地域と一番密着して

いるこの各区会これは先程のふるさとづくり計画の中では自治組織のこの役割をしてお

りますので、その事業がこの対象となるようなこのきめ細かくこの利用すべき検討をして

いくべきと私は考えておりますが、この事業に対して町としてまたどのように取組んでい

るのか、それからその状況とこの町長の所見をお伺いいたします。 

次に３点目の自立に向けた農村地域の振興対策についてお尋ねしてまいります。本年３月

に今後１０年程度の施策展開の羅針盤としてこの新たな食料農業農村基本計画が制定さ

れました。その中でこれまでの農業を取り巻く情勢の変化や施策の検証結果等を踏まえて

食料自給率のこの目標を設定するとともに、この目標の達成に向けて生産及び消費の両面

においてこの重点的に取組むべき事項を明らかにしております。また具体的な施策の展開

方向として担い手の明確化とそれから支援の集中化、経営安定対策の確立、環境保全に対

する支援の導入、農地農業用水等の資源の保全管理施策の構築等この新たな政策の方向性

が示されました。当町では営農面に対しては既にこの営農センターを中心にして地域複合

営農を基本に組織農業を推進して飯島町営農センターのこの企画共生それから評価と合

意形成機能と地域営農組合の地域農業マネージメント機能と実践活動によりまして農業

農村づくりをこの全国に先駆けて着実に進め、その効果を上げていることはこれは本当に

高く評価するものでございます。しかし、この永年続いてきたこの米の生産調整もこの大

きな転換期を迎えて米政策改革が進む中で今後の土地利用型農業のあり方はこの競争に

勝ち残る強固な地域営農体制への整備強化とこの地域の環境とアイデアを生かした農業

の取り組みがこれは不可欠であります。そこで今日まで進めてきたこの当町のこの担い手

の育成確保とこの農地の有効利用の現状はどのようになっているのかお伺いしたいと思

います。次にこの元気な地域農業を実現する対応策についてお尋ねします。ゆとりやすら

ぎ等のこの価値観が重視されるようになる中で、この豊かな自然環境や美しい景観に触れ

合うことのできる農村への期待が現在高まっております。地域住民だけではなくて、この

都市の住民も含めた生活を支える共有財産として農村を振興していく必要があります。飯

島町はこの２つのアルプスに囲まれた豊かな自然の中で美しい水と緑が映える自然を生

かした農業を営むことで、環境保全と農産物生産を一体的に捉えた町の全農地 1,086

ｈａと山林等はこの広いフィールドとして自然環境の保全継承と食と農の安全安心の確

立により信頼され期待されるこの農業の展開、農村の活性化に向けた1,000ｈａ自然共生

農場づくりを進めて、この新たな農業ビジネスに取組んでいることもこれも非常に高く評
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価されるところでございます。農村はこの新たな方向が求められ、水田農業と生産調整の

転換、力強い農業経営体の育成とこの法人化、多様な担い手の育成、高付加価値農業の展

開による個性ある産地づくり等ただいま重要な問題は山積されていると思いますが、飯島

町の農業農村にこの元気が出るこの対応策のこの具体的な取組みとこの方策をお尋ねし

たいと思います。次に農業経営基盤強化促進法がこれ一部改正させれましたが、この2010

年を目標とした飯島町農業農村活性化計画にこの影響はあるのでしょうか。日本の食料自

給率は低迷しておりまして、ここ６年間は４０％で横ばいでございます。この国ではカロ

リーベースの食料自給率を一応５割これ以上を目指してこの平成２７年を目標に一応

４５％としております。それに伴いましてこの生産額ベースの食料自給率目標を７６％と

していますが、この現状国民の多くが日本の食料事情に非常に不安を抱いている中で、こ

の買い手のニーズに応じた国内農業生産の拡大を通じて安全な食料の安定供給の確保を

図ることが急務だと思います。その一方でこの農業生産の担い手は減少しており、非常に

高齢化が急速に進展しています。この今こそこの将来にわたる食料の安定供給のためにこ

のはしっかりした担い手の確保が重要な課題であると言うまでもありません。この法律は

担い手に対する農地の利用集積を加速化するとともに、このリース特区の全国展開を実施

する他に増加傾向にあるこの耕作放棄地これの解消防止策を強化するためのもので、この

担い手に対する農地の利用集積の促進では、農用地利用規定の充実によりまして集落営農

の組織化それから法人化、集落営農の役割の分担等のこの明確化、この担い手に対する農

地の集積目標をはっきりと明記し、農地保有合理化事業の充実による農地の仲介機能の強

化、農業生産法人への金銭の出資、それから貸付信託の制度化等を説いてあります。また、

この市町村基本構想における特定法人それから貸付事業の創設では、この耕作放棄地が相

当程度存在する地域においては、この市町村と産業法人がきちんと農業を行う旨協定を締

結し、この市町村が産業法人に対して農地をリースそれから協定違反の場合はリースの契

約を解除できるとそういうふうなことも謳って、それから合わせてこの遊休農地の管理に

関しては農地保有者に対する処置命令これは草刈等を制度化したものだそうです。この制

度はこの町が認めるところの要するに株式会社がこの算入できるようになっております。

既にこの飯島町では地域複合営農の体制強化に取り組んでおりますが、この農業経営基盤

強化促進法これがこの当町のただいまの農業営農に影響があるのかお伺いいたしまして

１回目の質問を終わります。 

 それでは平澤議員のご質問にお答えをいたします。議員からは自立の町づくりに対応す

る中長期の構想について、それから田中県政特にコモンズ支援金にふれてのご質問、また

自立に向けた農村地域の振興策これについてのご質問いただきました。 

まずこの自立の町づくり対応、中長期構想との関連でございまして、飯島町のふるさと

づくり計画は持続可能な自立をしうる自治体としての整合性はあるのかどうか、また新行

財政改革の大綱いわゆる地方分権型に向けたこの対応策についてのご質問でございます

が、先に宮下議員から一部森岡議員のご質問にもお答えしまいたが、一部重複する部分は

あるかもしれませんけれどもお願いしたいと思います。まず、このふるさとづくり計画で

ございますが、申し上げるまでもなく地方分権時代に対応したこの持続可能な自立しうる
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自治体運営を目指すという大前提でございまして、この基本は大規模な広範囲な行財政改

革の大綱の考え方を伴っておるわけでございます。地方分権のこの時代を迎えた今日、各

自治体は行政体制の整備をもう一度し直す、それから財源の確保、住民協働による町づく

り、それから先程来出ております職員の意識改革これが求められるところでございます。

当町ではこうした 課題に対応するために様々な改革を実施をしていかなければなりませ

んが、特に行政改革の整備面では人口の規模それから財政の規模、行政職員の規模またそ

の体制、それぞれが整っていないと多様化高度化する住民のニーズや複雑化細分化する一

方のこの行政需要には十分とても答えて対応できないことが想定をされるわけでありま

す。したがって今後人口１万人の飯島町が人口の多い自治体と同じような行政サービスを

将来にわたって維持していくことは到底できるものではない、これは議員もおっしゃると

おりでございまして、大変厳しい状況になることは明白でありますが、そのためにはまず

ふるさとづくり計画に示されている大規模広範囲な行財政改革を実施をしていくことが

何としてもこれは不可欠となってまいります。こうしたふるさとづくり計画に基づいたあ

らゆる行財政改革を進める一方で、飯島にとって人口増の対策それから活性化対策は最重

要課題であるというふうに再三申し上げております。こうした問題は特に中期総合計画の

中で分科会などを通じてしっかりと議論をしていただきたいというふうに考えておると

ころでございます。この他に中期総合計画の後編、いわゆる後半部の計画の策定にあたり

ましては、最近の地方自治体を取り巻く環境お話にもございました大変大きく様変わりを

してきておるということでございますので、ふるさとづくり計画の改革内容も反映させた

内容としていかなければならない部分が大変多くあるわけであります。飯島町の将来像を

実現するための施策の大綱としての位置付けもございますので、飯島町の方向性を見失わ

ないように策定をしてまいりたいと思います。今後の行政はあれもこれもというような取

り組みは到底できるものではないということでございますので、行財政改革を進める一方

で最重点施策にはポイント絞って積極的に取組んでいくそのことが厳しい行財政運営、住

民の皆さん方に理解と負担を求めなければなりませんけれども、やはり閉塞感のみが漂う

ような町づくりでは困るということでありますから、ひとつそこにはその中にも活力を出

していけるような町づくりを何としてもしていかなきゃならない、このことが人口増対策

であり、また企業導入等も含めた活性化対策であり、その他福祉の面まで繋げていく全体

としての方向性であろうというふうに思っております。 

次のご質問のコモンズの支援金評価とこれに取組む町の現状の対応ということでござ

います。まずこの知事査定の状況というようなご質問でございますが、さっきの質問にも

お答えしておりますが、色々とこのコモンズ支援金の内容等につきましては、平澤議員か

らも今色々と述べられておりますので重複は避けたいと思いますけれども、いわゆる地方

公共団体やその中にある色んな団体が行う地域の特色を生かした取り組み、こうした地域

課題に向けた取り組みを県が直接コモンズ支援金というかたちでもって支援していく、そ

こに地域をかたちづくる人間的な繋がりを求めていくのだという知事の考え方に基づい

て今年度から発足した新たな制度でございますが、考え方としては昨年までございました

この地域振興策である地域総合支援事業飯島町も色々と事業これに取組んでやってまい
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りましたけれども、これを一部発展解消して生まれ変わったというようなことも言えなく

もないというこの制度の内容であるわけであります。お話にございましたように特別枠と

一般枠、特別分と一般分の２つの制度で分かれておりましてそれぞれ率等についてはお話

があったとおりでございます。この中では特別分については、飯島町は現在申請する段階

ではいわゆるお話にございました町の営農センターが主体となって現在進めております

1,000ｈａの自然共生農場づくりこの事業を少しでも支援をしていただくということとし

て現在申請中でございます。また一般分としても申し上げてまいりましたけれども、町民

の健康づくり運動への取り組みの充実というようなことも含めて３事業を現在申請をし

てるところでございます。総額で468万円ということになって現在県で審査中でございま

す。近々方向が出るようにお聞きしておりますけれども、そうしたことで現在申請をして

おりますので、できるだけ申請が認められるように更なるまたお願いしてまいりたいと思

っております。なお、ご承知かと思いますけれども、特別枠については県庁本庁の中で直

接これは知事以下の審査委員会の中でやってまいります。これには直接市町村が加わるこ

とができません。あくまでも市町村長の代表がオブザーバーというかたちで加わってまい

りますけれども、そうしたことそれから一般分については上伊那の場合は上伊那地方事務

所長これが責任者となってそれぞれの申請団体の市町村の代表がこれに参画をしてそれ

ぞれの機関のこの地域の責任者あるいはその他の担当が主体となって審査を経て決定を

されるというふうにお聞きをしております。そこでこのコモンズ支援金、できるだけ行政

自体もそうでございますが、地域に根ざしたこの自治組織的な団体活動を支援する意味で

ぜひひとつそのきめ細かくというようなお話でございます。そのとおりでございますが、

ご承知のようにこれは新年度からの事業で県もそれからそれを受けた町もこの５月の上

旬には〆切るというような非常に足早な最初のスタートでございましたので、一部検討い

ただいた団体もございますけれども、なかなかそうしたことが間に合わなくて、しかも申

請にはかなりのこの具体的な詳細な事業計画がないと取り上げていただけないというよ

うなことがありますので、少し準備不足の面もございました。そのことは十分お伝えをし

て後期にはまた補正がでるやにも聞いておりますし、このコモンズ支援金まだまだこれか

らスタートでございます。来年度以降も創設されると思いますので、十分にＰＲをしてで

きるだけ地元のそうした色んな協働のいわゆる自治の中で取組むような事業がありまし

たらぜひひとつご活用いただくようにまたＰＲをしていきたいというふうに考えており

ますのでよろしくお願いしたいと思います。 

３つ目の質問でございますこの自立に向けた農業地域の振興の農政振興対策でござい

ます。平澤議員におかれましてもこれまで営農センターの副会長という大変重責の立場で

色々とこれまでも参画をしていただいてご尽力をいただいてまいりました。特に担い手の

育成保護と確保と農地の有効利用の現状についてのお尋ねでございますが、ご承知のよう

に農業者の高齢化が進んでおります。地域農業主体的になる経営体の育成が大変重要な課

題となっておるということでございまして、町では農業農村の活性化計画即ちこれは地域

複合への道のパート３というふうに位置付けられておりまして、農業委員会、営農センタ

ー中心にそれぞれパート３の計画を立ち上げていただきました。これに基づいて現在認定
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農業者の育成と合わせて営農組合の担い手法人の育成を進めておるところでございます。

この担い手の法人は地区の営農組合と連携をいたしまして、地区の農業主体となって行っ

ている担い手集団であるということでございます。平成１７年のこの３月に七久保地区に

ご承知のとおり有限会社水緑里七久保が誕生しました。それから田切地区では有限会社田

切農産としての法人化が設立をされ立ち上がってまいりました。いわゆる営農組合担い手

法人そのものであるわけでございます。今後残された本郷地区及び飯島地区においても担

い手法人設立が現在進められておるところでございます。次に農地の有効利用の現状でご

ざいますけれども、飯島方式による農地の利用調整システムこれによりまして麦や大豆そ

れから蕎麦といった作付けの集団化、それから担い手への利用集積それから地区営農組合

とＪＡの農地保有合理化事業これらを色々と組合せながら農地利用の集積の活用を図っ

てきて大変大きな成果を上げておるわけでございます。これは全国的には他の模範である

というふうに言われておりますが、現在この流動化の実績は20.4％進んでまいりました。

面積的には219.8ｈａという広大な農地がこの流動化によって現在進められております。

なお、４地区営農組合の総作業受託をしておるこの実績面積につきましては、642.5ｈａ

というふうになってございます。それから元気な地域農業を実現するための手立てでござ

います。町では営農センター活動を基礎といたしまして町内全戸農家の合意と参加を基本

に取り組みを進めてまいりした。自立して競争力のある農業の確立を目指しているところ

でございます。この推進にあたっては先程申し上げました地域複合営農への道のパート３

これに基づいて 1,000ｈａ自然共生農場づくりこれを目標に土づくりを基本に自然共生

栽培作物の生産の普及それから推進を図って、安全で安心して売れる農作づくりを進めて

まいります。適地適作付けというこの団地化による大豆、蕎麦の栽培を推進するとともに

予算でもお認めをいただきましたように乾燥調整施設の整備を進めて競争力のある産地

としての体制づくりを進めてまいります。なお、また高齢者等にも栽培が可能で果樹園の

廃園地等ございますし、また遊休農地対策等にしてもございますので、この有効な作物そ

して栗栽培に現在取組みをいたしました。町の必要な予算措置でもって支援をしてまいり

ますけれども、これについては既に8ｈａあまりの作付けが一応実現をしてございます。

計画に基づいて今後更に栗の里づくりによる活性化を進めたいということでございまし

て、これを加工するお菓子の業者の方も大変この地域を栗作りの里の適地として大変熱を

入れて真剣に取組んでおっていただきますので、この栽培の方と加工販売の方とが一体と

なって飯島の特色のあるものにひとつまた加わっていただければというふうに考えてお

りますので、ぜひともご協力をいただきたいと思います。更に交流体験の拠点であるアグ

リネイチャー飯島それから道の駅花の里いいじまの整備により都市との交流が次第にで

ありますけれども、大変始まってまいりました。今後ともこうしたことも含めて町の活性

化に向けて都市交流など重要な取り組みとなってまいります。一層の充実を進めて飯島フ

ァン飯島に本当に来たい人達のファンを少しでも多く増やして交流の拡大を図って、物流

の発展を進めていきたいというふうに考えております。最後でございますが、農業経営の

基盤強化促進法に触れての当町に及ぼす影響のご質問がございました。農業経営の基盤強

化の促進法はお話にもございましたように効率かつ安定的な農業経営を育成するという
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目的でもってこれを実現するために農業経営の規模拡大それから生産方式、経営管理の合

理化などを進めていくこの意欲ある農業経営者を総合的に支援をすることが目的として

改正をされたわけでございます。このポイントが１点目としては、集落営農や個別法人経

営の育成、それからその確保による担い手への農地集積に関する内容、それから２点目に

は耕作放棄地いわゆる遊休農地等含まれますけれども、これが相当程度ある地域において

の町の基本構想に定めることによって株式会社等法人への貸付事業の創設が可能になっ

たという点がございます。お話のあったとおりでございます。また３点目に耕作放棄地の

この対策の整備に関することを主な改正の内容として今 162 通常国会で改正し成立をい

たしております。今後政令規則等の整備を行って具体的な実施の運びになってまいります

けれども、そこで当町ではこの１点目の改正ポイントである営農センター機能の充実と地

区営農組合の実践体制によりまして担い手法人の育成及び飯島方式によるこの農地の利

用調整を更に図っていくと、もう相当全国に先駆けたこの利用調整のレベルで水準で進ん

でおるわけでありますけれども、これを更に有効法の趣旨を有効活用していくというかた

ちになります。それから２点目の改正ポイントであるこの遊休荒廃地現在飯島町で約１７

ｈａというふうに踏んでおりますけれども、これの利活用については営農センターそれか

ら地区営農組合あるいは担い手法人の連携によって保全活用の対応が現在見込められて

おりまして、大変色んな皆さん方にご協力をいただいて方向が進んでおります。したがっ

て法のひとつの考え方であります株式会社等への農地の利用権の設定、これについては飯

島町は今現在のところ考えておりません。自分達の手作りによるひとつのこの農地利用調

整の中でひとつ改善していくというふうな位置付けになってございますので、当然のこと

ながら市町村の基本構想への位置付けは予定はしていないところでございます。なお、ま

た３点目の改正ポイントである今後も農業委員会それから地区営農組合と連携を十分取

りながら合理的な農用地の活用に努めてまいりたいと考えております。以上第１回目の質

問に対するお答えといたします。 

それでは２回目の質問をさせていただきます。それぞれご答弁をいただきました。町の

将来に及ぶこの大きな問題で財政運営に左右されますので、抽象的な答弁になるのもこれ

仕方がないと思いますけれど、やはりこの実践計画の中でそれぞれ回答が出た時点でまた

しっかりとお願いしたいと思います。今この自治体が持続可能な自立を目指すときこのふ

るさとづくり計画でこの新たな行財政計画が羅列されておるわけでございますが、この事

務管理経費の節減合理化それから民間委託は先程縷々説明がありましたけれど、この広域

処理の推進これあたりが今後ひとつの大きな問題になってこようかと思います。というの

はこの既定経費の節減はこれは容易ではなかろうかと察するわけでございますので、これ

らの広域処理の推進あたりの問題も視野に入れたかたちの中で色々検討をお願いしたい

ところでございます。こうした状況にあってこの近い将来この実施しようとしているこの

施策についてどのようなお考えか、またこの個性あるこの地方活性化それから循環型社会

の形成それからかなり進んでいるこの飯島ですがこの少子高齢化への対応は、今後この町

政の中で行政需要のこの重点課題にこれなると思いますが、この税収それから交付税の縮

減のもとでこの大変厳しい財政運営指針がこの作成されておるわけでございます。この重
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点経費充当のためのこの行政経費の削減はこれは可能なものなのか、それからこの実践計

画の中でこの早急にこの取組むべき先程申しておりましたこの組織機構改革や人事管理

計画これは計画どおりに進んでいるのか、当初来この町長できるところから取組むそのよ

うな姿勢を申しておられました。この点についてもう一度お伺いしたいと思います。 

それから先程のコモンズの問題でございますが、毎日新聞紙上でこの賑わしておりま

す。この選定過程等は先程言ったオブザーバー関係もございますが、これ非常に経過公表

を拒んでおるというような感触を受けるわけでございまして、この県の市長会それから県

の町村会のこの溝が益々これ深まるんではないかと、そんなような様相にあるような懸念

をいたします。それで各市町村が納得のいくこの期待に応える公正のものなのか、また必

要なサービスができるような改正に向けてこれ町としてもどのような働きをしている所

存かこのまま町長の見解を再度お聞きしたいことと、それから先程申したこの２次査定こ

れから始まるコモンズこれ１年じゃないというかたちの中でそれぞれ今度は耕地担当制

度の８月から実施に伴うもので、私先程申したこの区のあり方、先程森岡議員の方から説

明ありましたこの位置付けっていうかポジション的なものをはっきりさせるかたちの中

で、インフラ整備がこれらのものを上手に活用していけるんではなかろうかと、先程申し

たその県の補助金がカットの中ではここらはいかがなもんでありますか。これも町長の所

見をちょっとお伺いしたいと思います。 

それからこの農業経営者の高齢化によりまして、この農業の将来は明るい展望がないと

して農村の雰囲気が概して暗いというのがこの一般的でございます。先程申したとおりこ

の先進国中食料需給率が最低な我が国が現在以上にこの農村を疲弊されるならば、これは

農村ばかりではなくてこの我が国自体の在率さが危惧されると言ってもこれは過言では

ございません。この飯島町が目指すこの農村地域の推進政策は新たな農業農村づくりに先

ほど申したこの 1,000ｈａ自然共生農場づくりこれを基本テーマとして地域複合営農の

道のパート３この実績を基礎にこの次代に期待されて力強く持続発展していくとともに、

この農業と農村を大事にこの活性化していかなければならないと考えるものであります。

この農業経営基盤強化促進法この改正またこの本国会で法律が先だって成立しました新

しい言葉でございます有限責任事業組合これＬＬＰと申すんですが、これがこれもこの農

水省はこの集落営農の活性化を特に進めるために成立したものでございまして、飯島町は

この日本農業大賞受賞以来この活力ある産業としてこの農業農村づくりを進めるために、

引き続き組織営農体制を充実しながらこの担い手の確保育成とこの地域の特色を生かし

た新しい時代の農業推進に町として先程栗の里づくりこれ 200 万一般会計上してござい

ますが、それらの問題に合わせたかたちの中でこのどう支援して助長をしていくのか、こ

れも再度お聞きしまして２回目の質問を終わります。 

まずこの事務事業の効率化経費の節減というようなことの中で、広域行政幾つかの市町

村の中で共同して事務を処理して経費を節減し、効率のよい行政運営をすべきということ

で全くこれはそのとおりでございまして、現在も伊南行政組合の病院経営をはじめとする

色んな取り組み、それから広域連合の中では介護保険の認定審査の問題それから一番今大

きな課題でありますこのごみ処理のひとつの一元共同化これに取組んでおるところでご
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ざいますし、まだまだこれからも広域的な視野に立った事業を取り組んでいくということ

になるわけでございますが、少しここへきて合併問題等も色々ありまして今後また１８年

度の４月１日でひとつのまた方向の中で落ち着きの中でこうしたものは更にメニュー的

に取組んでいくということは期待しておりますし、またそのことは申し上げてまいるとい

うことでありますので、今後なかなか個々の町村の自立といっても財源的なものもござい

まして難しい面はやはりこの広域体の行政共同体の中で進めていくということは当然か

と思います。ひとつその対応をしてまいりたいと思います。それから新しいふるさとづく

り計画の中で基本に改善改革を進めているわけでありますけれども、これには実践計画を

伴ってまた住民の皆さんにご理解を得てというようなことで今実践計画を進めておる最

中でございます。それから再三申し上げておりますこの中期総合計画の後期分の計画に合

わせてそのことは取組んでまいりますけれども、この計画策定以降私もお話にございまし

たようにできるものはもうとにかくお金のそんなかかるものではない、取組んでいくべき

であるというようなことをもちまして４月からも幾つかの考え方を出してまいりました。

今もう始めておりますけれども、ひとつには今までも住民の皆さんの声を色んな機会で聞

いたりまたご意見をいただいたりというようなことでやってまいりましたけれども、特定

な期日を定めてないかたちの中で推移してまいりましたので非常に留守も多かったり電

話等というようなことでございましたけれども、実際に顔を見て日を定めてやるこの町長

とのホット懇談会もう５月から始めておりまして、過去３回ほど第２水曜日と第４水曜

日、第１の方はお年寄りやなんかを対象にしたこの昼間の時間帯それから第４の方水曜日

は夜間に開催をして、これまでももう５、６人ですか色々と来ていただいて有意義な懇談

をしておりますけれどもそうしたこと、それからこれまでも自由にまた町長なり町の方へ

も電話でも手紙でも何でというかたちでお願いしてまいりましたけれども、これもひとつ

の様式を定めて町長への直接意見を述べるあるいはご意見を聞く手紙というかたちでこ

れも４月早々からスタートしてまいりまして、かなり多くの今色んなお便りをちょうだい

しておりまして、すぐ対応できるものまた今後の課題のもの、それでできるでけそうした

ご意見をいただいた方にはどういうかたちにしろこのことが分かりやすく、またご返事が

できるようなかたちで今職員を通じてできるだけご返事をしておるような状況でござい

ます。それから更にはまた住民の皆さんとの利便性をあれした住民ポストのことも、こと

は小さいかもしれませんけれども、ある程度の利便性を入れながらこれも予算を認めて先

般いただきましたので早速その設置に取りかかって様子をみてまた増設も考えていくと

いうかたちになろうかと思います。それから８月から予定をしておりますこの職員の耕地

派遣制度担当制度でございます。これも近々総代さんにお願いして色々とご意見いただき

ながらとにかくスタートして地域に皆さんとのコミュニケーション職員とのパイプとい

うものを十分持ってそれが行政の組織としての非常に風穴が通るような方向で考えてい

きたいということでございますので、これも実現していくように今現在予定しておりま

す。その他色んな大きな課題色々あるわけでありますが、これはもう少しの時間をかけな

がら財政の問題も伴いますし、それから住民の皆さんが本当にそれを取り入れてくださっ

て共通の認識の上でこの町づくりができるかどうかということもございますので、ぜひひ
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とつ自立を選択した以上住民の皆さん方のひとつの目線もそこに当てていただいて共々

にご協力いただきたいなというふうに思っております。 

それからコモンズ支援の問題でお話にございましたように行政の仕事も勿論でありま

すけれども、地域にこの根ざした非常にユニークな身軽なところからこのそれが全体とし

て相乗効果の出てくるようなこの地域の取り組みに対してのこのコモンズ支援金という

のが非常に大切だと思います。型にはまったものだけでなくてですね、その辺も県特に知

事さんの方も強い思いがあるわけでございまして、できれば今後は色んなかたちで呼びか

けてＰＲをしながらそうした取り組みをぜひ地域の団体なりサークルなりこれはひとつ

のルールの範囲内に限られるわけでありますけれども、活用いただくように私も期待して

おるわけでございますが、ただ区や耕地のインフラ整備に道路や河川や水路だというよう

なことのハードな部分について、ハードという部分もあるわけでありますけれども、ちょ

っとその辺についてはメニュー的に定かではございません。今担当課長の方から補足して

申し上げますけれども、少し厳しいかなというふうな実感はしておりますけれども、その

他のこのコモンズの支援金の中で地域で取り上げていただくことは非常に多いだろうと

思いますので、またＰＲしてまいりたいと思っております。 

なお、また農政問題で平澤議員ご承知のとおりであります。町はこの営農組織というも

のが組織営農というものが非常に全国的にも先進地として捉えてその実績を残してきて

おるわけでございまして、特に営農センター営農組合が中心になったこの営農企画の問題

や、それからまた農地の利用調整の問題、機械利用の問題それから今度の一部法人かも含

めてそうでございます。非常に全国的にも観たる位置付けでもって歩んでまいりました。

このことが新しいまた法律とも十分連携しながら早くして更なる町の農業振興のために

非常にこれは町の財政問題との中で農業をどうするこうするという問題とはまた別個な

時限の問題もございます。そういう意味で農業農工商これはそれぞれの連携し合いながら

切っても切れないそれぞれの立場にあるわけでございますから、ひとつ更なる担い手の育

成も含めた農業振興のためにも意を注いでいかければならないというふうに考えており

ます。以上２回目のお答えとさせていただきます。 

それではコモンズ支援金の関係で申し上げたいと思いますけれども、先程来申し上げて

おりますようにこの県本庁採択分の特別分の中に事業例として色々内容を示した資料が

あるわけでございますが、その中に協働型の町づくりということで例えば田直し、道直し

など住民と協働で進める基盤整備という項目はございます。ただその最初の部分で先覚的

でモデル性の高いもの、効果が広域的なもの、県事業との協働性が高いものとこういうふ

うに言われております。したがいましてそこらを踏まえてどのようなこの位置付けがその

事業に位置付けができるかということで採択順位が決められるのではないかというふう

に考えております。また、地方事務所採択分、一般分と言っているんでありますけれども、

これにつきましても上伊那地方事務所では独自のこの採択の枠を順位を決めておりまし

て、分権型社会形成事業、共生型社会形成事業、循環型社会形成事業、それから地域活性

化事業とこれに重点的に配分しますよとこういうように言っております。また、上伊那の

枠と言いますか配分額でございますけれども、報道によりますと4,970万円、4,970万円
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を１０市町村あるいはその以上の団体で割り振るということでございまして、例えば１５

年度１６、１５その前までは地域づくり総合支援事業という名称で言っておりました。

１５年度その地域づくり総合支援事業の上伊那へ配分された額が4,840万円であります。

ですのでそこらを見なすと過度な期待はいかがなものかなという思います。以上でありま

す。 

それでは最後の質問をさせていただきます。自立の道を選択してももう早くも４ヶ月目

へ入ったわけでございます。財政等厳しいこの状態の中で多岐茫羊とは思いますが、行政

運営及びこのサービスのあり方についてこの多数の住民がこの強い不満を感じているこ

とはこれは明らかでございます。それで町民の皆さんにこの分かりやすく納得のいく説明

が必要だと思います。先程町長この５月から行われている町長とのホット懇談とかその町

長への手紙、これは本当にある一部の住民に過ぎないと思うんです。それで多くの住民に

納得理解を求めるためにはこの今後このどのような手法それから周知しようとしておら

れるかちょっと最後にお聞きしたいと思います。それでまたこの飯島町の将来を考えたこ

の健全な財政運営の実現に向けたこの積極的な取り組みこの町長の決意をお聞きして質

問を終わります。 

自立を目指してスタートをしたこの飯島町、今後ともふるさとづくり計画の中では色ん

なかたちの中で住民の皆さんとの意見を重ねながら歩んできた経過がございますけれど

も、こうした段階に至りまして更にまた中期総合計画のひとつの策定作業の段階、それか

らふるさとづくりの実践計画の肉付けの問題色々あるわけでございますので、手短なこの

耕地担当制度等につきましては、この１５日の日に区長総代さんにお願いして内容説明し

ながら少し触れて申し上げていかなきゃならんと思います。９月にはだいたいその辺の新

しい実践計画の内容というものが煮詰まってまいりますので、各地区ごとにまた説明会を

もってですね周知をしてご意見を聞いていくということでございます。また中期総合計画

を進めていく作業の中でも一般の皆さん方にも入っていただいて、そしてそのご意見を聞

いた中で分科会方式の中で特に町の厳しい自立の中ではありますけれども、その故に人口

増、活性化、振興対策というものをひとつ意見交換しながらやっていくという方向になっ

ておりますので、引続いて色んなかたちでその他にも出前講座やまた言っていただければ

いつでもまた理事者担当それぞれ説明の機会は吝かではございません。そんなことで進め

てまいりたいと思っております。一にも二にも自立をしていく上で更なる活力を目指して

いかなきゃならない、人口をどうする増をどうするのか、それから企業導入あるいは住宅

政策の問題含めて十分にまた中期総合計画あたりの分課会の段階で検討していただくと

いうことで、私からもぜひお願いしてそのことを議論を深めていただくように考えてまい

ります。よろしくお願いいたします。 

終わります。 

ここで休憩をとります。再開時刻は３時１５分とします。休憩。 

 午後３時００分 休憩 

 午後３時１５分 再開 

休憩を解き、会議を再開します。 
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一般質問を続けます。１０番 松下寿雄議員。 

それでは最後の質問者になりました。町長大変同じような質問が繰り返しあったわけで

し、疲れておるとは思いますけれども、また私も同じような質問をするはめになって大変

恐縮な面がございますが、よろしくお願いいたします。大きく分けて１つとして行財政運

営について、２として財政の確保とその対応は、３つ目として伊南バイパスの現況につい

てお尋ねをいたします。 

市町村合併も意向調査によりまして飯島町は自立に向かって１７年度の行財政運営の

執行に入っております。地方分権に対する行政運営は町民の多くの声を求め、官の時代か

らまさに民の時代と社会環境の変遷に伴い自治体は自己責任において後退することなく

行政運営を図ることがもっとも理事者としての責務であります。それには住民の生活を守

り地域の産業活性化の推進を図らなければなりません。小泉内閣は地方分権推進法のもと

に更に第２次の合併を推進し、三位一体の改革を推し進め補助金制度を交付金として削減

し、税源移譲、地方交付税の見直し削減を図ろうとしております。国地方を合わせた債務

残高は今までも繰り返し言われておりますように730兆円、また一説には1,000兆円とも

言われておるのが現状でございます。それがために国は安定財政計画として三位一体の改

革、市町村合併を推進し、合併した市町村には合併特例債を合併しない自治体にはより以

上の地方交付税を削減していく、これが政府の方針かと思われます。しかしながら伊南市

町村は自立の道を選択したのであります。国は景気は回復しつつあると言っております

が、地方は決して国が示すような経済状況ではありません。国県においてもまた自治体を

含め厳しい時代を迎え当町においても１７年度予算編成をされたかと思います。町の決算

の中で１３年度町税は約12億円、地方交付税約18億円が１６年度では町税が約10億円

地方交付税約14億 6千万円かと思います。その対比を見ましても財源の減少は明らかで

あります。一方財政需要は高まり福祉の充実、子育て支援、環境整備、公共下水道整備事

業等住民の要望に対する対応するには財政上大変厳しいものがあると存じます。国県地方

ともに厳しい財政事情を背景に飯島町第４次総合長期構想が計画され、更に中期総合計画

前期が策定をされております。まさに新世紀に向かってみんなが作る自然豊かなふれあい

の町を目標として各種の事業の推進にあたり実施計画により行政運営に努められて今日

に至っておりますが、第４次総合計画に基づく前期計画の実施状況はどうであったのか。

また評価をどうされておるのか町長のご答弁を求めます。町ではこれから基本構想の後期

にあたる中期総合計画を策定するにあたり既に計画されております飯島町ふるさとづく

り計画がありますが、先程も同僚議員からの質問にありましたように整合性をどのように

もっていくのか、実施計画で見直しをしていくようになるとは思いますが、中期総合計画

を優先していくのか、それともふるさとづくりを基本にしていくのかお伺いをいたしま

す。そんな中で先頃日銀松本支店は県内の４月の主要経済統計をまとめた最近の県経済動

向を発表しておりますが、総論で県内経済は全体としては回復に向かいつつも足踏み状態

が続いていると慎重な見方をしております。景気動向指数を見ましても景気を大きく押し

上げる要素は見えません。今後こうした厳しい経済状況、社会情勢の中で飯島町の行政運

営をどのように施策対応するのかお伺いをいたします。 



 - 55 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町  長 
 
 
 
 
 
 

２として財源確保とその対応についてお伺いをいたします。先程も申し上げましたが、

経済環境は厳しいものがあり法人税の落ち込みそれらによる失業者は増加し、所得税の減

少と町民税自主財源の確保が難しい現況かと思われます。一方歳入不足の中で一般会計か

らの特別会計への繰出金は約4億2千万余円、伊南行政組合、上伊那広域行政組合への交

付金は1億円以上に上がると思います。また歳出面で最も憂慮すべき人件費、扶助費、公

債費、補助費等でありますが、行財政運営で十分配慮しなければならないと思いますので、

その対策として行政改革を強化して町長は機構改革を１０月頃と発表されておりますが、

また各種補助制度の更なる見直し改善を図る必要があると思われますがどうお考えかを

お伺いをいたします。また財源確保の面で少子化高齢化が進む中で自主財源の確保をどの

ように考えているのかその施策についお伺いをいたします。少子化率1.29 と言われてお

りますが、飯島町のここ３年間の出生数の推移をお伺いをいたします。また、直近の高齢

化率はどのくらいかお伺いをいたします。また、予算の執行上最も必要とする財源であり

ますが、３月議会でも取り上げましたが、町民税、固定資産税、国保税その他諸税につい

ての滞納額が増加しているのが問題でありますが、過年度現年度含め内容状況について執

行状況、対応策についてお伺いをいたします。納税は町民の義務でありますので、適切な

る法定処置が本来はなされなければなりませんが、税法上の処分方法で執行を考えている

のかどうかもお伺いをいたします。 

３つ目といたしまして伊南バイパスの現況についてお伺いをいたします。昨年１月１９

日の知事発言で一時はどうなるかと心配されました伊南バイパス飯島工区も地権者の方

はもとより地元関係者、商工会等の皆様方町民の熱意により知事発言を撤回することがで

き、現在本郷地区の用地買収に入っているのが現況かと思われます。今後本郷飯島田切地

区の状況についてどのように進めていくのかお伺いをいたします。とりわけ地権者、周辺

の住民の方々は関心が高く、また心配をしておるのが事実でございます。当然地元説明会

等頻繁に行っていくものとは思いますが、予算の執行状況により予定も変更を余儀なくさ

れる場合も想定されるわけですが、そのようなことのないように願うものであります。先

頃は飯島地区内景観形成協定認定交付もされまして、地元の期待も高まっております。こ

のバイパス問題は単に飯島町の問題だけではありません。上下伊那を結ぶ大動脈であり、

今後の経済発展また災害時の緊急道路でもあります。また飯島町の発展のためにもアクセ

ス道路の整備も町の責任において限られた予算の中ではありますが、着実に進めていかな

ければならない問題だと思います。町長のお考えをお伺いをいたします。これで第１回の

質問を終わります。 

それでは本日最後の質問である松下議員の質問にお答えをいたします。松下議員からは

行財政運営の問題それからそれに対する財源の確保の問題それから伊南バイパスの現状

ということで３つのご質問をいただきました。 

まず最初の行財政運営の中での基本構想中期総合計画の対応についてであります。中期

総合計画の策定それからまたふるさとづくり計画との整合性これらについては、宮下議員

はじめ何人かの議員のご質問にもお答えをしてまいりましたけれども、飯島町では平成

２２年この２２年度を目標とした第４次長期構想を平成１３年度からスタートをいたし
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まして、同時に策定した前期の５ヵ年にわたる分中期総合計画でございます。これは１３

から１７年度今年で一応５年が終了いたします。これによりまして具体的事業を推進をし

てまいりました。本年度において１８年度から２２年度までの後期５ヵ年の中期総合計画

を策定してまいるという再三申し上げているとおりでございます。そこでこの最初の５年

間の中期総合計画が終了をするについて、これまでのこの事業実績と申しますか事業内容

それからその評価はどうかというご質問を最初にいただきましたのでお答え申し上げま

す。現在の中期総合計画に基づいて町づくりが始まって間もなくこの地方分権に伴う三位

一体改革の影響で当町における財政計画は大変厳しい方向での見直しを余儀なくされま

した。その結果徹底した経費の削減を図るとともに、優先度によって事業を絞り込んで実

施をしておる状況でございます。この結果、この計画期間中に実施をできたもの、あるい

は着手をしたものそれから当然のことながら未着手のものもあるわけでございまして

様々でございます。前期の中期総合計画の中で計画した多くの事業については、住民の皆

さんとの合意のもとに計画に沿って進めてまいったところでございます。基盤整備の面か

ら申し上げますと、懸案だった国道153号の伊南バイパスあるいは竜東線の整備に着手す

ることができました。それから幹線道路の整備に向けてこれらの着手ができたということ

でございます。その一方で下水道事業の関係では処理地区のエリアの見直しを行いながら

も七久保公共下水道に昨年から着手をすることができました。全町水洗化に向けての基盤

整備の仕上げの段階に入ってきておるということでございます。なお、また一方で老朽化

した町営住宅の建替えについては、財政面から遅れておるのが現状でございます。また、

福祉面では福祉サービス全体を見直す中で真に福祉を必要とする人に対して支援ができ

るよう制度としての福祉の充実を図るように転換をしてまいりました。また、保育園につ

いては保育サービスや子育て支援の充実という行政改革の観点からも含めて東部保育園

の再編整備に着手をし現在進めておるところでございます。なお、また産業面では特に農

業面では営農センターや地区営農組合を中心とする地域複合営農の充実を図るととも、道

の駅アグリネイチャーなどの基盤整備と相まって都市と農村の交流が活発に進められて

きておることでございます。なお、懸案の久根平工業団地大変長期経済低迷の中で売却で

きなくておりましたけれども、最近企業進出が決定をいたしましてこの点雇用や経済など

の多面的な効果が期待をされるところでございます。前期計画の中でも住民参加と施策等

を位置付けまして、住民の参画をお願いしてまいりましたけれども、住民との行政の意識

が必ずしも一つになっていなかったという課題として受け止めておりまして、今後は協働

の町づくりの目標を明確にしながら住民の皆さんと行政が対等の立場で協力し合いなが

ら協働の町づくりを進めていく必要があるというふうに認識しております。したがって前

期計画の実施状況全般につきましては、現在所管課で施策ごとに何をどの程度実施をして

きたかをまとめておる段階でございまして、まとまり次第公表してまいると同時にこの前

期計画の評価については今度新しい中期総合計画の策定にあたって実施をいたしました

住民意向調査これにもうその項目を設けさせていただいておりまして、各施設に対する満

足度あるいはその重要性についてそれぞれ４段階評価でもってお答えをいただくように

設定してございますので、これもまた職員の達成度の評価検証と合わせて総合して施策ご
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との評価として今後明らかにしていきたいというふうに考えておりますのでよろしくお

願いしたいと思います。そこでご質問でございました中期総合計画の今回の策定にあたり

ましては、素案づくりのワーキンググループとして７つの分科会を設置して十分な検討を

行って最終的には素案をもって基本構想審議会に諮問を申し上げ答申をいただいて１８

年の２月末に計画策定ができるように進めてまいりたいと思っております。今回の計画策

定にあたっては、新たな試みといたしまして素案づくりの段階から住民参加をいただくと

いうことで再三申し上げてまいりましたが、このことによって住民と行政が信頼し協力し

合って町づくりを進めていくことをお願い申し上げる次第であります。次に今後の財政計

画と諸施策をどう進めるかについての点でございます。お話にございましたように今後の

行財政運営を考えると最近の地方自治体を取り巻く厳しい環境十分考慮に入れて判断を

していく必要がございます。特に小さな自治体が地方分権時代に対応した行財政運営を行

うことは、行財政基盤の面でかなり厳しい状況にあるんだということは認識をいたしてお

ります。またこのことは今後自治体間の格差が今まで以上に生じることも想定されます

し、そのことで行政サービスがあれもこれもと他市町村と同じようにというようなわけに

はなかなかいかない時代を迎えてきておるわけでございます。当町では既にお示しをした

ふるさとづくり計画を基本にいたしまして大規模な行財政改革を進めてまいりますけれ

ども、改革には住民との協働が不可欠となります。再三申し上げているとおりでございま

すけれども、住民の皆さんにも積極的にこの町づくりに参加をいただいてお願いをしたい

と、そして町をよくするために町を元気にするための提言や行財政運営に対する建設的な

ご意見をぜひお寄せいただいて一緒になって町づくりを考えて実践をいただきたいこの

ように思っております。それと同時に区や耕地を通じての魅力ある地位づくりにも積極的

にそれぞれの住民の立場でぜひ参加をいただきたいというふうに思うわけでございまし

て、なおまた、行財政改革を推進するにあたりましては住民サービスや各種の補助制度こ

れの見直し削減というものがお話にございましたように当然避けて通れないことでござ

いまして、住民負担の増加を伴うこともぜひひとつご理解をいただいて高率的な機構改革

につきましても９月までにはその内容をお示しをして準備時間を経て新年度の４月から

実施の方向で計画を今現在進めておりますので、ご理解をいただきたいと思います。なお、

今後は新しい厳しい行財政改革を進めながらポイントを絞ったこの諸施策の展開という

かたちでの行財政運営なろうかというふうに考えております。次のふるさとづくり計画と

この中期総合計画の後期分の整合性をどう図るのかということで宮下議員の質問にもご

ざいましたけれども、もう一度申し上げたいと思いますが、この位置付けにつきましては

中期総合計画は基本構想実現のために取り組むべき施策を具体化体系化した町づくりを

基本にしていくという基本計画でございます。この一方で昨年策定をしたふるさとづくり

計画は基本構想あるいは中期総合計画に沿った持続可能な町づくりを目指したこの行財

政改革を中心にした計画であるわけでありまして、いずれもこの目標年度は平成２２年と

いうことで一致しておるわけでございますが、位置付けからいくと中期総合計画が上位計

画というふうに位置付けられることになるわけであります。ただふるさとづくり計画はこ

のふるさとづくり審議会を設けて、また耕地単位の住民懇談会を開催を重ねて十分な検討
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の末に策定答申をいただいた計画でございますので、今回中期総合計画を策定する上にも

当然このふるさとづくり計画を基本とすることが合理的であり効率的であるというふう

に考えます。したがいまして今回の中期総合計画では、ふるさとづくり計画で審議された

事項については極力重複審議を避けて重点課題に絞った審議をしていただくというふう

に考えておりました。具体的にはこれからの町づくりの基本である協働の町づくりそれか

ら人口増対策、地域の振興活性化対策のこの３点、町の将来の活性化の方向に結びつくよ

うな基本的な重要的な３点がこの審議議論の中心になろうかというふうに考えておりま

す。したがいまして何回も申し上げますように最終的には新たに策定をする中期総合計画

とこの今あるふるさとづくり計画は必ず整合性がとれるようにこの時代的背景を伴った

整合性を取れるような配慮をしていかなきゃならないというふうに考えております。 

次にこの財源確保の対応の問題でございまして、最初に税等の公共料金の滞納状況のご

質問がございましたので、概略私の方から申し上げてまたお願いしたいと思いますが、現

在の滞納の現状につきましては、町税それから保育料、介護保険料、それから住宅料、上

下の水道料金それから学校給食費を含めまして年度末１６年３月の末これ出納閉鎖を伴

っておりますので実質的にはその整理をした５月の末というかたちについ先日になるわ

けでありますけれども、総額で7,600万円少し余というかたちの滞納となっております。

この滞納額の内、約７割の5,200万円を町税の滞納が占めておるということで、行財政運

営に大変大きな課題であり問題でありたいへん厳しい状況にあるということでございま

す。また、この町税の収納率につきましても納税者この意識の変化と申しますと最近の経

済状況も色々と影響しておるわけだと思いますが、そうした影響で年毎に低下しておる大

変厳しい状況これは全国的にそういう傾向であると思いますけれども、当町もそうした例

に違わないわけでございまして、厳しい状況が続いております。こうした中で町では何と

しても少しでも滞納額の減少を図るために各課所管のそれぞれの問題課題についての対

応はもとよりでありますけれども、組織としては助役を中心にした関係課によるこの収納

対策会議これを組織して徴収率の向上に努めておるわけでございます。関係職員本当に

折々にふれた一丸となったこの必死になっての日夜にわたるこの努めてこれの滞納の解

消に向けての努力もぜひひとつご理解をいただきたいわけでございますけれども、なかな

か少しずつで効果は上がる面もありますけれども、現実は厳しいということで先程の年度

末出納閉鎖後の滞納額の累積になっておるというかたちでございます。その上で更に今後

は地方税法あるいは法律的にはこの国税徴収法という厳しい法律があるわけでございま

すけれども、これに基づいた財産の調査それから差押さえ等の強制徴収の厳格な適応も含

めてこれまでも一部実施をしてきておりますけれども、そうしたことも含めて収納対策の

強化を図ってまいりたいというふうに考えております。なおまた、納税者の納税しやすい

環境づくりや収納強化の体制に向けての検討を引続いて色んな手を考えて重ねてまいり

たいと思っておりますが、ぜひこの納税意識等にかかる問題から始まってですね、これか

らの町づくりに向けた住民の皆さんのご理解を税のあるいは公共料金の公平性平等性と

いう観点からもご理解をいただいてご協力をお願いしたいなというふうに思っておりま

す。なお、ご質問にございました過年度、現年度別、区分別の状況等あるいは税法上の具
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体的に処分の内容等については担当課長の方から申し上げたいと思いますし、それから町

の活性化人口の問題に絡んでの最近におけるこの町内の出生率それから高齢化率等につ

きましては、それぞれ担当課長の方から補足してお答えをさせていただきたいと思います

のでよろしくお願いしたいと思います。 

次に伊南バイパス153の問題でございますが、３地区の現況と用地買収それから工事の

進行の今後の課題ということについてでございます。ご承知のように153号伊南バイパス

建設事業につきましては、昨年の４月田中知事との懇談において最終的に飯島工区の事業

再開が確認をされたところでございまして、それ以降国土交通省の飯田国道事務所の全面

的なご支援のもとに関係者のご理解とご協力をいただいて本日まで順調に、順調と申しま

すか少し色々ございまして遅れた面もございましたけれども、もとの計画に沿った事業の

推進が現在進んでおるところでございます。ご質問の３地区の現況についてでございます

けれども、まず本郷地区については昨年１１月に用地単価の確認書の調印が全地権者と間

で執り行われました。念願の用地補償買収がスタートをしたわけであります。そして今年

の３月までに本郷地区全体の約１５％5,000 ㎡分の用地が国の単費で買収になったわけ

でございます。更に今年度１７年度は国が用地国債5億円を投入いただきましてこの６月

から町の土地開発公社による用地の先行取得方式で本郷全体の７０％にあたる約 27,000

㎡の用地買収に現在入っております、また残りの4,000㎡分につきましても引き続き残り

１８年度のおいて買収してまいる予定でございます。次に飯島地区でございますけれど

も、昨年１年間事業が足踏み状態になっておったわけでございますが、本年度は地元対策

委員会との設計協議を再開するとともに、各地権者の皆さんとの個別協議も積極的に進め

てまいる所存でございます。色々と今打ち合わせをしていただいている最中でございま

す。更に建設につきましても、県道の飯島停車場日曽利線いわゆる日曽利線までを一つの

区間として用地測量と補償物権の調査に入っていただいた年度内には用地単価確認書の

調印にこぎつけてまいりたいというふうに考えております。そして１８年度には飯島区に

おいても本格的な用地買収がスタートできるよう努めてまいる予定でございます。続いて

田切地区の状況でございますけれども、一昨年の５月に地元対策委員会に対して予備設計

の説明会を開催をして以降事業は一時中断をしておるわけでありますけれども、今後本郷

飯島地区における事業の進捗状況に合わせて地元との設計協議に入っていただく予定に

なっておるわけであります。今後の用地買収や工事の進行と課題でありますけれども、用

地買収につきましては今後も引き続き国で用地国債をセットしていただきまして順調に、

順調と言うかなかなか国の公共事業もマイナスシーリングの中で厳しいわけであります

けれども、ほぼ計画通り伸びていくものというふうに期待をしておりますし、そうした感

触も得ておるわけでありますけれども、工事のその着工時期につきましては昨年の６月の

議会においてご説明申し上げたとおりこの駒ヶ根工区を優先して投資効果を上げたいと

いうことの意向がございました、駒ヶ根工区は平成１９年度末までに全線供用開始をさせ

て、飯島地区への工区への工事着手につきましては平成２０年度を目安に本郷地区から入

っていただく見込みであるというふうに言われております。今後の課題といたしまして投

資的効果をできるだけ早く上げるというような意味からもバイパス建設事業の進行に合
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わせて街中を走る現国道 153 号との結ぶアクセスの道路を整備していくことが大変大き

な課題であるわけであります。この伊南バイパスの建設事業は自立の町づくりを選択した

今日においても将来の町づくりの欠かせないこの一大プロジェクトであり重要な位置付

けであることは変わりないわけでありまして、伊南バイパスの早期全線開通のために町の

幹線アクセス道路の整備が大変重要な課題となってまいりますので、大変厳しい状況にあ

るわけでありますけれども、今後町民の皆さんと十分協議をしながらこの整備を進めてま

いりたいというふうに考えております。以上１回目のお答えを申し上げてまた細部の数字

的なものにつきましては、担当課長の方から説明させていただきます。よろしくお願いし

ます。 

税の税目別それから現年度、過年度別について少し申し上げてみたいと思います。現年

度と言いますと当然１６年度の滞納金額でございますし、過年度と言いますと１５年、

１４年、１３年と過去のものでございますけれども、まず個人住民税でございます。現年

度が402万626円それから過年度分が704万6,054円、法人税でございますけれども、現

年度が10万、過年度が19万2千、固定資産税でございますが現年度は869万1,500円、

過年度分が 1,243 万 7,390 円、それから軽自動車税が現年度 22 万 9,400 円、過年度が

36 万 2,200 円ということで、単純な税だけでいきますと 3,307 万 9,170 円ということに

なります。それから国保でございますが、国保税は現年度が907万3,100円、それから過

年度分が991万7,200円ということで1,899万300円というのが現状でございます。です

ので両方、税と国保を合わせますと5,206万という数字になってくるわけでございます。

なお、滞納処分等の法律に基づいてやっているかというようなご質問でございますが、当

然それが基本でございまして滞納処分をするときには国税徴収法に基づいて、その他のも

のについても地方税法に基づいて処分いたしておりますし、不納欠損執行停止というよう

なことをやってまいってございます。現況としてはそういう現況でありますのでお願いい

たします。 

それでは飯島町の過去３年間の出生の数につきまして説明いたします。１４年度は７９

人、１５年度８１人、１６年度５１人というようになっております。次に高齢化率でござ

いますが、１４年度が26.02、１５年度が25.75、１６年度25.98以上になっております。

以上です。 

それでは第２回目の質問をいたします。苦しい中にも長期総合計画の前期がだいぶ事業

執行が成されて良ったなという面もありますけれども、その反面平たく言うと町の借金も

それに従って増えておるとそういうのが現状でございまして、これからの行財政運営が

益々厳しくなるなとそういうことを実感をしておるところでございます。そんなことで財

源の確保ということで２回目の質問をいたしますが、先程も町長言われました人口対策と

か色々手を打っておるのが事実でございますが、なかなか宅地開発を行っても今までは、

まあまあそこそこ順調にさばけたという面がございますけれども、なかなか開発をしても

短期には売れないというそういう現状が続いておりまして、非常にまた財政の面では圧迫

をする面があります。そんなことで何としてもやっぱり若者定住対策それから今までも同

僚議員からも色々縷々質問があったり説明があったりようにこの風光明媚な飯島町をど
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うやって売っていくかそういうことがこれからの課題になるわけでございます。そんなこ

とでぜひ生産人口を増やす若者が定住化されるようなぜひ政策を考えていただきたいと

そんなことを考えるわけでございまして、それにはやっぱり優良の宅地開発と言いますか

そういうことをやっていかなければならないのでは、もうある程度そういう開発はもう民

間に任せてやっぱり民間のノウハウを生かした中でむしろ任せた方が町としての財政負

担が伴わないのではないかとそんなふうに考えておりますので、発想の転換をしてやっぱ

りこれから自立の町づくりに向かっていくのが重要な課題ではないかとそんなふうに思

われるわけでございます。それにいたしましても町には公共住宅ストック総合計画住宅マ

スタープランまた飯島町都市計画マスタープラン等あるわけですけれども、なかなかこの

ふるさとづくりの計画を見ましても実行なかなか不可能かなという現実問題としてはそ

ういうふうに憂慮をされるわけでございますけれども、ない袖は振れないと言ってしまえ

ばそれまでですが、それを何とかやりくりするのが行政のトップの責任でもあると思われ

ます。これは住民と一丸となってやっぱり知恵を出し合い苦しくとも自立を決めた限り新

しい町づくりを進めていく責任があります。改めて町長の決意のほどをお伺いをいたしま

す。また先程も町長ご答弁にありましたように懸案だった久根平の工業用地も優良企業の

進出が決まり１日も早い操業を期待するものであります。なお、お聞きするところにより

ますと飯島町へまだ進出したいというような企業もあるやにお話を伺っておりますが、そ

の点差し支えがなければお聞かせを願いたいと思います。町民として協力できるものは協

力すべきと思いますのでお伺いをいたします。先程質問で出生数をお尋ねいたしました

が、お聞きのとおりでございまして７９人、８１人また平成１６年は５１人というこの出

生数で驚くべき数字でございますが、何か特殊要因があったのかお伺いをしたいと思いま

す。また高齢化率も２６％まさにこれ４人に１人が６５歳以上ということであります。当

町では人口減少の先例を切っておるように思いますが、若者対策をどのようにするこの問

題は飯島町独自だけで考えて解決できる問題ではありませんが、国はもとより広域行政ま

た各企業の協力を得る中でやっぱりこの少子化対策に何とか歯止めを打つべく対策を考

えていかなければならないのではないかと私は考えますが、町長どのようなお考えかをお

伺いをしたいと思います。 

滞納についてお聞きをいたしましたが、３月の時点で前課長それからお話がありました

が、500万余円徴収できたというお話でございましたが、その努力は多とするものであり

ますが、滞納額の推移をみますと年々1,000万近いぐらいの増加をしているのが現況かと

思われます。だいたい税収の７、８％が滞納ということになります。この繰り返しをして

いるのでないか、そんなふうに私は考えております。町民もこの問題に対しては非常にど

んな対応をするのか関心を持っております。税の徴収方法にも私は問題があるのではない

かとそんなふうに考えます。振込み納税、間接納税をやっぱり考え直して、また直接納税

等色々方法を考えてみたらどうか、そんな時期に来ているのではないかと私は思います。

やっぱりこの行政コストの問題もありますけれども、やっぱり税に関しては国民、町民等

しく納税義務があるわけでありますので、税金は私は原則として１円まで徴収をする必要

があると思います。未納者には状況を的確に判断した上で対応し、徴収するのが行政とし
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ての責任ではないかと思います。町長そのあたりをどのように考えておられるのかお伺い

をいたします。 

バイパスの問題でお尋ねをいたします。私も本郷地区の地権者の方々と接触する中で異

口同音に大変なことだと言っております。中には153号線で２回も当ってまいったという

方もおります。無論補償問題抜きには語れませんが、地権者の方々の気持ちも十分理解す

る中で対応をしていただくようお願いするものであります。町長ご存じのように私達議員

も過日東京まで出向き伊南バイパスの早期着工、早期の完成を要望書として国土交通省、

道路局長谷口博昭氏に直接渡してきたところであります。町長の所見をもう一度お聞きし

たいと私は思います。 

それから後先になりますが、行政改革機構改革の問題でありますが、これはより一層行

わなければならない問題だと思っております。今誰もが行政も民間感覚でと盛んに言われ

ておりますが、行政の目的は利潤の追求でも利益を上げるのが目的ではありません。職員

自ら意識改革に取組んでいってもらわなければなりませんが、今のように住民がこぞって

役場職員がダメだダメだダメだというだけで批判を受けておりますが、正直120人から職

員がいれば当然ながら多少能力が一定というようなわけにはいかないとそういう職員も

いるのも事実だと私は思います。私はしかしながら大半の職員が一生懸命やっていると信

じております。みんなで寄って集って袋叩きをするようではなく、住民のために頼むぞと

そういう意見があってもいいのではないか私は職員のモラルハザード士気を高めるため

にもそういう言葉も大事ではないか私はそう考えております。それから行政のスピード化

ということが言われておりますが、今のように住民の声を聞いてまたあらゆる審議会を通

じて政策立案をしていくには、ある程度の時間がかかってもやむを得ないのではないか、

即決即断でやれば町長議会が行政指導でやって私達の声を聞かないそう言われるわけで

あります。自立に向けた町づくりは住民とのコンセンサスをとっていかなければと考えら

れます。行政のスピード化は時代の求めるものでありますけれども、また住民の声をきち

っと聞いていかなければならない責務もあります。町長として大変だとは思いますが、今

後の行政運営について大変だとは思いますが、町長職員一丸となり新たな自立しえる町づ

くりに邁進をしていただきたいと思います。今一度お伺いをいたしまして私の質問を終わ

ります。 

２回目の質問にお答えをいたします。自立を選択をしたこの飯島町にとって行政改革の

み行って町を運営していくことではいけないんだと、当然その中には厳しい試練を耐えな

がらも何としてもこの活力ある地域としての町づくりをしていかければならない、再三申

し上げているようにまったくの同感でございます。そのためにも色々と新しいまた活性化

対策というものを考えながら人口増の問題、企業導入の問題それから若者が来てくれるよ

うなそうした住宅はじめ職場の確保、働き場所の確保等も含めて総合的にやっていく必要

があるかと思います。特にまたこれからの少子化現象というものに対する歯止めの問題非

常に心配をしておるわけでございます。全国的な傾向の中であります。これは一行政のみ

でこのことの対応できるものでは決してございません。無論細かいきめ細かい子育て支援

的なことは施策としてやっていかなければならないわけでございますけれども、全体とし
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て国がこの減少化に歯止めがかかるような施策というものは国レベルのひとつの大きな

施策の中でやっていくと同時に、やはりこれは後世に対する今我々の住んでいる者の生き

る者の考え方として次世代を担う人達への思いをその辺を十分考えていただきながら、子

育ての問題、少子化の問題については考えていかなきゃならない、非常に難しい問題でご

ざいますけれども、私はそのように考えております。町としましてはできるだけのきめ細

かい子育て支援についても今後とも継続して実施をしてまいりたいというように考えて

おります。それから今後の行政運営のことで非常に厳しい状況だけれども、町長の決意を

再度ということでございます。もう何回も申し上げてまいりましたけれども、厳しいこそ

この職員と一丸となって色々と職員の中にもこの考え方の違いまた仕事の能力の違いあ

るわけでありますけれども、それらを全部ひとつのひとつの一丸となった考え方の中に全

体の地域の奉仕者であるという原点にもう一回立ち返って、そしてそれぞれの責任を果た

して地域とのコンセンサスを築きながら色んな考え方の中で今後やっていく所存でござ

いますので、どうかひとつまた見守っていただくと同時にぜひひとつ忌憚のないまたアド

バイスなりご忠言をいただけたらばというふうに思っておりますのでよろしくお願いし

たいと思います。具体的な問題で企業進出の問題、企業の導入それから住宅施策等はもう

民間へというようなご意見もございました。確かにそのとおりでございまして、ただ今後

の活力になるその企業導入等については大きな行政の枠組みの中でやはりこれは汗を出

していかなきゃならん問題でございます。同時にまた住宅の分譲事業等につきましては、

非常に民間がこうしたことを住宅建設も含めて盛んに取り込んで今事業推進をしており

ますので、この辺はやはり次の今後の考え方については民間活用こういうことがむしろ早

道であるというふうにも思っておりますので、その辺のところは今後の中期総合計画色々

また作っていく上でその位置付けを考えてまいりたいというふうに現在研究中でござい

ます。具体的に企業がまた更に飯島に進出というようなことのお話ということでありま

す。ひとつ赤坂地籍の工場の跡利用というかたちでこの近隣の工場でございますが、新た

な事業の取り組みということで全国発信していく場合によっては国外、国際的な事業運営

の中でこのユニットハウスの工場がくることになりまして、この間ご挨拶いただきまし

た。だいたい図面等も見していただいております。今後早急に立ち上げて１０月頃にはひ

とつの方向として全国展開する中でのひとつのこの飯島町を拠点にして事業展開してい

きたいという大変ありがたいお話もお聞きしておりますので、ぜひ期待を申し上げると同

時に必要なまたできうるご支援をしていかなきゃいけないなというふうに思っておりま

すので、ちょっと今日のところはその辺のところでひとつご報告をさせていただきたい

と、他にも幾つも、幾つもと言いますか照会等はございます。今後も更なる企業導入を図

っていくという大きな考え方の中で工場団地の造成等もこれはなかなか個々対応ではで

きない部分もございます。土地の利用の問題やら色んな許認可の問題もございますので、

やはりこの辺は行政が入ってともにお手伝いをしながらその実現を図っていくというこ

とが必要だと思いますので、やってまいりますけれども、かつてのような最初に大風呂敷

を広げて企業を来るのを待つという姿勢ではもうだめだと思います。非常に財政的なスト

ックが大きく負担が重いわけですから、今後はそうした情報を把握しながらいわゆるオー
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ダーメイド的な考え方の中でこの企業立地というものを着実に図ってくるこういうふう

に思っておりますので、今後ぜひひとつまたそれぞれの立場で色んな情報ございましたら

またお寄せをいただきたいなというふうに考えております。 

伊南バイパスの問題おっしゃるとおりでございまして、ご協力いただくそれぞれの思い

というものは十分わかっております。できるだけのお話し合いをしながら、それからまた

国道事務所とのご理解を得ながら住民の考え方の中で立場に立って進めていきたいとい

うふうに思っております。この建設の方向については、なかなか用地買収進んでも着工ま

ではというようなこともございますけれども、先程お話にございました国の特に道路局の

谷口局長さんのお話来ていただきましたご承知のとおりであります。着手した以上は早め

に早くこの経済効果を出すのが今の国の考え方であるというような心強いお話も聞いて

おりますので、ぜひそうしたこともご期待を申し上げながら今後とも更に地権者の皆さん

地域の皆さん決して予算付けをお願いする国県の方にもぜひお願いして早期にこの事業

が方向が出るように完成するように精一杯努力してまいりたいと思っております。よろし

くお願いします。 

滞納の整理につきまして再質問がございました。状況につきましては先程町長答弁また

担当課長から申し上げておるとおりでございますけれども、大変担当におきましても日々

努力をしておりますけれども、なかなか徴収率の低下に歯止めがかからないとこういう状

況でございます。そこで税の徴収方法に問題はないかとこういうご質問でございます。具

体的にはかつて自治組織を通じてお願いしておりましたいわゆる現金を持って直接収納

方式この時代は非常に時代も時代でございました。徴収率も非常によかったわけでござい

ますけれども、そういうようなこともひとつ検討する余地はないかということかと思いま

す。ご承知のとおり現段階はもう殆どこの税を含めまして公共料金の収納は口座振替収納

これが主流になってございます。特別の方を除いてはやはり時代の要請もありましてこう

いう方法をとっておるわけでございます。最近に至りましては更にまた要所要所にこのコ

ンビニ等もございますので、コンビニの窓口等を通じてより簡便な方法での納税もいかが

かとこういうことでこの辺につきましても広域的な検討も現段階進めておるところでご

ざいます。なかなかコンビニも飯島等の状況によりましてはまだまだ手数料の問題等もあ

りまして現実の段階に入っておりません。そこでこの直接収納方式でございますが、やは

り公金をそうした組織を通じて扱うということにつきましては、色々な問題点も現段階で

は指摘をされておるところでございます。最終的にこの滞納につきましては、ご指摘のと

おりご説明申し上げておりますとおり直接訪問をいたしまして面談の上で納税の督励を

お願いしておるわけでございますので、第１段階におきましてはそうした現金収納はでき

ませんけれども、より簡便な方法に移行できないとしても最終的にはやはり全職員が１対

１の中でお話を申し上げながら収納しておりますので、そういう点でひとつご理解を賜り

たいと思っております。いずれにいたしましても住民が等しく住民サービスを享受してお

るわけでありますから、住民の義務であります納税また公平な負担をいただくとこういう

観点では、更に一層の私共も理解を求める努力をしていきたいと思っております。日々の

自働な徴収実務にこれからも取組んでまいりたいとこのように思っておるところでござ
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１０ 番 
議  長 

います。 

質問を終わります。 

以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

これをもって散会といたします。ご苦労様でした。 

 

 

 午後４時１５分 散会 
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開  議 
議  長 
 
 
 
 
６  番 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 平成１７年６月１５日  午前９時１０分 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

議事日程については、お手元に配布のとおりです。 

日程第１ 一般質問を行います。 

通告順に質問を許します。６番 三浦寿美子議員。 

それでは通告にしたがいまして子育て支援についてと、高齢者障害者福祉について質問

をいたします。 

はじめに子育て支援について質問をいたします。飯島町こどもすこやかプランが策定を

されまして４年目を迎えております。平成１４年度から平成１８年度までの５年間の計画

であります。この計画策定にあたっては、前熊崎町長の始めの言葉に子育てに対する町民

の思いが凝縮されていると感じております。このこどもすこやかプランの策定にあたって

は、児童育成計画策定懇話会の委員の皆さんの英知と児童育成計画への期待を込めた住民

の皆さんのアンケートの上に策定されたものと考えております。平成１８年度までの計画

であり、一層子育て支援の重要性が高まる中で実施状況を確認し、その評価を計画実現に

臨まなくてはならないと考えております。実施状況その評価、見直しの時期でもあり、平

成１７年度、１８年度はどのように取組んでいくのか、実施にあたっての課題は何である

かお答えをいただきたいと思います。子育てのお母さん方の願いの実現に向けて桃沢前議

員とともに、施策要望について私共は要望をし運動をしてまいりましたが、学童保育につ

いては平成１３年に開設がされ現在に至っております。私共は当初より七久保小学校での

実施についても提案要望をしてまいりました。七久保小学校の学童クラブの開設について

一日も早い実施を求めた中で、教育長は平成１３年１２月の定例会で飯島小学校の実施状

況をみながら平成１４年度開設の方向で検討をしていると答えております。現在七久保小

学校の児童はタクシーにより飯島まで通所をしているのが実態でございます。現在の学童

クラブの状況と希望者のニーズなどどのように捉えているのかお答えください。子育て支

援としての学童保育は今後一層重要な役割を果たすものと考えておりますが、教育長はど

のような見解をお持ちになり取組んでおいでになるのかお答えいただきたいと思います。

七久保地区での開設についての見解はいかがでしょうか。乳幼児医療費の無料化について

は、現在就学前までに対象年齢が拡大をされ、条件はあるものの小さな子供さんを持つ世

帯への子育て支援の施策としては重要な役割を持っていると考えております。現在は医療

機関の窓口で償還払いの申請をしております。役場の窓口まで申請に来なくてもよくなり

ましたが、一旦は医療費を支払わなければならないという経済的な負担が伴っておりま

す。すこやかプラン策定時のアンケート調査でもわかりますが、経済的な負担の軽減を望

む声が多くあります。医療機関の窓口で申請書を記入する必要もなく、医療費の支払の必

要もない医療費窓口無料化の制度を取り入れることが大きな子育て支援の施策となると

考えておりますがいかがでしょうか。 
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２つ目の高齢者障害者福祉についてお尋ねをいたします。介護保険制度の改正案が国会

に提出をされております。利用者にとって様々な問題点があると指摘をされております

が、飯島町の利用者にどのような影響が想定されるのかおわかりになりましたらお答えく

ださい。障害者自立支援法案が国会で審議をされております。どのような内容で障害者に

どのような影響があるとお考えでしょうか。今後の課題は何であるかお答えをいただきた

いと思います。１回目の質問を終わります。 

それでは三浦議員のご質問に対してお答えをいたします。まず子育て支援に関しまして

飯島町のこどもすこやかプランに基づく計画の実施状況とこの評価、更に今後平成１８年

度までの計画実現の取り組みと課題についてでございます。お話にございましたように平

成１５年の３月に策定をされました飯島町こどもすこやかプランは少子化対策のための

次代を担うすこやかな子供を育むを基本理念に策定をされました。その取り組みの内容と

いたしましては、子供の発達に応じた各種の健診、特に健康相談、母親学級、それから母

子相談、栄養相談、子育て相談、児童相談これらの各分野での相談業務、更には遊びの広

場、訪問指導、３歳児の子育て未来飛行、子育て支援ネットワーク等々大変きめ細かく幅

広く実施をしてまいりました。一定の成果は上がっておるというふうに考えております。

今後の課題といたしましては、子育て支援センターこれを核にいたしましてこれを設置し

て子育て世代への支援と子供の成長への支援を一体的に推進をして体制づくりが必要と

いうことで前向きに具体的に実践をしてまいりたいというふうに考えております。平成

１５年の７月に次世代育成支援対策推進法これが制定をされました。次世代の育成支援対

策の市町村行動計画この策定が義務付けられたことを受けまして、保護者約800人余りの

アンケート調査を町でも実施をいたしました。この調査を経てこれをもとにして飯島町の

行動計画をこの３月に策定をいたしました。この計画は平成１８年度から平成２１年度ま

での５年間これを計画期間といたしまして、飯島町のこどもすこやかプランを基本にいた

しまして乳幼児から高校生までの子育て支援を中心とした諸施策を計画をして、飯島町全

体で健全な次世代が育つ環境づくりを推進してまいりたいというふうに考えております。

なお、この細部につきましては、今議会定例会の最終日の全員協議会の中で細部について

ご説明をさせていただく予定でございますのでお含みいただきたいと思います。次の学童

クラブの件につきましては、教育長の方からお答えをさせていただきたいと思います。次

に乳幼児医療費の窓口の無料化に対するこの問題でございますが、この問題につきまして

は、三浦議員これまでにも再三一般質問でもご質問をいただいてまいりました。もう一度

繰り返してお答えをさせていただきますけれども、医療費の一部負担金を患者が医療機関

等に支払わず町が直接医療機関等に支払う、いわゆる窓口無料化につきましては国民健康

保険に加入している一般保険者に対しましては、一部負担金の割合を軽減する措置という

結果的になります。したがってこれによって国の医療給付費等の負担金の算定を行う際に

市町村に対する交付金の減額調整というものを受けることになるわけでございまして、国

民健康保険事業における国庫負担金が結果的には減額をされるというこの影響を受ける

ことになります。また社会保険に加入をしている被保険者の方、これには保険者が定めて

おりますそれぞれの給付金制度、付加給付金制度というものがございまして、この給付の
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対象となりますと福祉医療費の給付と重複をして受け取ることになるという結果が生じ

てまいります。この重複を避けるために社会保険加入者には、窓口無料化は適用をしない

こととされておりまして、加入している医療保険によって差別が生じるということになり

ますので、この差別をせずに窓口無料化を行う場合には町は重複受領分の返還を後日この

対象者該当者に求めることになりまして、受益者には余分な負担が増えるという結果にも

なるわけでございます。ちょっと複雑な言い回しで恐縮でございますけれども、そうした

アンバランス不公平性が生じるということをぜひひとつ念頭においてお願いをしたいと

思います。 

次に高齢者障害者福祉についてのご質問でございますけれども、現在国会に提出をされ

ている介護保険制度の改正案が利用者に及ぼす影響とその対策についてということでご

ざいます。現在国会において審議されている介護保険制度改正案につきましては、明るく

活力ある超高齢化社会制度のこの維持可能性それから社会保障の総合化を見直しの基本

的な考え方として、この内容的には特に予防重視型システムへの転換、それから施設給付

の見直し、それから新たなるサービス体系の確立、それからサービスの質の向上などを目

指してこの負担のあり方制度運営の見直しがなされておりまして、被保険者受給者の範囲

については平成２１年度を目途として所要の措置を講ずることというふうにされており

ます。この予防重視型システムへの転換につきましては、介護認定における程度の大きな

幅の認定増加またサービスの状態の改善に繋がらないというようないろんな問題がござ

いまして、改善の可能性の高い軽度者に対して新たな予防給付が創設をされるというふう

に予定をされております。また廃用症候群となる恐れの大きい生活機能を低下されるよう

な家事代行型の訪問介護は原則として行わないということにされておりまして、既存の住

宅サービスについては生活機能の維持向上の観点から内容それから提供方法、提供期間等

見直すことになっておりまして、また新たなサービスとしては筋力の向上、栄養改善、口

腔機能向上などが追加をされる見通しとなっておるわけでございます。なお、また要支援、

要介護状態になる前からのこの介護予防措置をこれを推進するために地域における包括

的な継続的支援調整の機能を強化するために要支援、要介護状態になる恐れのある高齢者

を対象にしまして地域の支援事業が新たに創設をされるということでございまして、一定

の限度額を定めて介護保険の給付対象になっていくというふうに予定をされてると聞い

ておるところでございます。なお、また公正中立な立場から地域における総合相談支援そ

れから新しい予防の給付、地域支援事業担う中核中枢期間として現在の在宅介護支援セン

ターに替えて地域包括支援センターというものが創設をされるというふうにも予定をさ

れております。いずれにいたしましてもこの制度が始まってまだ５年という経過がしたわ

けでございますけれども、これが定着をして利用者が大変増加をしておるという中でござ

います。介護の必要度が度合いが進まないよう予防を行って、増え続ける介護給付の伸び

に歯止めをかけようとすることがこの今回の法律の改正の趣旨ということになってござ

います。この今後介護保険法の一部を改正する法律案この成立後におきまして細部の政令

や省令としての具体的な内容が国から明らかに示されてまいりますので、この内容を十分

に精査をして第３期老人保健福祉計画それから介護保険事業計画の策定においては、介護
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予防に重点を置いた高齢者の方々が安心して住みなれたこの町地域で元気に生活できる

ように共に支え共に生きる健康福祉の町づくりを実現する事業計画になるように見直し

をしてまいりたいと思います。以上第１回の質問に対してのお答えとさせていただきま

す。次に障害者福祉についてのご質問でございます。これも現在国会で審議中の障害者自

立支援法案これが審議をされておりまして、障害者にどのように影響があり、その課題は

何かというご質問でございます。今国会で審議中の障害者自立支援法の概要は、障害者の

地域生活と就労を進める自立を支援するという観点から、これまで障害種別ごとに異なる

法律に基づいて提供をされてまいりました。色んな福祉サービス公費の負担医療費等につ

いて共通の制度のもとで今度は一元的に提供をする仕組みを創出するというふうに目的

として定められております。この法律の改正の狙いはサービス提供主体を市町村に一元化

をして、共通の制度による福祉サービスの提供それから就労支援こういったものを目的と

した事業の創設、それから市町村が地域それぞれの実情に応じたこの障害福祉の取組みが

できるようにするための規制緩和の問題、それから公平なサービスの利用のために手続き

や基準の透明化、明確化そして増大する一方のこの福祉サービス等への費用をみんなで負

担して支え合おうというこの仕組みの強化を狙いとされておるわけでございます。またこ

の法案による障害をお持ちの皆さんへの影響についてでございますけれども、サービス主

体とサービス内容の一元化によりまして障害区分によるサービスの格差や解消、それから

３障害これは身体、知的、精神ということになりますが、この３障害の手続きが市町村で

独自に行えるということになりまして、手続きや基準を明確化することによりましてサー

ビスの地域格差が解消されて全国一律のサービス利用が可能となる、大きなメリットとし

て考えられております。なお、またサービスの利用料の１割負担を原則、これは所得によ

って軽減措置もあるわけでございますけれども、この１割負担の原則とした利用者負担額

この見直しも含まれておりますし、それから同一世帯総所得での課税額を基本とした所得

基準の見直し、更には食費や光熱水費の実費負担、公費医療費の負担率の変更など応益負

担を原則とした利用者負担の見直しによる負担増も見込まれておるところでございます。

また法案の具体的内容が示されて現在おりませんけれども、現段階の課題としては市町村

の審査会によるこの障害区分の認定それから支給決定等を行うための専門的知識がどう

しても必要になるということでございまして、広域的な対応も含めて今後検討をする必要

があるというふうに考えております。また、サービスの支給量の増加も当然見込まれてま

いりますことから、財源の確保についても課題のひとつであるというふうに考えておると

ころでございます。失礼しました。第１回目のお答えとさせていただきます。 

学童クラブについての質問でございますが、当町では平成１３年度から学童クラブを始

めたわけでございますが、当初の希望者は５名でありました。今年度の希望者は平日及び

長期休業時のみも合わせて２４名、受入れは希望者全員となっております。本来であれば

学校から帰る子供を家族が温かく迎えることが一番よいとそういうふうに考えておりま

すけれども、諸々の事情により下校後帰宅しても保護者等が不在で適切な保護が受けられ

ない児童に対し、地域社会が適切な遊び場及び生活の場を与えて、そしてその健全育成を

図ることは児童の健全育成上からもまた少子化対策上からも極めて必要なことであると
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そういうふうに考えております。この事業にあたりましては、国の法律に定める放課後児

童健全育成事業として実施しております。受入れにありましては、保護者の希望を優先し、

柔軟に行っておりますので、ご質問のように対象要件を現行以上に緩和することは今のと

ころ考えておりません。また現在七久保地区の希望者受入れ児童は２名でございます。現

在タクシーによる往路のみの迎えを行っておりますけれども、この委託料が年間54万円

を要しております。現在の希望人数それから実施場所、人件費等の費用面からも七久保地

区での実施は現在のところ困難であるといわざるを得ません。町で行っている社会福祉事

業のほか町内の社会福祉事業法人も実施をしておりまして、今後こうした事業者の参入も

期待をしたいところでございます。いずれにいたしましても児童の健全育成は家庭と地域

が連携し、手を携えて行っていくことが不可欠でありますので、広くＮＰＯの活動などを

含めた協働の町づくりを進めていく中で今後のあり方についても十分に検討を行い、より

よい方向を見出していきたいとそういうふうに考えております。 

それでは２回目の質問をいたします。ただいまこどもすこやかプランではこれからの子

育て支援のあり方について家庭だけでなく地域全体で取り組む課題であるとされており

ます。子育て世代への支援の課題としては、環境づくりや働きながらの子育てに対する支

援、楽しい子育てや安心の子育てができるなどなどありますが、地域全体で取り組むとい

うことについて、何をすればよいのか、何が求められるのか、自分なら何ができるのか、

よく見えてきません。町内には子育てをサポートするグループの皆様や個人でされている

方も大勢いるわけですけれども、もっとニーズに応じた幅広い取組みが展開できたらよい

とこのように感じているところです。例えば生協診療所飯島では小さな子供さんを持つお

母さん方を対象に子育て班会というのを毎月行っておりますが、有線放送でも呼びかけが

されております。医者の立場で子育てについてお話をしたり、相談も受けているとお聞き

をしております。町内にお住まいの方や町外でも支援をしてくださる方がいるならばノウ

ハウを生かした子育て支援が気軽にできるような環境づくりが必要ではないでしょうか。

子育て世代や孫の世話をされている皆さんなどの生活の中での「こんなときにこんなこと

ができたら」「こんな制度があったらいい」といった本音の声がこれからの支援の体制に

繋がってくるのではないかと感じておりますが、今後の具体的な策定の方法についてお答

えを再度お願いしたいと思います。新しく策定をされる計画は、ぜひ若い世代の皆さんの

声が聞こえるような計画であって欲しいと策定について期待をいたしたいと思います。子

育ての今後の課題として楽しい子育て、安心の子育てがございます。現在大きな問題とし

て子育て中の親のストレスが挙げられております。その原因は様々と考えますが、例えば

経済的にゆとりがない、家族化していてすべてが自分の負担にかかってくる、子供のこと

自分自身のことなど悩みなどを心を許して相談できる相手がいない、自分の気持ちを同じ

気持ちになって共有してもらえる相手がいない、勤務体系が２交替３交替というこの世の

中で子育ての中で家族や近所に気を使わなければならない、団地などでは大きな声泣かれ

ても困る、夜鳴きをされても大変に回りに対して気を使わなければいけない、ゆっくり自

分自身が体も心も休まらないなど色々なストレスがあると考えております。こうした背景

の中で虐待や放置といった社会問題も起きているのではないかと私は考えているわけで
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す。ときには子供から開放されたいと感じたときに、すぐに対応してくれる子供を預けら

れるそういう場所があったらどんなに気持ちが楽になるのかと私は感じているわけです。

私の経験でも同級会に子供を預けて出かけたときの開放感は味わった人でなければわか

らないとは思いますが、本当に心が開けたほっとしたそんな時間だと私は思っておりま

す。町長がご自身の身に置き換えてお考えになったときにこのような時どのようなことを

希望されるでしょうか。子育て真っ只中の世代の皆さんが抱えているストレスに対する心

のケアのひとつとして子供の心配をせず、子供から開放をされる空間づくりへの支援がこ

れからは必要ではないかと私は考えておりますが、この点についていかがでしょうか。す

こやかプラン策定時のアンケートの中で０歳から５歳の子供さんの保護者の方から不満

度の高い活動に学童クラブとありました。先程教育長もお答えになりましたが、その後対

象となる児童の条件も緩和され、長期休暇中の開設なども前進もし、先程２４名とお答え

になられましたが、多くの児童の皆さんが対象となっておりますし、学童保育を利用する

こともできるようになりました。しかし、働きながら子育てをしている方のニーズに近づ

いてはいるというものの、まだまだ支援をする必要のある部分があると私は考えておりま

す。先程教育長は人件費の問題などから考えて七久保地区については学童保育は考えてい

ないというふうにお答えになられました。しかし私は今回の２４名という中では現行の条

件を理解し、その上での申請でありますので申請者が皆登録されたとしてもそれは当然で

あって、条件に当てはまらないという方からは申請がないものと考えておりますし、そう

いう方もおいでになります。受けたくても受けられない家庭の皆さんのために条件の緩和

をする必要があるのではないかと私はお聞きをしたわけですが、もし先程言われましたよ

うに柔軟な対応をしているのであれば、そのことについて住民の皆さんにお知らせをする

その必要があるのではないでしょうか。また、第一に私は子供の心身を大切にするという

ことが大事にされなければならないと考えておりますし、また保護者の皆さんの迎えに行

く負担などへの考慮も必要であるというふうに考えております。やはり学区ごとにあるこ

とが学童保育については自然であり、地域の中で地域ぐるみで子育てを進めるという点か

らも子供の生活圏内で行うことが望ましいというふうに考えております。先程町内のＮＰ

Ｏなどの事業者の参入も協力を得たいというふうにお答えになられました。私もそうした

事業者の皆さんと協力することも大切と思います。しかし、以前にも教育長が七久保地区

にも設置をする方向であるというふうにもお答えになっておられますが、やはり公の自治

体として飯島町の子供の安心安全を守る子育てを支援するという立場から考えても、七久

保地区への設置が私は保護者の皆さんからも望まれているというふうに感じております。

人件費が効率的な問題から財政的な面で問題があるというふうに実施ができないという

ふうにお答えでありますし、そのように今までもお聞きしているわけですけれども、本当

の意味で子育て支援とは私は言えないというふうに考えておりますが、この点についてお

考えはいかがでしょうか。乳幼児の医療費の窓口の無料化については、先の６月９日に行

われました日本共産党県議団の知事への申し入れの中で知事は窓口無料を希望する市町

村に対して支援をするという方向で市町村に個別に聞いていると実施の方向をお示しに

なられました。今までにも先程町長も言われましたが、陳情もありまた一般質問の中でも
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質問をさせていただいております。また窓口無料の都道府県や市町村から飯島町にお住み

になった方はなぜ窓口で支払うのかというお声も聞いております。また、返してくれるお

金なら払わなくてもないようにして欲しい、そういう声もあります。安心して子育てので

きる条件としては、重要な施策であるというふうに考えます。いかがでしょうか。今まで

は町が対応し、取組まなければならないという点、ペナルティーの問題など複雑な問題も

絡み単独事業としての考えれば二の足を踏むということもあったわけですけれども、県の

施策として実施されるなら町としても窓口の無料化が私は可能になるとこのように考え

るのですがいかがでしょうか。介護保険制度の改正案についてですが、先程町長の答弁で

はそのまま国の方針を述べられたこのように感じるわけです。介護保険事業に携わってい

る方にお聞きをしましたが、「今の改正案では利用者さんが現在受けているサービス利用

料が改正後にどのようになるのかまったく算定もできない、想像もつかない。」と言って

おられました。実際に利用する立場の方がその影響をまったく知ることができないそうい

う状況にあります。それであるのに既に１０月からは施設利用者の皆さんの宿泊費、食費

の全額負担、ショートステイやデイサービスなどの食費が利用者の全額負担になってまい

ります。軽減措置もあるとのことですけれども、内容は明らかではないわけです。また、

要支援と要介護度１の内の７割から８割の方がこれまでの介護サービスの利用が受けら

れなくということが言われております。新予防給付という筋力トレーニングや栄養指導な

どが中心になると言われており、このことも大切なことだと思いますが、自宅での生活の

維持に欠かせないホームヘルプサービスが利用できなくなるのではないかという心配の

声も上がっております。国は介護保険を始めたときの介護に使う費用を５０％使っていた

ものを２５％に引下げました。全国市長会や全国町村会も政府に国の負担を３０％まで引

き上げることを求めてまいりました。財源は約3,000億円と言われておりますが、例えば

国のアメリカ軍への思いやり予算と言われている金額は約 2,800 億円と言われ大差のな

い額が使われております。このことについて政治の姿勢に問題があるとしか言いようがあ

りません。こうした中での財政が厳しいので制度の維持ができなくなる、税金か保険料、

利用料がどちらかで負担をするしかないとして利用者の負担増、サービス削減を進めてく

るという内容で国の介護保険への負担を減らすというそういう内容の改正案だと私は感

じております。介護保険はそもそも地域の中で介護が必要になっても安心して暮らすため

ということが目的であるはずです。こういう点でこの改正案がそのまま通ったとしたら本

当に飯島町の中に暮らす皆さんまた日本全国どこでもそういう問題が起きるとは思いま

すが、生活を維持し安心して地域の中で生活できるように支援がされていくようには到底

思えないわけです。また、障害者支援法案についても社会保障の私は大改悪だというふう

に感じております。障害というハンディの中で一人の人間として生活するためには、障害

に応じた支援が必要です。基本的な人権、生命、自由や幸福を求める権利、健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利、日本国民として当然の権利です。障害があるが故に受ける

支援を受益者の利益、益として受けた分の利用料を払わなければならないという制度その

ものに私は誤りがあるというふうに感じております。この点についていかがでしょう。障

害の重い方ほど多くの支援を受けなければ生きていくことができません。また医療も必要
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になってまいります。殆どの障害者の方の収入は障害年金で賄われております。障害年金

の２級では月額6万6千円、１級が8万3千円という一人では生活すらできないそういう

年金の額です。自立をしようとアパートにでも一人で住んだなら、この金額では到底自立

はできません。サービス利用を応能負担から応益負担にするということですので、こうな

れば生存権にかかわる問題となってまいります。更に利用者の負担の上限額を障害者本人

の収入にみならず生計を同じの同居の家族の収入によって決められてまいりますので、家

族と同居しているために負担が重くなるという状況も生まれてまいります。障害者が障害

があっても地域の中で自立をしていくということが一層難しく自立支援に逆行をしてく

るこのように私はこの法案について感じておりますがいかがでしょうか。私は自立の町づ

くり、町の皆さんが安心して誰もが前向きに元気に暮らすことができる町づくりをするた

めには、国に対して憲法の精神に則った社会保障の充実と財源の確保を国の責任として国

が行うこと、国庫負担を引き上げることなど自治体の長として求めることが大事と考えて

おりますが、この点についてのお考えをお聞きいたします。以上で２回目の質問を終わり

ます。 

２回目のご質問にお答えをいたします。まず子育て支援の問題でございます。非常にこ

の少子化の中で子育てこれからの行政運営これはひとつの国民的な国家的な課題として

捉えていかなきゃならないということは再三申し上げておるとおりでございまして、非常

に厳しい状況の中の現実があるわけでありますけれども、やはりこれは今までは家庭中心

の子育てであったものが、色んな面でむろん家庭の子育てに対するひとつの責任は重いわ

けでありますけれども、それが各地域これはもうすぐ近所の問題あるいは耕地、区の問題、

それから学校の問題と色々これからはそれぞれの役割の中で子育てというものを一丸と

なってやっていかなきゃならない、こういう時代が今来ているのではないかというふうに

思っております。そうしたことをこれからの今策定をいたしましたこの子育ての次世代の

プランの計画の中でまた後ほど申し上げますけれども、そうしたことを一体となって捉え

ていくような計画、それで行政でやるこの責任の立場というのは特に子育て支援センター

等を中心にして今までやってきたことを包括的にここでまとめて各種相談業務その他集

中的にひとつやる拠点づくりをしてまいりますけれども、これらを中心にそれぞれ地域地

域での子育ての協働分担の中でやっていくことがこれからの時代の生き方であるという

ふうに認識をいたしておるわけでございます。この子育て非常に大変であるわけでござい

ますけれども、町長はこの子育てする立場になってものを考えておるかどうかというよう

なご質問でもございました。私も実は３人の子供に恵まれまして子育てやってまいりまし

た。その厳しさは私も家内も大変だったと思いますけれども、十分わかっておるつもりで

ございます。そうした目線でこれからも子育て支援実施に育てられる皆さん方の立場にな

ってそれぞれの子育て支援を自立という大変厳しい選択の中ではありますけれども、これ

をひとつの行政課題の最も大きい柱としてやって、これからの町を担う子供達の成長を見

守っていかなきゃいけないというふうに考えておるところでございます。それから福祉の

子供の放課後教育の問題につきましては、また教育長の方から申し上げますけれども、窓

口の無料化の問題再三申し上げておるわけでございます。色々お話もあるわけでございま
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すけれども、再三申し上げておりますのはこの保険者間の制度の違いの問題がやはり一つ

の壁でもございますし、それから実際に医療を受けられた個々の方達とのこの不公平感の

問題も出てまいります。それから町のいわゆるこの福祉医療財政運営での財源の問題もそ

うしたペナルティー等も影響してまいりますので、なかなか各市町村とも今上伊那の中で

も実施に踏み切った市町村ないわけでありますけれども、難しい問題がございます。県知

事からの色々照会もあったというふうに聞いておりますけれども、そうしたことが隘路に

なってなかなか市町村としては踏み切れないという状況もあるわけでございますので、今

後更にまた色んなもし検討できる方向があるならば検討していかなきゃなりませんけれ

ども、現時点ではそういうかたちでひとつご理解をいただきたいと思っております。また

介護保険あるいは障害者に対する自立の支援法の改正の問題でございまして三浦議員の

色んな考え方を披れきされてのご質問でございますけれども、何かこの２つの法律の改正

案というものの方向がまったくのこの時代に逆行した改悪の方向ばかりこう目に付くと

いうような表現に受け止められるわけでありますけれども、決してそうではないというふ

うに思っております。この２つの法律それぞれはやはりこれからの日本の国民の少しでも

よりよいこの支援なり介護なりというものを捉えてよくしていこうというこの改正に他

ならないと、全体としてはそういうことであります。一部負担の問題もでてこようかと思

いますけれども、したがって新しいこの予防介護に重点を置くというようなこともござい

ますし、それから新しいまたメニューも幾つも用意してそうした改正というものを前向き

に検討していくということの内容でございますので、今後まだはっきりした全貌が見えた

内容が示されておりませんので、一概に申し上げることできませんけれども、一応この法

律改正の後にはそうしたことを町なりきにまた照らし合わせてできるだけのまた高齢者

懇話会等に諮りながら充実したより前向きなこの制度改正を町としても図っていきたい

というふうに考えておる次第でございます。当然のことながらこの財政負担の問題に対し

て国に財源確保の問題それからより制度の充実の問題、国の支援といったものもそれぞれ

厳しい立場にあるわけでございますけれども、市町村の町の首長の立場として全市町村と

ともに国に対しても要望は引続いて強くお願いしてまいるということでございますので、

ご了解いただきたいと思います。以上でございます。 

学童クラブについてお答えします。入所条件等ＰＲが足りないじゃないかというような

ことございましたけれども、このことにつきましては募集時に児童全家庭にこの要領を発

送いたしまして、そしてこういう条件でやるので希望者は学童クラブに入れていただきた

いとそういうふうにしっかりとＰＲしているわけであります。そういうことでＰＲ不足と

いうことは私はないんじゃないかなというふうに考えております。なお、七久保の施設開

所につきましては、１３年度にそのときの教育長が七久保にもというようなことをそうい

うふうに答えたというふうにお話でございますけれども、これはやっぱり希望者がたくさ

んいた場合を想定してのお答えだったんじゃないかなというふうに思っております。現在

２名でありますので、タクシーで迎えてそしてそれに対応しているところでありますの

で、もし希望者が増えた場合にもタクシーにまだ余裕がありますので、それで対応してい

けるんじゃないかとそういうふうに考えております。最初のその希望者の要件ということ
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にありますけれども、今年もある親御さんから「５、６年生高学年も入れて欲しいな」と

いう話がございました。これにつきましては法律に定める学童クラブの設置でございます

ので、高学年の子供は対象に出来ないわけでございます。そこで私は「まんてん等町内の

医療法人というか福祉法人がそういう児童を受け入れるそういう事業も行っているので

そちらに相談してみたらどうでしょうか」というふうにその親御さんに話をしたわけであ

ります。その親御さんも非常に「ああそういうことがあればありがたいね」ということで

了解をしていただいたということもございますので、今後行政だけでこの学童クラブとい

うか子供の健全育成を考えるだけでなくて、広くやっぱりそういう協働の町づくりという

観点から民間の方達の協力も得ながらいい方向を見つけていきたいと、そういうふうに考

えているところであります。いずれにいたしましも非常に私といたしましては、できるだ

け親の意見を聞きながらいい方向でやっていくと、この間の合併論議のときにもありまし

たけれども、飯島の学童保育は非常にいいと合併したときにはかえって悪くなるじゃない

かということで、合併をしない方がいいぞというようなそういうご意見もいただいて飯島

のその学童保育に対して高い評価をいただいているところでございますので、今後もその

方向で進めていきたいとそういうふうに思っております。 

それでは３回目の質問をいたします。これについては私は提言というかたちでお願いを

したいというふうに考えております。子育て支援として３件の提案ということになるわけ

ですけれども、子育て中の若い世代の皆さんの心のケア、ストレスを取り除く支援策とし

て私は保育園内に１時間でも数時間でも理由を抜きに一時的に子供さんを預かる場所づ

くりを提案をするわけです。場所については、新たに建設をする東部保育園が私はいつで

も気軽に利用できるそうした環境としては有効ではないかというふうに考えております。

ぜひ研究をし、実施ができるようご検討をいただきたいというふうに提案をいたします。

また、七久保地区での学童保育の実施、ただいま教育長は七久保地区での実施は考えてい

ないというふうにお答えになられました。私は先程も言いましたけれども、子供さんの心

身の安定や地域の中で子育てをする、また子供さんの生活圏の範囲そういうことを考えた

場合にやはり小学区、学区ごとの地域での学童保育は大切な事業だと考えておりますし、

そうあるべきと考えます。先ほどこの点について教育長お考えは具体的にはいただかなか

ったように思いますけれども、私はそのことが人数の問題だけでなく大切な子育て支援と

いうふうに考えておりますので、もう一度その点についてお考えをいただき再度今後につ

いて研究課題としても検討をいただくよう提案をいたします。また、乳幼児の医療費の窓

口の無料化についてでございます。町長は大変に社会保険、国保の加入者の皆さんとの差

が生まれるというふうにいうことなども含めて実施は今は考えていないというふうにお

答えになられました。しかし、全国みても実施をしている自治体が年々増えてきているわ

けでございます。ぜひどのようなかたちで実施をしているのか研究検討をされて近いうち

には県の方向もありますので、実施をする方向で子育て支援として大きな内容と重要な私

は内容と考えておりますので、そういう方向で検討をしていただきたいということを提案

をいたしておきます。また介護保険や障害者自立支援についてでございますが、町長は改

悪のことばかりを言うというふうにそういうふうに捉えていると言われましたが、私はす



 - 13 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
議  長 
６  番 
教 育 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
町  長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議  長 

べてがそうだとは言っておりません。しかし、そういう中で本当に障害者の皆さん介護を

必要とされる皆さんが実際に生きていく生活をしていく中で、この利用者の負担大きな問

題となっております。またサービスを受けたくても利用料が払えなければサービスが受け

られないそれがなければ生活ができないという方が実際にこの法案が通った場合には生

まれてくるということが不安ともなり、また実際そうなるそのように受け止めているから

私はそういう点でぜひ憲法の精神に則ってそういう立場から社会保障として考えるなら

そういう障害をお持ちの方や介護を必要とされる方に重い負担をさせないそういう方向

でぜひ国に対して声を上げていただきたいとこのように提言をしたわけです。ぜひそうい

う立場で再度内容を検討していただくようよろしくお願いいたします。 

発言時間の制限を越えておりますので、終了してください。 

以上です。 

提言の中で質問をいただきました。お答えいたします。子供を育てるのはやはり家庭や

地域そのものだというふうに私も思っております。それが基本であります。例えば現在で

はですね、非常に色々な複雑な家庭もありましてお年寄りが孫の面倒をみたがらないとい

うような家庭も増えてきております。それから若いお母さんが年寄りに子供の面倒を見て

もらいたくないとそういうような人も増えてきております。私はこれは大問題だというふ

うに思っております。子育てっていうのは家庭と地域が協力して行うことがこれが原則で

あります。そういう観点に立っております。七久保保育園についてですが、これはですね、

私は条件というか希望者が非常に多くなってくればですね、飯島の学童保育の場所も手狭

になってくるし、これは考えなければいけないというふうに思いますけれども、この学童

保育のもともとの精神が働く女性のために手助けをするとそういう精神でありますので、

その辺をしっかり考えていただいて行政とそれから民間ができることを本当にお互いに

分け合いそれから家庭も地域も協力しながら子育てを進めていくとそういう方向で行っ

ていくのが本筋だとそういうふうに私は今も思っております。以上であります。 

ご提言として承っておきますけれども、この子育て支援の問題一例に東部保育所へ時間

帯によることの一時預かるような方向もというようなことも含めてございました。今度で

きる保育園予定しております保育園には子育て支援センターというものを子育て支援の

中核施設として設置してまいると、今までの色んな個々にやっておったような子育て支援

の策というものを特に保育園児ぐらいを中心にしたことが充実するというふうに大変期

待をもってこの運営をしていきたいというふうに思っております。ぜひひとつそうしたこ

とでまたご提言はご提言として承っておきますけれども、できるだけきめ細かい特別保育

なりその他のことを充実していくようには努力をしてまいりたいと思ってます。介護保険

これは色々と負担の問題その他改正の中では出てこようかと思いますけれども、十分に検

討をして住民のためになるような、しかも新しい介護予防というひとつの新しい視点に立

ってそうなる前のひとつの手の行政として打っていけるようなシステムづくりも考えな

がらこの介護保険制度の改革に町として臨んでいきたいというふうに考えておりますの

でよろしくお願いいたします。 

暫時休憩といたします。そのままお待ちください。 
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再開します。２番 宮下寿議員。 

議員として始めての一般質問をさせていただきます。喜びと責任の重さを痛感しており

ます。始めてですのでお聞き苦しい点等ありましたご容赦いただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。今回の質問はまず県行政機構審議会の最終答申案が出されたのに

対し、飯島町としての方向性は、そして町有林の現状と今後の活用方法はの２点について

お伺いいたします。 

それでは最初に県行政機構審議会の最終答申案に対し町の方向性はとして、今月６月１

日に県の人事制度のあり方を検討していた県行政機構審議会が2007 年度を目標に業績評

価をボーナスに反映させたり、希望するポストや業務を自ら選べる制度を拡充しながら段

階的に降任制度を導入するといった広い意味での成果主義を用いた内容の最終答申を取

りまとめました。その内容は職員の熱意、意欲を生かすため希望するポストに立候補でき

る既存のポストチャレンジ制度を拡充し、やってみたい業務を希望できるジョブチャレン

ジを制度化するべきだとしています。こうした制度を導入した場合、成果が出なかったら

ポストを下げる、出たら上げるという仕組みが必要で処分というマイナスイメージが強い

降任の必要性を盛り込んでおります。今回の改革案の柱の一つが業績を評価する業務目標

制度、職員は仕事の目標を設定し、結果を一定の基準で自己評価し、それを上司が評定す

る、そして審議会は適正な運用を前提に降任も制度化できるとしています。行政に応じて

賃金などを決める成果主義の人事制度は、民間企業では年功序列制度に替わり広がってま

いりました。ただ、この制度をうまく機能させるためには幾つか条件を整えなければなり

ません。審議会の指摘しているように業績の適正な評価の仕組みです。公務員の場合は民

間以上に仕事の内容が幅広く、売上高あるいは生産数といった数字では計れない仕事も多

いと思います。評価は民間に増して難しいと考えられます。飯島町で言えば職員は町民全

体に奉仕する立場にあり、町民から見て透明度の高い仕組みが必要となります。また、見

落としはならないひとつにトップや幹部職員の仕事ぶりを客観的に評価する仕組みの重

要性があります。トップ幹部を例外扱いするようでは制度に対し職員の信頼感は高まら

ず、組織活性化、人材育成の目的も達成しにくくなります。熱意を生かすチャレンジ制度

それを支える研修制度、前提となる業績の評価制度が適正且つ公正に運用されているかと

いう効果測定の仕組みが必要になります。そこで町長に伺いたいのは、ふるさとづくり計

画で人事給与改革の項に表記されています飯島町の当面する人事改革の中の基本方針及

び方策でも先に述べた答申案の内容が盛り込まれています。自立が決定し、新しい年度が

始まった現在、早急な取組みが不可欠と思います。長年行政また町民も含めある意味時代

の流れに乗って踏襲されてきた慣習の現実があったように思います。これは飯島町のみな

らずどこの地域にもあったことだと思います。しかし、飯島町を存続させるためには多岐

にわたっての改革もありますが、このような制度の確立も一刻も早くし町民も同様に行政

に対ししっかりした視点を持つことが重要と考えます。計画の中でも人事といっても広範

囲であるため逐次研究や改善を進めることとし、今回は特に早急に取組むべき課題の人事

管理の一部を中心としての改革を進めるとしています。その意味でも現在の取組みがどう

なされているのか、できるだけ具体的な答弁をお願いしたいと思います。人事評価の仕組
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み、評定の方法、評定の進め方と留意点及びその対策、評定結果の活用、人事異動希望制

度の導入などふるさとづくり計画にある項目について現在どの程度審議されているのか

お答えください。また、今後町長としてどのような方向性を持って推進していこうと思っ

ておられるのかお聞かせください。 

次に町有林の現状と今後の活用方法はとして、現在において生産性が極端に少なくなっ

てしまったと思われる林業で町有林の現状はどうなっているのか。また、1,354ｈａとい

う面積を持つ町有林を使った今後の活用方法をどのように考えておられるのか、観光面と

の連動性を持たせることはできないかという点についてお伺いいたします。ふるさとづく

り計画では林業においては、長期構想として町有林及び区有林について適正な保育事業や

造林事業等に努める、合わせて木材の活用について研究するなど需要拡大を図りますとあ

り、２２年度までの重要施策として森林の持つ環境保全機能を重要視し、町有林、区有林、

耕地林等の造林保育を住民協働により進めるとしています。しかし、これからの計画とし

ては殆どが縮小あるいは廃止となっているようです。かなり長期的な目で見れば生産性が

上がってくるかもしれませんが、その前に広大な町有林を使って観光面との連動性を持た

せることができないでしょうか。私の知人が話の中で「町有林の一部を使って町外の方に

人それぞれの各種の記念日に植樹をしていただき、大切に育ててもらうことによって森林

に対する愛着を持ってもらい、飯島に通ってもらうというようなことが可能なものか」と

言っておられました。確かに植樹をしたあとの手入れはどうするのかというような色々な

問題もあるとは思いますが、このようにせっかく豊かな自然をキャッチフレーズにしてい

る飯島町としては、何か観光面との連動性を持たせて森林を生かせないものでしょうか。

花の里、馬の里に続く例えば記念樹の里のような構想を町長として何かお考えはあります

か。以上お聞かせください。１回目の質問とさせていただきます。 

それでは今議会の一般質問最後の質問者でございます宮下議員の質問にお答えをいた

します。まず、県の行政機構審議会の最終答申これを受けて町としての人事評価制度の取

り組みと今後の方策についてのご質問をいただきました。お話にございましたように地方

分権時代を迎えまして町の職員が真にこの住民本意の良質で高率的な行政サービスを提

供する、このためにはこうした刻々と変化する行政課題に迅速且つ的確に対応しうるこの

制作能力や法務能力の向上、そしてこの成果が求められておるということは言うまでもご

ざいません。そのためには従来のこの年功序列型の人事管理制度から能力それから職責、

業績を重視した人事管理制度としていく必要があるということで私もまったく同様に考

えておりまして、そして職員の意欲と能力に応じた人事管理を行なうことによりまして行

政組織内の人的資源を最大限活用してまた質の高い人材育成にも繋がっていくというふ

うになるものと認識をいたしております。このように真に住民本位の行政を実現するため

には職員自身のこの意識それから行動自体を大きく改革することがどうしても不可欠で

あるというふうに思います。そして専門性、中立性それからこの能率性や継続安定それぞ

れの色んな要素でのこの確保に留意をしながら職員が持てる力を最大限に発揮しうる人

事体制の確立が大切であるというふうに思っております。これまでも色んなかたちの中で

できる限りの対応をしてきておるところでございますが、今後の人事評価導入についての
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手法考え方につきましては、現在担当部署で研修会等への参加をするなど総体的な研究に

入った段階でございまして、まだまだ細部を煮詰めれるような段階ではございませんけれ

ども、この評価の方法それから評価基準色んな多くの課題があるわけでございまして、ふ

るさとづくり計画にも位置付けられてありますように飯島町に合ったこの人事制度の改

革確立に向けて慎重に作業を今後進めながらできるだけ早くこれを実践できるように努

力をしてまいりたいというふうに考えております。現在のところそういう状況でございま

す。 

それから町有林の現状と今後の活用はということでございまして、非常に生産性が極端

に低くなってしまったこの林業、この中での町有林の現状それから多くの面積を持つこの

町有林の今後の活用方法それから観光面との連動性などのついての考えのご質問でござ

います。最初に少しこの町の森林面積の割合でありますとか、樹種別の割合などについて

ちょっとご説明をさせていただきたいと思いますが、飯島町の面積ご承知のようにこれは

86.94 平方キロメートルあるわけでございますけれども、この内森林面積は約７１％

6,254ｈａ非常に多くの森林面積を有しておる飯島町の立地でございますが、この内に国

有林面積これが森林面積全体の約４８％3,064ｈａ、それから町有林の面積が約２１％の

1,322ｈａという多くの面積町有林が他の町村に比べて非常に多い面積を有しておるわけ

でございます。これ以外が区などを含むいわゆる個人有林ということになるわけでござい

ますけれども、この町有林の 1,322ｈａの内の人工林これが 533ｈａ、人工林比率は約

４７％ということになりまして実質町有林の約半分がこれまでの先輩諸氏から始まった

長い年月をかけて植栽や除伐、間伐といった実際に手を入れて管理を維持を図ってきた人

工林というふうになっておるわけでございます。こうした実態が町の森林の状況であるわ

けでございますけれども、またその一方でこの人工林の内の樹種別では唐松が圧倒的に多

くて５２％約半分を占めております。それから檜が３４％、赤松７％、杉２％とその他５％

というふうに少なくなってきておりますけれども、いずれもこれは町の人工林としての貴

重な財産であると有効活用を図りながら後世にも伝えていかなきゃならないというふう

に考えております。しかしながらこの最近における外材の輸入というものは非常に大きく

おされておりますし、それによっての国産材の価格は非常に長期低迷をしておるわけでご

ざいまして、一層今後生産のサイクルと申しますか植栽、育樹、伐採等に対する長期的な

展望に立った計画を見直す必要があるとこの時期を迎えておるというふうに言えるので

はないかというふうに考えております。なお、ご承知のように森林の機能というものはこ

の用材の問題のみではございません。土壌の流出を防ぐための治山の機能、それから水を

蓄える水源の涵養機能、それから樹木の光の合成、光合成による二酸化炭素を吸収したい

わゆる炭素を貯蔵し酸素を供給をする地球温暖化の防止機能にも大きく役立っておると

いうことかと思います。したがって人間生活に欠くことのできない極めて重要な多面的な

複合的な機能を果たしているのがこの森林であるということでございまして、こうした面

からも森林の造成は計画的に進めていかなければならないというふうに思っております。

それでこの町有林の今後の利活用非常に大きな色々な課題があるわけでございますけれ

ども、こうした考え方に基づいて現在この活用方法についても従来の考え方から更にまた
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色々と林務委員等の皆さんにも現地を見ながら色々と検討をしていただいておるところ

でございますけれども、当然のことながら価格の問題もございます。せっかく今までの先

輩が育ててきたこの素晴らしい用材を低価格であんまりお金にならない、山の手入れに入

れればそれで終わりというわけにはなかなかいきませんけれども、そうした価格の問題ご

ざいますが、いわゆる伐期の来ておるのもかなりあるというふうに考えておりまして、こ

の一番価値観のあるうちに皆伐ということはなかなか後の管理運営大変でございますの

で、いわゆる択伐という方法をもって少しずつこの有効活用をして町の財産形成それから

維持管理に繋げていくべきではないかというような、この有効処分というのも考えておる

状況でございますので、今後細部また現地それぞれの林班ごとに検討していく必要がある

というふうに思っておるところでございます。なお、またこの観光面との連動性、さっき

のご質問のありましたけれども、この観光面での連動性を持たせた森林の活用についてご

質問いただいておりますけれども、やはりこれは立地の条件や植生の構成の問題、それか

らそれに至る安全なこのアプローチ基盤の整備ですね、林道その他色々条件整備を整えて

いかないとなかなかこの一般開放していくわけにはいかない面もあるというようなこと

もございますし、また更には費用対効果の問題もこうした厳しい状況の中ではなかなか難

しい点もあるわけでございますけれども、色々こうした問題もあるわけではありますけれ

ども、こうした点を踏まえてそれで今ご提案のございましたような点も含めて今後検討を

していきたいという段階でございます。１回目の質問のお答えとさせていただきます。 

それでは２回目の質問をさせていただきます。ただいま答弁をいただきましたが、人事

評価制度導入によって現在の年功序列型給与体系から能力や業績重視型の人事評価制度

を導入した給与体系に移行することによって、お互いに競い合う中で持てる力を発揮する

とともに、意識を変えていくことが可能になっていくと思います。今町長の方から答弁し

た中でですね、検討されていると研究段階に入っているということではございますが、例

えばこの人事制度の審議するいわゆる例えば審議会というようなそういう設立というこ

とをお考えになっておられるのか、またその設立に対してどのような例えばメンバーを入

れるのか、民間からの登用はありうるのか、そしてその策定の目標年度はいつか、そして

素案の町民への公表と更なる協議をしていくというようなお考えが今の町長にあるのか

ということをまずお聞きしたいと思います。次にそして次の段階にあります給与水準の見

直しそして人員削減といった分野を視野に入れていくわけですけれども、ここで問題にな

るのは段階的な人員削減によって今現在でも課によっては差がありますけれども、残業が

続く中で住民サービスの低下に留まらず、業務の停滞を招くことが懸念されます。人事改

革制度の推進によって職員の資質向上と意識改革に対して人員等の削減により予想され

る弊害のバランスをどう対処していくか、現在の町長のお考えをお聞かせください。 

また、町有林の活用の件でありますけれども、お聞きした中ではなかなか大変なことで

あると思います。ひとつにはそういった先程私が述べました考え方も少しやはり視野に入

れていただきながら今後進めていただければと思います。そして２１世紀ふるさとの森と

川構想という事業例がふるさとづくり計画の中に記載されております。町有林からも続く

与田切川周辺の与田切リバーサイド計画を見直すとありましたが、この点で町長がわかっ

 - 18 - 

 
 
町  長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２  番 
 
 
 
町  長 
２  番 
議  長 

ていることがありましたらぜひお聞かせいただきたいと思います。以上２回目の質問とさ

せていただきます。 

まずこの新しい人事評価制度導入についての今後における対応の中で専門的な諮問的

な研究機関を置くのかどうか、それからその組織体制的なことについての問題、それから

年度の目途それからそれを公表していくのかどうかというようなこと、これらにつきまし

ても総体的に現在今含めてスタートしたばかりでございまして、必要に応じてはそうした

第三者機関的な意見も聞くことも必要であるのかなというふうには思っておりますけれ

ども、まだ現在のところその考え方が具体的に固まっておりません。したがって先程答弁

いたしましたようにできるだけ早いこれを目指して鋭意ひとつ努力してスタートしたと

いうことでひとつお答えと現時点ではさせていただきたいというふうに思っております。

ご質問のあったような内容は当然検討段階の中で位置付けて実践に結び付けていきたい

というふうに考えております。それから当然のことながらこの将来的には職員減を伴って

の行政運営というかたちになってまいります。職務と職員の人事バランスの問題がござい

ますけれども、これはやはりそれを成し遂げられる乗り越えられるこの人事機構体制とい

うものを見直して、それにあたっていかなきゃならないということでこれは今具体的に現

在その組織の改革を行いまして、新年度で発足していくための今作業のしておる最中でご

ざいますので、こうした人事バランス人員バランスも含めた組織機構になるように今現在

研究中で、またいずれこれは公表してまいるというかたちになるわけでございます。 

森林資源の有効利用の問題で２１世紀の森と川の構想これ非常にかつて町の新しい試

みとして描いてきたわけでございます。現在もこの考え方はあるわけでございますが、一

部に色んな開発行為を伴って遊歩道等を入れながら施設整備をしてのこのリバーサイド

計画というのがございました。建設省の直轄で現在親水護岸あるいは流路工、ダム工事等

整備がされて最終段階になってまいりましたが、町の自身の問題としてこうした自立の中

で財源を伴ってこれに投入をしていくことはなかなか難しい、国の方へも色々と側面的に

支援を求めて今までも計画を立案してきた経過もございますけれども、国の方も厳しい状

況であるのでこのリバーサイド計画そのものへの直接投資的なお手伝いはちょっと無理

だというような感触も得ております。したがってこれを軌道修正する中で新しいこの与田

切川沿線の森と水と緑これは町のかけがえのないひとつの財産、拠りどころとして住民の

皆さんにも親しんでいただけるような考え方だけは今後は持ち続けて必要な施設整備は

最低限度やっていきたいというふうに考えておるところでございます。以上２回目のお答

えといたします。 

それでは３回目ということで、今町長がおっしゃったとおり色々これから大変だとは思

いますけれども、自己に関わる改革等についてはどこでも二の足を踏む場面もあろうかと

思いますが、ぜひ慎重な審議と積極的な改革を望みます。最後にもう一度町長のこれから

の意気込みをお聞きして質問を終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

こうした考え方の目標に沿って精一杯努力をしてまいりたいと思います。 

以上、終わります。 

以上で本日の日程はすべて終了しました。 
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開  議 
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総務課長 
議  長 
９  番 
 
 
 
 

 平成１７年６月１７日  午後１時１０分 
 定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。 
 町当局、並びに議員各位には、大変ご苦労様でございます。 
 本日をもって今定例会も最終日となりましたが、会期中は委員会において、付託案件に

つきまして大変ご熱心な審査にあたられ、感謝を申し上げます。 
 去る１０日の本会議において付託した条例案件１件、請願・陳情案件について、各委員

長よりお手元に配布のとおり委員会審査報告、請願・陳情審査報告書が提出されておりま

す。 
 本日はこれらの審議並びに委員長報告に基づく審議を願うことになっておりますので、

議事運営の諸ルールに則り、慎重にご審議の上、適切な議決をされるようお願いをいたし

ます。 
 本日の議事日程については、お手元に配布のとおりです。 
日程第１ 諸般の報告を行います。本日、町長から１件の議案が追加提案されておりま

す。これで諸般の報告を終わります。 
日程第２ 第７号議案 財産（消防ポンプ自動車）の取得についてを議題と致します。

事務局長に議案を朗読させます。 
（議案朗読） 
本案について提案理由の説明を求めます。 
それでは追加議案としてお願いをいたしました第７号議案財産これは消防ポンプ自動

車でございますが、この取得について提案理由の説明を申し上げます。今回の財産取得に

つきましては、平成１７年度予算にて購入を予定しております飯島町の中心部にあります

第１分団、第１部配備の消防ポンプ自動車の更新でございます。現在配備されております

消防ポンプ自動車は、昭和５９年の購入でございまして使用年数は本年で２１年目となり

まして、車両ポンプ共に大変老朽化してきております。使用に大変支障が出ておるわけで

ございます。これらの使用できる装備品等は除きまして車両の擬装は、標準装備等を含め

て株式会社オオトリから 1,365 万円にて購入をすることによる財産取得でございまして、

議会の議決をお願いするものでございます。細部につきましては、担当課長より説明申し

上げますので、よろしくご審議をいただきご議決賜りますようにお願い申し上げまして提

案理由の説明とさせていただきます。 
（補足説明） 
 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
 車両についてですね、高額でございますので、購入については結構なんですけれども、

現在の車両の処分ですね、これも結構金がかかるんじゃないかと思いますけれども、それ

が含まれているかどうかということ、それから納期今説明ございましたけれども、あまり

にもちょっと時間がかかりすぎるのではないかというふうに思いますが、その辺の説明を

もう一度お願いします。 
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 現在の車両につきましては、先程申し上げましたようにもう更新の時期にきております

ので、一応廃車ということになろうかと思いますが、まだこれは決定をしておりませんの

で、もしどっかで有効活用ができるような手立てがあればまたそのことも考えていかなけ

ればならなきゃと思います。廃車にする場合の費用等については、今現在まだそういうこ

とで見積もりもしてございませんので、どのくらいかかるのかということはちょっと今日

はお答えの段階にありません。それから６ヶ月という非常に期間がかかるではないかとい

うようなお話でございます。特殊な車両でありますので、シャーシー等については発注が

あってからその制作にかかるというような部分もあります。これについては、各自治体発

注者側の注文によって擬装等が異なるということがありますので、会社の方で予め予定を

した車両の形あるいは擬装を予定してやっていくということはないようでありますので、

発注があって製造にかかるということでこのくらいの日数がかかるのか近隣市町村等の

状況をお聞きしてもかかるようでありますので、６ヶ月と、なお中においては国の検定等

の手続きもありますので、こんな期間を定めさせていただいてありますのでよろしくお願

いしたいと思います。 
 他に質疑ありませんか。 
（なしの声） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
 これから討論を行います。討論はありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
 第７号議案 財産（消防ポンプ自動車）の取得についてを採決します。 
 お諮りします。 
 本案を原案のとおり決定することに異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
異議なしと認めます。したがって第７号議案は原案のとおり可決されました。 
日程第３ 第２号議案 飯島町個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を

議題とします。本案について総務産業委員会へ審査を付託してありますので、委員長から

委員会審査報告を求めます。 
それでは総務産業委員会報告を申し上げます。去る６月１０日の本会議において本委員

会に付託された第２号議案 飯島町個人情報の保護に関する条例の一部改正をする条例

を６月１５日委員会を開き、説明員として関係所管課職員の出席を求め、内容を慎重審議

した結果お手元の報告書のとおり可決すべきものと決定したので報告します。 
なお、審議の過程に出された意見について以下申し上げます。個人情報を保護する条例

の改正であり、職員の指導強化、情報管理を慎重にやっていただきたいとの意見がありま

した。以上でございます。 
これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 
質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。総務産業委員長自席へお戻りください。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 
 それでは私は賛成の立場から討論をいたします。法律に基づく改正でありますので賛成

をいたしますが、ひと言付け加えさせていただきたいと思います。今後の課題といたしま

して個人の人権に関わる重要な内容でございます。特に７条の２項（８）については、法

律政令により情報の提供をする義務が生じるものということで、情報の提供をするものと

なっておりますが、情報の提供を市町村に求めることができるという内容のものが中には

ございます。市町村の判断に委ねるということの内容のものと私は考えております。市町

村の判断に委ねられているものについては、町内だけではなく判断することは個人の権利

を守るという点で今後問題が生じることも懸念がされるところです。今後こうした内容に

ついて慎重に対応することを求めるとともに、またどのような場合に個人の承諾なしに自

治体が個人情報を提供することができるのかということなどについて住民への周知が必

要と思いますので、そこのことを付け加えまして賛成といたします。以上です。 
 他に討論はありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
第２号議案 飯島町個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を採決します。 
この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。本案を委員長

報告のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 
〔賛成者起立〕 
着席ください。起立全員です。したがって第２号議案は原案のとおり可決されました。 
日程第４ 請願・陳情の処理についてを議題とします。 
去る１０日の本会議において所管常任委員会へ審査を付託した請願・陳情について、お

手元に配布のとおり各常任委員長から請願・陳情審査報告書が提出されております。 
議事進行についてお諮りします。各請願・陳情等の審議については、委員長より一括し

て委員会審査報告を求め、これに対する一括質疑の後、討論採決をしたいと思います。ご

異議ありませんか。 
（異議なしの声多数） 
 異議なしと認めます。これから委員長報告を求めます。松下総務産業委員長。 
総務産業委員会審査報告を申し上げます。 
去る６月１０日本会議において本委員会に付託されました１７陳情第４号 堂前線の

早期開通の要望について、竜東線第２期工事促進について、東部保育園通園路改良につい

てについては、６月１５日委員会を開き、説明員として関係所管課職員の出席を求め、現

地踏査をいたしました。なお、内容を慎重審議した結果、お手元の報告書のとおり採択す

べきものと決定したので報告をいたします。 
以上であります。 
これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（なしの声） 
 質疑なしと認めます。質疑を終わります。総務産業委員長自席へお戻りください。 

 - 6 - 

 
厚生文教

委員長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議  長 
６  番 

 平澤厚生文教委員長。 
 厚生文教常任委員会審査報告を申し上げます。 
去る６月１０日の本会議において、本委員会に付託された１７請願第１号 義務教育費

国庫負担制度の堅持を求める請願書、１７請願第２号 ３０人以下学級の早期実現、教職

員定数増を求める意見書提出に関する請願書、１７請願第３号 長野県独自の３０人規模

学級の小・中全学年への早期拡大と複式学級の解消、県独自に教職員配置増を求める意見

書提出に関する請願書、１７陳情第５号 障害者自立支援法案の徹底審議を求める意見書

提出をお願いする陳情書、１７陳情第６号 拙速に結論を出さず、県民合意の高校教育改

革を求める意見書採択を求める陳情書については、６月１５日及び１６日委員会を開き、

説明員として関係所管課職員及び１７請願１号、２号、３号については参考人として飯島

町公立学校教職員組合執行委員長久保田たつ子氏と紹介議員織田信行氏の出席を求め、内

容を慎重審議した結果、お手元の報告書のとおり１７請願第１号については採択すべきも

の、１７請願第２号については採択すべきもの、１７請願第３号については採択すべきも

の、１７陳情第５号については不採択すべきもの、１７陳情第６号については採択すべき

ものと決定しましたので報告いたします。 
なお、審査の経過またその過程で出された意見について以下申し上げます。 
まず請願１号については、主なものは一般財源化されると教育に格差が生じますか、ま

た保護者また学校の負担増になるのかの質疑があり、義務教育の水準格差が生まれ保護者

負担の増額に繋がるとの提出者からの答弁がありました。国の教育改革が進む中で、この

義務教育は国庫負担でやるべきという強い意見がありました。 
請願２号につきましては、３０人以下学級にすれば子供に目が届くことはわかるが、子

供達がよくなるまた家庭ＰＴＡの声はどうか、現場の先生、ＰＴＡの総意はどうなってい

るのか、少子傾向この今の出生率からみれば必然とマスターできるのではないかの質疑に

ついては、２１世紀の教育を展望すると個性に応じた対応ができる３０人以下学級が不可

欠との答弁があり、委員会の審議の中でもこの内容は大変重要と受け取ることが大切との

意見がありました。 
請願３号については、３０人規模学級を中学まで拡大する必要があるか、中学は教科担

任制をとっている、財政の厳しい現状の中で３０人学級をすることで教室の増、教職員増

となることで県市町村財政の大きな圧迫となることから、陳情どおり県独自で対応するよ

う意見がありました。 
１７陳情５号については、心情的にはわかるが財政の厳しい状況とこれからの障害者に

対する問題等を含め、他の団体からの一体となった陳情書ではない、今国会で審議中で議

会の権限事項に属するものか国会の慎重な審議を求める意見がありました。 
１７陳情第６号、県部局から出た背景は高校の多様化、国の動きと学校運営の財政的な

問題があると思うが住民の声がこの改革に反映するよう努めるべきであるという積極的

な意見がありました。以上主なる意見を申し上げ報告を終わります。 
これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
それでは障害者自立支援法案の徹底審査を求める意見書提出をお願いする陳情書につ



 - 7 - 

 
 
 
 
 
 
 
厚生文教

委員長 
 
 
 
 
 
 
議  長 
 
議  長 
 
 
 
 
 
 
議  長 
 
 
 
 
議  長 
 
 
 
議  長 
 
 
 
 

いて質問をいたします。障害者自立支援法案の内容についてどのような方法で理解を深め

たのか、また当初より陳情者が参考人として出席できないとお聞きをいたしております。

参考人から直接真意や障害者の方の置かれている状況などについては、お聞きをしたり質

問をする機会がなかったという中での審査であったということですが、陳情の趣旨をどの

ように理解をし審査をされたのかお聞きをいたします。また町内の直接障害者の方々の関

わりのある社協こまくさ園などの関係者の方達の考え方などについては、参考としている

のかどうかお聞きをいたします。以上です。 
３点の質問がございました。まず第１点の理解をどのような方法で求めたか、この関係

所管課から資料を求めて審議をいたしました。何分今国会審議中でありまして、この細部

的なことがまだ具体的にはよめておりませんけれども、一応この内容的なものは資料で理

解を求めております。それから参考人誘致につきましては、ただいま国会審議中であって

今言ったような細部的な具体的なことがまだ見えてきませんので、それについてはこの委

員会としては特に求めませんでした。それからその考え方というかその飯島町の施設に対

するものに対しては、このことについてはこの委員会としては特にそこまでは突っ込んで

審議してございません。以上です。 
他に質疑はありませんか。 
（なしの声） 
 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。厚生文教委員長自席へお戻りくださ

い。 
以上で請願・陳情の処理に関わる委員長報告及びこれに対する質疑を終わります。 
これから案件ごとに順次、討論・採決を行います。 
最初に１７請願第１号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書について討論

を行います。討論ありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
１７請願第１号 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書を採決します。 
お諮りします。本請願に対する委員長の報告は採択です。本請願を委員長報告のとおり

決定することに異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
 異議なしと認めます。したがって１７請願第１号は採択することに決定しました。 
次に１７請願第２号 ３０人以下学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書提出に

関する請願書について討論を行います。討論ありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
１７請願第２号 ３０人以下学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書提出に関す

る請願書を採決します。 
お諮りします。本請願に対する委員長の報告は採択です。本請願を委員長報告のとおり

決定することに異議はありませんか。 
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（異議なしの声） 
異議なしと認めます。したがって１７請願第２号は採択することに決定しました。 
次に１７請願第３号 長野県独自の３０人規模学級の小・中全学年への早期拡大と複式

学級の解消、県独自に教職員配置増を求める意見書提出に関する請願書について討論を行

います。討論はありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
１７請願第３号 長野県独自の３０人規模学級の小・中全学年への早期拡大と複式学級

の解消、県独自に教職員配置増を求める意見書提出に関する請願書を採決します。 
お諮りします。本請願に対する委員長の報告は採択です。本請願を委員長報告のとおり

決定することに異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
異議なしと認めます。したがって１７請願第３号は採択することに決定しました。 
次に１７陳情第４号 堂前線の早期開通の要望について、竜東線第２期工事促進につい

て、東部保育園通園路改良について一括討論を行います。討論はありませんか。 
 ４区の町の協議会から出された３つの非常に重要な課題であります。それで堂前線の内

容について陳情趣旨にもありますように、町の発展に繋がるということでありますが、伊

南バイパスのこれからの工事の進行状況も順調に推移してきております。それから本郷の

方からいよいよ買収も始まり来年は飯島地区の方にも入るわけでございますので、この飯

島町のこのバイパスの通過効果と一体となれるよう堂前線の開通について特段のこれか

らの町の取組みを希望するものであり、また自立の道になった中で当初の計画の中では堂

前線についての非常に暗いような計画もあったわけでありますけれども、色んな方策を考

えて町当局、関係当局での努力をこの願意が全うされるよう望むものであります。それか

ら特に保育園の関係についても田切本郷の保育園が東部保育園に統合されていよいよこ

れもスケジュールの中に入ってきております。まだ未確定の補助事業的なものも若干その

最終的なものはそうした確認条項的なものを待つものが若干あるわけでございますけれ

ども、もう既にこれも今申しましたようにスケジュールにあがってきております。それに

伴ってこの通園路というものが南消防署からの緊急自動車の下在地区これからバイパス

も通過すれば色々な関係でこの道路が緊急道路として通園道路また勿論生活道路として

の機能が益々増大するわけでありますので、特にこうしたことの内容をくんだ上でこうし

た改良が進むようこの陳情書、勿論竜東線についても計画通りの第２期工事の進展を強く

求めるものであります。以上特に私の意見を申し上げて賛成採択すべきだと思います。以

上です。 
 他に討論ありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
１７陳情第４号 堂前線の早期開通の要望について、竜東線第２期工事促進について、

東部保育園通園路改良についてを採決します。 
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お諮りします。本陳情に対する委員長の報告は採択です。本陳情を委員長報告のとおり

決定することに異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
異議なしと認めます。したがって１７陳情第４号は採択することに決定しました。 
次に１７陳情第５号 障害者自立支援法案の徹底審議を求める意見書提出をお願いす

る陳情について討論を行います。討論ありませんか。 
 それでは私は賛成の立場から討論をいたします。私は議員としてまず住民の命と暮しを

守ることを第一に考えなければならないと思っております。国税は第一番に国民の命を守

ることに使われなければなりません。憲法第１１条、１２条、１３条、１４条、２５条か

らみて障害者自立支援法案は真に障害者の人権を守り、一人の人間として生きていくこと

が保障されていく内容であるかどうかが何よりも大切な問題であるというふうに捉えて

おります。その視点からまず人権について考えてみますと、人権教育では１人１人の権利

を守り差別のない社会を構築することを目指しております。国際的には国際障害者年を機

に障害者権利条約の制定を目指し現在準備が進められているところです。世界の流れに逆

行するような内容の自立支援法ではなりません。障害のある方が健常者と同じように社会

生活を送るためには今までその多くが措置として必要な支援を受けることができ、社会的

に守られてまいりました。ハンディーを補うための支援を受けることは人権を守るため憲

法に基づいて国の責任として行われてきたのです。その支援は人間として生きるためにな

くてはならないものとして個人の利益という性格のものではありません。今国会に提出を

されている法案は憲法で保障をされている障害者の権利を益とみなす誤った内容になっ

ていると私は捉えております。それでは障害者の方が自立をして社会生活を送ることが法

案の内容でできるのかどうかということでございます。障害年金は２級で 6 万 6 千円で

ございます。１級は 8 万 3 千円です。年金制度の改悪のために減額をされての金額でご

ざいます。障害があるために殆どの方が収入は年金に頼っているのが現状ですし、中には

無年金の方もおいでになります。生活を維持するためだけでも精一杯の年金の額です。自

立するために必要な支援を求められますが、利用料を支払うことが必要となってくるわけ

です。原則１割負担で上限があると言われますが、障害年金を受け取っている方で１級の

方は 2 万 4,600 円、２級の方は 1 万 5 千円の負担額が上限と聞いております。年金の約

４分の１は生活するために必要な支援を受けるために支払うということになりますので、

生活費は 5 万から 6 万円ほどしか充てられないというような現状になってくるというふ

うに考えております。なお、同居の家族が居れば家族の収入に従って上限額が決まってま

いりますので、利用料の負担が更に重くなり障害者が個人として自立した社会生活を送る

施策としては一層後退をする内容であり、自立を阻むことになるというふうに考えられま

す。飯島町では例えばこまくさ園に通所をしている皆さんが作業所で仕事をしたわずかな

収入にさえ作業所を利用したということで利用料プラス食費の実費がかかってまいりま

すから、こまくさ園に通うことで収入が得られるどころか持ち出しになるのではないかと

こういう状況になってまいります。またこの法案では市町村への事業となり町の財政負担

も増えてくるのではないでしょうか。障害者８団体、日本身体障害者団体連合会、日本盲
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人会連合会、障害者インターナショナル日本会議、全日本手をつなぐ育成会、全国精神障

害者家族会、全日本聾唖連盟、全国脊髄損傷者連合会、日本障害者協議会が衆議院厚生労

働委員会での参考人質疑に望んでおりますし、その中で法案が拙速である、今でも苦しい

障害者の生活が根こそぎ破壊される懸念があるなど負担増などの不安や法案の是正など

が要望がされております。このような総体的な状況からみまして障害者の命や暮らしを守

るためには、意見書案にあるように障害者の実態を十分に理解をし、障害者の立場にたっ

た支援法案の策定を関係機関に求めるべきと私は考えましてこの意見書の提出に賛成を

するものです。以上です。 
 他に討論ありませんか。 
 私は反対の立場から申し上げたいと思います。今三浦議員から賛成の立場から討論ござ

いました。はっきり言ってちょっと取り違えておるかなというふうに思います。今回の陳

情に対する内容は意見書の提出でございますけれども、私はこの自立支援法を否定してい

るわけではございません。ぜひ国会で通してもらいたいと思っております。しかし、今回

この議会に上がっております意見書は、障害者の中の一団体からの陳情でございます。し

たがって差別するかたちではまずいという判断のもとに私はこの陳情書は反対といたし

ます。 
 他にありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
１７陳情第５号 障害者自立支援法案の徹底審議を求める意見書提出をお願いする陳

情を採決します。 
この採決は起立によって行います。本陳情に対する委員長の報告は不採択です。本陳情

を採択することに賛成の方は起立を願います。 
〔賛成者起立〕 
お座りください。起立少数です。したがって１７陳情第５号は不採択とすることに決定

しました。 
次に１７陳情第６号 拙速に結論を出さず、県民合意の高校教育改革を求める意見書採

択を求める陳情書について討論を行います。討論はありませんか。 
 （なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
１７陳情第６号 拙速に結論を出さず、県民合意の高校教育改革を求める意見書採択を

求める陳情書を採決します。 
お諮りします。本陳情に対する委員長の報告は採択です。本陳情を委員長報告のとおり

決定することに異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
異議なしと認めます。したがって１７陳情第６号は採択することに決定しました。 
日程第５ 議会閉会中の委員会継続審査についてを議題とします。会議規則第７２条の

規定により、お手元に配布のとおり議会閉会中の継続審査について申し出があります。 
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 お諮りします。申し出の案件について、議会閉会中の継続審査とすることに異議ありま

せんか。 
（異議なしの声） 
 異議なしと認めます。したがって本件については、各委員長から申し出のとおり継続審

査といたします。 
ここで暫時休憩といたします。そのままお待ちください。 

（追加日程配布） 
会議を再開します。 
ただいま、織田信行議員外からお手元のとおり議案４件が提出されました。 
お諮りします。本案を日程に追加し、追加日程第１から追加日程第４として議題にした

いと思います。異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
 異議なしと認めます。したがって議案４件を日程に追加し、議題とすることに決定しま

した。 
 追加日程第１ 発議第２号「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書の提出に

ついてを議題とします。事務局長に議案を朗読させます。 
（議案朗読） 
 本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 
 それでは発議第２号で義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について提出の

提案理由を申し上げます。ただいま、ここの前段の趣旨に説明してございますように、こ

の国庫負担の最近の経過については、逐次読みませんけれども、この経年的な内容が説明

してあります。また、この内容の根幹というものは、昭和２７年に国で義務教育国庫負担

法という制度が法ができて義務教育というのが国庫負担、教員給与及びそれに関わる内容

の義務教育費については、国が半額を持つという基本的な法律があったこれが一番根底な

ものであります。それから今日までそうしたことがあり、義務教育の水準の維持向上、機

会均等、地方財政の安定ということに寄与してきた経過がございます。よって私はここの

３項目であります最近の流れであります教育費について、いわゆる一般財源にして総枠の

中でどういう方向にも使われる一般財源化ということじゃなくて、教育費はやはりしっか

りした教育費の確保の枠の中で教育が担保されていくことが必要ではないか、大切ではな

いかと思うわけでございます。以下、そうした基本の考えをもってこの意見書を出すもの

であります。以上提案説明といたします。 
 次に本案に賛成の意見を求めます。 
 委員長報告それから事務局長朗読、提出者それぞれの立場でもう二重にも三重にもこの

ことが言われておるわけであります。三位一体の改革が推し進められる中で、義務教育費

国庫負担制度の見直しが焦点となっています。義務教育は国の責務であり、そのために設

けられたのが義務教育国庫負担制度であります。国の責務である義務教育国庫負担制度を

堅持し、交付金化は一般財源化を行わないこと、この請願は妥当なものと思います。よっ

て意見書提出はするべきとこのように思います。ご賢察をお願いします。 
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 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
（なしの声） 
 質疑なしと認めます。提出者は自席へお戻りください。 
 これから討論を行います。討論ありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。発議第２号 「義務教育費国庫負担制

度」の堅持を求める意見書の提出について、採決をします。 
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
 異議なしと認めます。したがって発議第２号は原案のとおり可決されました。 

追加日程第２ 発議第３号 ３０人以下学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書

の提出についてを議題とします。事務局長に議案を朗読させます。 
（議案朗読） 
 本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 
 それでは３０人以下学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書の提出についての趣

旨説明を申し上げます。前段説明文の中で申し上げてありますように、１人１人に行き届

いた子供に目の行き届いた教育環境が整えることが必要ということは申すまでもござい

ません。現行４０人学級の定員の学級編成基準がありますが、その内容については 2002
年に法律の改正もございまして、地方自治体いわゆる任せられる分野も、各都道府県に任

せる分野もあったわけでございまして、長野県独自でもまた後段に申し上げる教育の改革

の中で定員数の引下げた対応がされているわけでございます。特に昨今国も 2006 年度か

ら小学校１、２年生での３５人学級の実施方針を決めたということでございまして、この

内容の意見書については、従来も出てきておりましたけれども、今回国の方から 2006 年

今申しましたからの小学校１、２年生での取り組みができたということは、過去のこうし

た要望に対する積上げの結果そうした動きが出てきたわけでございます。更にこの３０人

以下学級の早期実現が国の責任でできますように実施してもらうように強く要望するも

のでございます。趣旨は以上でございます。 
 次に本案に賛成の意見を求めます。 
 発議第３号この件について賛成の意見を述べます。請願人の意見を聞いたところ、現在

の学級での様子は子供達は先生からの自分に対する評価も早く理解でき、授業においても

わかりやすくなり、また集中できるようになってきております。ということは、先生もや

はり子供達に目が届きやすいという利点があげられます。また、軽度障害の子はあまり大

人数の中では刺激が多すぎるため少人数の方が安定しているとのことです。このことから

も１人１人に行き届いた教育をしていくためにも、少子化傾向ではありますけれども必要

と考えます。また、学級数の増加による教職員の増加も含め賛成といたします。以上です。 
 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
（なしの声） 
 質疑なしと認めます。提出者は自席へお戻りください。 
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 これから討論を行います。討論ありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。発議第３号 ３０人以下学級の早期実

現、教職員定数増を求める意見書の提出についてを採決をします。 
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
 異議なしと認めます。したがって発議第３号は原案のとおり可決されました。 

追加日程第３ 発議第４号 長野県独自の３０人規模学級の小・中全学年への早期拡大

と複式学級の解消、県独自に教職員配置増を求める意見書の提出についてを議題としま

す。事務局長に議案を朗読させます。 
（議案朗読） 
 本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 
 それでは長野県独自の３０人規模学級の小・中全学年への早期拡大と複式学級の解消、

県独自に教職員配置増を求める意見書の提出についての提出の趣旨説明を申し上げます。

学校を取り巻く環境は極めて複雑化また課題が山積しております。特に少子化傾向が進

み、兄弟、地域で育てる子供の環境が段々と昔と変わってきております。また、親も勤め

に出たりしてそうしたことからしますと学校の先生への今まで以上にそうした面におい

て頼る指導を願う点が出てくるわけでございます。そうした関係でゆとりをもって学校の

教職員が信頼関係を築きながら指導できるには、３０人規模学級が望ましいという観点で

ございます。ここの長野県独自の経過については、事務局からの文面の朗読の説明のとお

りでございます。ある面では長野県は全国に先んじた方向でこうした弾力的な学級規模編

成に取組んできておりますが、これが更に上位学年に普及、波及していくことを拡大して

いくことを県の責任において願うものであります。前段の国への意見書は３０人規模学級

の早期実現については、国に対しての意見書でございます。今回ただいま申し上げている

意見書については、県に対しての更なるこの教育政策の拡大を求めるものでございます。

ちなみに現在飯島の小中学校においては、飯島小学校において２学年においてそして５学

年において３０人規模学級、いわゆる３５人学級の実現をいたしております。２年生は言

いますようにこれは全額県費でございます。ご承知のここに書いてありますように今年度

については、小学４年生までが県費だということで、５年生以上は市町村の協力金を得て

ということでございまして、飯島の場合は５年生まで実施いたしましてその内容について

県と町との協力金でその５年生については、先生の負担をしているそうした実態でござい

まして、今後こうした内容が更に拡大していくことを願う、またそうした必要があるとい

うことから申し上げ提出をいたしているわけでございます。それから複式学級について

も、これは長野県には現在１１ほどありますけれども、また上伊那でも１校ほどあります

けれども、教育がいわゆる複式学級では補い切れない内容が出てきておりますので、避け

るということで先生の加配を求めるというような内容が含まれております。以上のことを

もって趣旨説明といたします。 
 次に本案に賛成の意見を求めます。 
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私も今織田議員がおっしゃったように少子化のことを考えても丁寧な教育をするために

は、３０人以下学級は必要と思われます。そのように私も賛成いたしたいと思います。以

上。 
 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
（なしの声） 
 質疑なしと認めます。提出者は自席へお戻りください。 
 これから討論を行います。討論ありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。発議第４号 長野県独自の３０人規模

学級の小・中全学年への早期拡大と複式学級の解消、県独自に教職員配置増を求める意見

書の提出についてを採決をします。 
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
 異議なしと認めます。したがって発議第４号は原案のとおり可決されました。 

追加日程第４ 発議第５号 拙速に結論を出さず、県民合意の高校教育改革を求める意

見書の提出についてを議題とします。事務局長に議案を朗読させます。 
（議案朗読） 
 本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。 
 それでは県民合意の改革を求める意見書の提出につきまして趣旨説明を申し上げます。

今名前を公表するしないで話題になっておりますけれども、長野県内の高校の将来にわた

ってのあり方を検討されます高校改革プラン推進委員会がこの５月に発足しました。この

委員会はその前段として高校改革プラン検討委員会というところが１年以上かけまして

審議してきた結果でありますけれども、現在１２通学区で９０校あるわけでありますが、

この学校数を統廃合することによってその意見書にありますが、全日制を７６、ちょっと

言い回しが難しいんですが、多部制単位制高校これを４つ合わせまして８０校とする案が

検討委員会から示されました。それを受けて今回できました推進委員会が検討しているわ

けでございますけれども、本年１２月を目途に検討結果を取りまとめて、そして来年３月

には実施計画そして４月からはこの計画に沿った実施に移すということでございます。当

上伊那は下伊那、諏訪を含めて第３グループでありますけれども、現在２５校ある中から

２校を減らそうという計画であります。性急と思われるスケジュールで進めようとしてい

る県教委でありますけれども、要は県民のあるいは地域の皆さんの意志が十分に反映され

るような機会また時間があるかということでございます。改革とは長い時間かければよい

ということではありませんけれども、推進委員会での十分な論議と研究を希望したいもの

でございます。よってここに意見書を提出いたしたく皆さんの賛同をお願いするわけでご

ざいます。よろしくお願いします。 
  次に本案に賛成の意見を求めます。 
県の合理化効率化を目標とした本案に対し、地域の学習権を保障し地域社会に定着した

高校を守り、県民合意の高校改革策定を求め拙速な実施を行わず、時間をかけ地域の実情
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を十分理解し、論議して好ましい方向性を生み出すべきと思います。よって意見書提出に

賛成をするものであります。 
 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
（なしの声） 
 質疑なしと認めます。提出者は自席へお戻りください。 
 これから討論を行います。討論はありませんか。 
（なしの声） 
 討論なしと認めます。これで討論を終わります。発議第５号 拙速に結論を出さず、県

民合意の高校教育改革を求める意見書の提出についてを採決をします。 
 お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 
（異議なしの声） 
 異議なしと認めます。したがって発議第５号は原案どおり可決されました。 
 以上で本日の日程は全部終了しましたので、会議を閉じます。 
 ここで町長から挨拶をいただきます。 
 それでは６月議会定例会の閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。本日１７日

までの８日間の会期中、議員の皆さん方には慎重審議をいただき上程をいたしました各案

件すべてを原案どおりいずれも全会一致にてご議決いただきまして誠にありがとうござ

いました。心からお礼を申し上げます。今定例会は議会改選後のまた議員定数も１６名か

ら１２名となった初めての定例会であり、新鮮なイメージとともに、委員会も２委員会構

成となりそれぞれの担当エリアも拡大をして責務の重さも増してまいりましたが、それだ

けに町政の幅広い観点から質の高い議会並びに議員活動をいただけるものと今後一層ご

期待を申し上げている次第でございます。自立を選択をし、持続可能な飯島町の将来に向

かって第一歩を踏み出しました。厳しい中にも今後元気で活力のある町づくりのために、

飯島町ふるさとづくり計画を基本として次期中期総合計画の策定を通してこれを具体的

に実現をしていかなければならないと考えております。そのためにも今後とも一層全職員

一丸となって住民本意のサービスの提供に努めてまいりますが、住民協働という自立しう

る町づくりの基本的な考え方にたって、議員並びに全町民の皆様のぜひとものご尽力ご協

力をお願い申し上げる次第でございます。また、一般質問でそれぞれいただいた貴重な

数々のご意見ご提案を受け止め、今後の町政運営に努めてまいりたいと考えております。

１週間ほど前に梅雨入りとなりましたが、本格的な梅雨空はこれからが本番となります。

梅雨前線豪雨など大きな災害のないことを祈ると同時に、梅雨明けとともに猛暑が控えて

おります。議員各位には、時節柄体調には十分ご留意くださり、一層のご活躍を心からお

願いを申し上げまして６月議会定例会の閉会のご挨拶とさせていただきます。本当にご苦

労様でございました。 
以上をもって、平成１７年６月飯島町議会定例会を閉会します。 

 
 
  午後３時３１分 閉会 
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上記の議事録は、事務局長 小林廣美の記載したものであるが、その内容に相違ないこ

とを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

 飯島町議会議長 
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